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第２ 会期の決定 
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討   論 

採   決 
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議案第70号 公の施設の指定管理者の指定について 

（山鹿市菊鹿健康福祉センター「ひまわり館」） 

議案第71号 公の施設の指定管理者の指定について 

（山鹿市鹿央生産物直売所等） 

議案第72号 公の施設の指定管理者の指定について 

（山鹿市特産工芸村等） 

議案第73号 公の施設の指定管理者の指定について 

（山鹿市水辺プラザかもと等） 
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議案第74号 公の施設の指定管理者の指定について 

（山鹿市道の駅小栗郷等） 

議案第75号 公の施設の指定管理者の指定について 

（岳間研修センター） 

議案第76号 公の施設の指定管理者の指定について 

（椎持研修センター） 

議案第77号 公の施設の指定管理者の指定について 

（山鹿市農村集落多目的共同利用施設下分田センター） 

議案第78号 山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の一

部変更について 

議案第79号 人権擁護委員の推薦について 

議案第80号 人権擁護委員の推薦について 

議案第81号 人権擁護委員の推薦について 

議案第82号 人権擁護委員の推薦について 

報告第16号 専決処分の報告について 

報告第17号 専決処分の報告について 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議事日程のとおり 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

出席議員（20名） 

１番  関 口 和 良 

２番  永 田 壮 拡 

３番  深 牧 大 助 

４番  原   芳 郎 

５番  隈 部 賢 治 

６番  高 橋 龍 一 

７番  豊 田 新二郎 

８番  山 下 誠 治 

９番  古 川 和 博 

10番  金 光 一 誠 

11番  松 見 真 一 

12番  立 山 大二朗 

13番  小 川 榮 二 
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14番  芋 生 よしや 

15番  勢 田 昭 一 

16番  有 働 辰 喜 

17番  服 部 香 代 

18番  冨 丸 洋一郎 

19番  北 原 昭 三 

20番  永 田 紘 二 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

説明のため出席した者 

市 長    早 田 順 一 

副 市 長    阿蘇品 貴 司 

教 育 長    堀 田 浩一郎 

総 務 部 長    大 林 秀 樹 

市 民 部 長    中 尾 雄 二 

福 祉 部 長    佐 藤 ア キ 

経 済 部 長    石 井 耕一郎 

経済部首席審議員    池 田 淳 志 

建 設 部 長    古 江 光 拡 

教 育 部 長    渡 邊 義 明 

市民医療センター事務部長     木 下   実 

消防本部消防長    中 原 茂 昭 

市 民 部 次 長    白 石 浩 二 

福 祉 部 次 長    山 﨑 寿 雄 

建 設 部 次 長    松 尾 正 都 

会 計 管 理 者    森   和 夫 

水 道 局 長    阿蘇品   健 

教 育 部 次 長    園 田 正 尚 

総 務 課 長    永 田 健 一 

環 境 課 長    森   賢 治 

福 祉 援 護 課 長    原   幸 徳 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

事務局職員出席者 

議 会 事 務 局 長    小 山   天 

局長補佐兼議事係長    中 村 武 志 
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書 記    木 村 隆 寛 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 
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午前10時00分 開会 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○服部香代 議長 

ただいまから令和３年（第５回）山鹿市議会12月定例会を開会いたします。 

会議に先立ち、市長から挨拶の申し出があっておりますので、これを許可いたし

ます。早田市長。 

［早田順一 市長 登壇］ 

○早田順一 市長 

皆さん、おはようございます。 

12月定例会開会に当たりまして、ご挨拶を申し上げます。 

まず、近況として、去る10月２日に開催された第88回ＮＨＫ全国学校音楽コンク

ール九州・沖縄ブロックで、山鹿中学校が金賞を受賞し、その後、11月７日に開催

された全国大会で優良賞を受賞しました。 

また、11月12日に開催された熊本県中学校駅伝大会では、女子の山鹿中学校が３

連覇を達成し、男子の鹿本中学校は初優勝という成績で、全国大会への切符を手に

しました。今回、アベック優勝というすばらしい成績を収められた両チームと、全

国学校音楽コンクールで優秀な成績を収められた山鹿中学校の皆様に改めてお祝い

を申し上げます。 

ことしも、本市の多くの子供たちがそれぞれの大会等で上位を目指し、頑張って

くれました。それらの頑張りは市民の皆様に伝わり、誇りと感動を与えていただい

たものと思います。ここに感謝とお礼を申し上げます。 

次に、平成20年度から制度を運用しているふるさとやまが大使について、去る９

月28日に本市にゆかりがあり、現在、俳優として活躍しておられる中原丈雄氏を新

たに委嘱し、中原氏の人脈やネットワークを活用した本市のＰＲ等をお願いしたと

ころです。 

さて、ことしも残すところ一月余りとなりましたが、世界中で猛威を振るってい

る新型コロナウイルス感染症は、国内でのワクチン接種の進展に伴い、新規感染者

数が抑えられているものの、第６波の到来も指摘されるなど、依然として予断を許

さない状況にあります。 

こうした中、国においては、18歳以上への３回目のワクチン接種、いわゆるブー

スター接種について、12月から開始する方針を決定し、各自治体へのワクチン配送

を始めました。 

本市も12月から、まず医療従事者を対象とした接種を円滑にスタートできるよう、

現在、鋭意準備を進めているところです。 
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一方、全国的に新規感染者数が抑えられている状況もあり、アフターコロナ社会

を見据えた対策も動き出しております。去る11月16日にはコロナ禍における新たな

行動指針であるワクチン・検査パッケージの制度案が専門家会議で了承され、19日

には新型コロナ関連予算を中心とした過去最大規模の経済対策が閣議決定されまし

た。 

既に本市では、９月に開始した第３弾のプレミアム商品券の予約が前回を上回る

ペースで申し込まれるなど、経済活動再開に向けて消費マインドも上向いてきてい

ると感じております。 

今後は、国の経済対策を最大限活用しつつ、引き続き新型コロナの感染拡大防止

と地域経済回復の両立に向けて取り組んでまいります。 

本定例会に上程しております議案は、条例４件、予算８件、指定管理者の指定９

件、人事案件４件、その他２件の計27件及び報告２件でございます。 

これら諸議案の内容につきましては、担当職員が説明いたしますので、よろしく

ご審議賜りますようお願い申し上げまして、開会のご挨拶といたします。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○服部香代 議長 

直ちに、本日の会議を開きます。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において、金光一誠議員、

古川和博議員を指名いたします。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第２ 会期の決定 

○服部香代 議長 

日程第２、会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から12月15日までの21日間といた

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

ご異議なしと認めます。よって、会期は21日間と決定いたしました。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第３ 議案第56号・議案第57号 

○服部香代 議長 

日程第３、議案第56号及び議案第57号の２案件を一括議題といたします。 
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提案理由の説明を求めます。大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

議案第56号 山鹿市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例及び山鹿市

長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げ

ます。 

本案は、人事院勧告を踏まえまして、議会議員、市長等の本年12月期末手当の支

給割合を0.1月引き下げるものであります。 

なお、令和４年度以降におきましては、６月・12月の期末手当から、それぞれ現

行より0.05月分を引き下げます。 

附則といたしまして、この条例は令和３年12月１日から施行し、令和４年度から

の適用部分につきましては、令和４年４月１日から施行するものです。 

続きまして、議案第57号 山鹿市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例について、ご説明申し上げます。 

本案は、人事院及び熊本県人事委員会の勧告を踏まえまして、本年12月期末手当

の支給割合を0.15月引き下げるものでございます。 

なお、令和４年度以降におきましては、６月・12月の期末手当から、それぞれ現

行より0.075月分を引き下げます。 

附則といたしまして、この条例は令和３年12月１日から施行し、令和４年度から

の適用部分につきましては、令和４年４月１日から施行するものです。 

なお、以上の２議案につきましては、勧告と支給額は同じ年度で取り扱うことが

基本でありますので、今回、条例改正を行うものでございます。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

お諮りいたします。ただいま議題となっております２案件について、先議いたし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

ご異議なしと認めます。よって、２案件を先議することに決しました。 

この際、議案審査のため、暫時休憩いたします。 

午前10時10分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午前10時20分 開議 

○服部香代 議長 
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休憩前に引き続き、会議を開きます。 

これより、ただいま議題となっております２案件について、質疑を行います。質

疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。ただいま議題となっております２案件については、会議規則

第37条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

ご異議なしと認めます。よって、委員会付託は省略することに決しました。 

これより討論を行います。討論の通告があっておりますので、発言を許します。

芋生よしや議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

皆さん、おはようございます。 

議席番号14番、芋生よしやです。 

私は、議案第57号 山鹿市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例に、反対の立場で討論をいたします。 

山鹿市一般職の職員と申しましても、これまでコロナ禍の中で大変頑張ってこら

れた看護師、また保育所の中で、本当に子供たちに感染を及ぼさないかというよう

な思いも、本当にまじりあう中で頑張ってこられた、そういう職員の方たちも含ま

れる、この職員の給与の改正です。 

また、災害も多数ありました。その中で頑張られた職員も人勧の決定とはいえ、

引き下げ、これは私には民間にも及ぼすことであり、職員を上げてこそ、今の状況

を本当に山鹿市には今も庁舎のところに横断幕が張られて、医療関係者に感謝する

という言葉が掲げてありますが、感謝をするのであれば、きちんと対応していくこ

とこそ求められると思います。ですから、今回の引き下げには反対といたします。 

以上で、討論を終わります。 

○服部香代 議長 

以上で、通告による討論は終了いたしました。 

ほかに討論はありませんか。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 
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○服部香代 議長 

討論なしと認め、討論を終結いたします。 

これより採決を行います。議案第56号について、原案のとおり決することに賛成

の議員の起立を求めます。 

［賛成者 起立］ 

○服部香代 議長 

起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

次に、議案第57号について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求め

ます。 

［賛成者 起立］ 

○服部香代 議長 

起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第４ 議案第58号～議案第82号 

報告第16号～報告第17号 

○服部香代 議長 

日程第４、議案第58号から報告第17号までの全案件を一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。中尾市民部長。 

［中尾雄二 市民部長 登壇］ 

○中尾雄二 市民部長 

議案第58号 山鹿市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例に

ついて、ご説明申し上げます。 

本案は、山鹿植木広域行政事務組合が運営するリサイクルプラザが令和３年度末

で廃止されることに伴い、本市単独で新たに実施します資源ごみ類の処分について、

自己搬入に係る処理手数料を定めるものです。 

なお、料金につきましては、これまでのリサイクルプラザと同様に、家庭ごみに

ついては無料、事業ごみについては10キログラムまでごとに110円としております。 

附則としまして、この条例は令和４年４月１日から施行するものです。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

佐藤福祉部長。 

［佐藤アキ 福祉部長 登壇］ 

○佐藤アキ 福祉部長 

議案第59号 山鹿市国民健康保険条例の一部を改正する条例について、ご説明申
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し上げます。 

本案は、健康保険法施行令等の一部改正に伴い、本条例の一部を改正する必要が

あり、提案するものです。 

改正の内容としましては、国民健康保険の被保険者が出産した場合に支給する出

産育児一時金の額を40万4000円から40万8000円に改めるものです。 

附則としまして、この条例は令和４年１月１日から施行し、必要な経過措置を定

めるものであります。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

議案第60号 令和３年度山鹿市一般会計補正予算（第８号）につきまして、ご説

明を申し上げます。 

１ページをお願いいたします。 

第１条、歳入歳出予算の補正額は7187万1000円です。内訳につきましては、新型

コロナウイルスワクチン接種事業1367万1000円、令和３年８月豪雨により被害を受

けた農林業用施設の災害復旧などに係る経費１億4882万5000円、議案第56号及び議

案第57号に基づく給与等の改定並びに人事異動等に伴う職員給の調整、マイナス

9393万6000円、その他の一般行政経費331万1000円です。 

補正後の総額は301億2085万6000円であります。 

５ページをお願いいたします。 

第２表は、繰越明許費です。（款）災害復旧費の農業用施設補助災害復旧事業ほ

か５つの災害復旧事業につきまして、年度内の完了が見込めないため、繰越明許費

を設定いたします。 

６ページをお願いいたします。 

第３表は、債務負担行為補正です。ふるさと応援促進業務ほか、10の事項につき

まして追加するものです。 

８ページをお願いいたします。 

第４表は、地方債補正です。災害復旧事業について変更するものです。 

続きまして、補正予算の主な内容につきまして、歳出によりご説明申し上げます。 

30ページをお願いいたします。 

（款）衛生費、（目）予防費の補正額1367万1000円は、新型コロナウイルスワク

チンの追加接種に係る経費です。希望者全員に迅速に接種ができるよう、準備を進
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めてまいります。 

33ページをお願いいたします。 

（款）農林水産業費、（目）農地費の補正額45万5000円は、令和３年８月豪雨に

よる被災農地の自力復旧を支援するものです。国庫補助制度の対象外となる１カ所

40万円未満の農地に係る災害復旧工事について、要件を満たす場合に補助を行いま

す。 

34ページをお願いいたします。 

（目）林業振興費の補正額221万8000円は、国有林の立木売却収入の一部を分収

契約に基づき分収林を管理する地区に交付するものです。 

43ページをお願いいたします。 

（款）教育費、（目）中学校費の学校管理費の中の学校運営費109万3000円は、

部活動の全国大会への協議出場を支援するものです。 

47ページをお願いいたします。 

（款）災害復旧費、（目）農業用施設災害復旧費及び（目）林業用施設災害復旧

費の補正額１億4347万5000円は、令和３年８月豪雨により被害を受けた農林業用施

設に係る災害復旧に要するものです。 

48ページをお願いいたします。 

（目）商工施設災害復旧費の補正額489万5000円は、令和３年９月に接近した台

風14号により被害を受けた商工施設に係る災害復旧に要するものです。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

山﨑福祉部次長。 

［山﨑寿雄 福祉部次長 登壇］ 

○山﨑寿雄 福祉部次長 

議案第61号 令和３年度山鹿市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）に

つきまして、ご説明申し上げます。 

１ページをお願いします。 

第１条、歳入歳出予算の総額からそれぞれ676万3000円を減額し、71億642万2000

円とするものです。 

５ページをお願いします。 

補正の内容につきまして、ご説明いたします。今回の補正は、議案第57号に基づ

く給与等の改定及び会計間異動等に伴う職員給の調整を行うものでございます。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 
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松尾建設部次長。 

［松尾正都 建設部次長 登壇］ 

○松尾正都 建設部次長 

議案第62号 令和３年度山鹿市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて、ご説明申し上げます。 

今回の補正は、給与条例の改正に基づく職員の給与等の改定及び会計間異動等に

係る調整を行うものです。 

１ページをお願いします。 

第１条、歳入歳出予算の総額に72万2000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれ

ぞれ７億7147万2000円とするものです。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

山﨑福祉部次長。 

［山﨑寿雄 福祉部次長 登壇］ 

○山﨑寿雄 福祉部次長 

議案第63号 令和３年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につき

まして、ご説明を申し上げます。 

１ページをお願いいたします。 

第１条、歳入歳出予算の総額から、それぞれ33万7000円を減額し70億1140万円と

するものです。 

６ページをお願いします。 

補正の内容につきまして、ご説明いたします。 

６ページ下段及び７ページの職員給の補正は、議案第57号に基づく給与等の改定

及び会計間異動等に伴う職員給の調整を行うものでございます。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

池田経済部首席審議員。 

［池田淳志 経済部首席審議員 登壇］ 

○池田淳志 経済部首席審議員 

議案第64号 令和３年度城北財産区特別会計補正予算（第１号）について、ご説

明申し上げます。 

１ページをお願いいたします。 

歳入歳出予算の総額に100万円を追加し、歳入歳出予算の総額を613万9000円とす

るものです。 
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５ページをお願いいたします。 

補正の内容につきまして、ご説明いたします。今回の補正は、伐期を過ぎた林地

において、令和４年度に皆伐を計画するために調査委託を行うものでございます。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

阿蘇品水道局長。 

［阿蘇品健 水道局長 登壇］ 

○阿蘇品健 水道局長 

議案第65号 令和３年度山鹿市水道事業会計補正予算（第２号）につきまして、

ご説明申し上げます。 

今回の補正は、給与条例の改正に準じた職員の給与等の改定及び会計間異動等に

係る調整を行うものでございます。 

１ページをお願いいたします。 

第２条、（第１款）水道事業費用の既決予定額から757万4000円を減額し、５億

5283万円とするものでございます。 

また、これに伴いまして、第３条、議会の議決を経なければ流用することができ

ない経費を732万4000円減額し、5661万2000円とするものでございます。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

木下市民医療センター事務部長。 

［木下実 市民医療センター事務部長 登壇］ 

○木下実 市民医療センター事務部長 

議案第66号 令和３年度山鹿市病院事業会計補正予算（第１号）について、ご説

明申し上げます。 

今回の補正は、議案第57号に準じた給与費の減額及び会計間異動等に係る調整を

行うものでございます。 

１ページをお願いいたします。 

第２条、（第１款）病院事業費用の既決予定額から1557万6000円を減額し、39億

6269万1000円とするものでございます。 

また、これに伴いまして、第３条、議会の議決を経なければ流用することができ

ない経費のうち、職員給与費に係る部分を1515万6000円減額し、22億2525万7000円

とするものでございます。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 
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松尾建設部次長。 

［松尾正都 建設部次長 登壇］ 

○松尾正都 建設部次長 

議案第67号 令和３年度山鹿市下水道事業会計補正予算（第２号）について、ご

説明申し上げます。 

今回の補正は、給与条例の改正に基づく職員の給与等の改定及び会計間異動等に

係る調整を行うものです。 

１ページをお願いします。 

第２条、（第１款）下水道事業費用の既決予定額に761万7000円を追加し、12億

4747万7000円とするものです。 

また、これに伴いまして、第３条、議会の議決を経なければ流用することのでき

ない経費を724万2000円増額し、3460万1000円とするものです。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

森会計管理者。 

［森和夫 会計管理者 登壇］ 

○森和夫 会計管理者 

議案第68号 金融機関の指定の変更について、ご説明申し上げます。 

本案は、地方自治法235条第２項の規定により、本市の公金の収納及び支払いの

事務を取り扱わせるため、指定する金融機関を変更することに伴い、改めて指定を

行う必要があるため、地方自治法施行令第168条第２項の規定により議会の議決を

求めるものでございます。 

変更前の金融機関は、鹿本農業協同組合で、変更後の金融機関は、株式会社肥後

銀行でございます。 

指定の変更の日は、令和４年４月１日からとするものです。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

佐藤福祉部長。 

［佐藤アキ 福祉部長 登壇］ 

○佐藤アキ 福祉部長 

議案第69号及び議案第70号の公の施設の指定管理者の指定について、ご説明を申

し上げます。 

まず、議案第69号 公の施設の名称につきましては、山鹿市山鹿老人福祉センタ

ー等、山鹿市鹿北老人福祉センター及び山鹿市鹿央地域福祉センターでございます。 
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指定管理者は、山鹿市中578番地、社会福祉法人山鹿市社会福祉協議会でござい

ます。 

指定の期間は、令和４年４月１日から令和７年３月31日までの３年間とするもの

でございます。 

続きまして、議案第70号 公の施設の指定管理者の指定について、ご説明申し上

げます。 

公の施設の名称は、山鹿市菊鹿健康福祉センター「ひまわり館」でございます。 

指定管理者は、山鹿市中578番地、社会福祉法人山鹿市社会福祉協議会です。 

指定の期間は、令和４年４月１日から令和７年３月31日までの３年間でございま

す。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

石井経済部長。 

［石井耕一郎 経済部長 登壇］ 

○石井耕一郎 経済部長 

議案第71号から議案第74号までの公の施設の指定管理者の指定について、ご説明

申し上げます。 

まず、議案第71号、公の施設の名称は、山鹿市鹿央生産物直売所及び山鹿市鹿央

古代の森交流施設でございます。 

指定管理者は、山鹿市鹿央町岩原2965番地、鹿央物産館運営グループ味彩会、指

定の期間は令和４年４月１日から令和９年３月31日までとするものです。 

続きまして、議案第72号、公の施設の名称は、山鹿市特産工芸村及び山鹿市鞠智

城跡物産館でございます。 

指定管理者は、山鹿市菊鹿町池永177番地、株式会社花富亭、指定の期間は令和

４年４月１日から令和９年３月31日までとするものです。 

続きまして、議案第73号、公の施設の名称は、山鹿市水辺プラザかもと及び山鹿

市らんらんハウスでございます。 

指定管理者は、山鹿市鹿本町梶屋1257番地、株式会社鹿本町振興公社、指定の期

間は令和４年４月１日から令和９年３月31日までとするものです。 

続きまして、議案第74号、公の施設の名称は、山鹿市道の駅小栗郷、山鹿市木工

体験施設「木遊館」及び山鹿市小栗郷カントリーパークでございます。 

指定管理者は、山鹿市鹿北町岩野4186番地の130、株式会社小栗郷、指定の期間

は令和４年４月１日から令和９年３月31日までとするものです。 

以上で、説明を終わります。 
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○服部香代 議長 

渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

議案第75号から議案第77号までの公の施設の指定管理者の指定について、ご説明

を申し上げます。 

まず、議案第75号、公の施設の名称は、岳間研修センターでございます。 

指定管理者は、山鹿市鹿北町多久1380番地５、鹿北町田中区自治会、指定の期間

は令和４年４月１日から令和９年３月31日までとするものでございます。 

次に、議案第76号について、ご説明を申し上げます。 

公の施設の名称は、椎持研修センターでございます。 

指定管理者は、山鹿市鹿北町椎持1446番地、市木区、指定の期間は令和４年４月

１日から令和９年３月31日までとするものでございます。 

続きまして、議案第77号、公の施設の名称は、山鹿市農村集落多目的共同利用施

設下分田センターでございます。 

指定管理者は、山鹿市鹿本町下分田827番地２、下分田区、指定の期間は令和４

年４月１日から令和９年３月31日までとするものでございます。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

中尾市民部長。 

［中尾雄二 市民部長 登壇］ 

○中尾雄二 市民部長 

議案第78号 山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の一

部変更について、ご説明申し上げます。 

本案は、山鹿植木広域行政事務組合において共同処理しています、ごみ処理施設

の設置及び管理運営に関することのうち、リサイクルプラザに係る事務を令和４年

３月31日限りで廃止することから、共同処理する事務を変更するとともに、規約の

一部を変更するものであります。 

附則としまして、この規約は令和４年４月１日から施行するものです。 

なお、本案に関する変更手続きにつきましては、構成市である熊本市と同一の内

容による議会の議決が必要となります。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

阿蘇品副市長。 
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［阿蘇品貴司 副市長 登壇］ 

○阿蘇品貴司 副市長 

議案第79号から議案第82号までの人権擁護委員の推薦について、ご説明します。 

まず、議案第79号から議案第81号までの３案件は、３名の人権擁護委員が令和４

年３月31日をもちまして任期満了となりますので、次期の人権擁護委員の候補者を

推薦するため、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求める

ものです。 

議案第79号では、現委員、栗原修一氏を再度推薦しようとするものです。 

議案第80号では、現委員、永田髙子氏を再度推薦しようとするものです。 

議案第81号では、現委員、荒木信一氏を再度推薦しようとするものです。 

また、議案第82号は、欠員となっている人権擁護委員について、富田隆臣氏を推

薦するため、同じく人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求

めるものです。 

なお、それぞれ次ページに略歴を記載しております。ご参照の上、ご同意賜りま

すようお願い申し上げ、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

報告第16号の専決処分について、ご説明を申し上げます。 

地方自治法第180条第１項の規定に基づき、除草作業中の事故及び学校施設の管

理の瑕疵に係る損害賠償の額の決定及び和解について、専決処分をいたしましたの

で、同条第２項の規定により、ご報告を申し上げます。 

２ページをお願いいたします。 

事故発生日時は、令和３年７月21日、午前10時10分ごろです。 

相手方の住所・氏名は、記載のとおりです。 

事故の概要は、山鹿中学校の敷地内において、刈払機による除草作業中の飛び石

により、駐車をしていた相手方の車両を損傷させたものでございます。 

損害賠償の額は、46万3800円です。 

和解事項といたしまして、山鹿市は相手方に対し賠償金を支払い、両者は本和解

条項に定めるほか、本件事故に関し、何ら債権債務がないことを確認するものでご

ざいます。 

以上、ご報告申し上げます。 

○服部香代 議長 
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古江建設部長。 

［古江光拡 建設部長 登壇］ 

○古江光拡 建設部長 

報告第17号 専決処分の報告について、ご説明申し上げます。 

地方自治法第180条第１項の規定に基づき、市道の管理の瑕疵による事故に係る

損害賠償の額の決定及び和解について専決処分を行いましたので、同条第２項の規

定に基づき、ご報告申し上げます。 

２ページをお願いいたします。 

事故の発生日時は、令和３年10月11日、午後３時10分ごろです。 

相手方の住所・氏名は、記載のとおりです。 

事故の概要は、山鹿市方保田地内において、相手方車両が市道権現の前線に布設

された側溝を通過した際、当該側溝のグレーチングが跳ね上がり、車両の下部が損

傷したものです。 

損害賠償の額は、28万1252円です。 

和解条項といたしまして、山鹿市は相手方に対し損害を賠償し、両者は本和解事

項に定めるほか、本件事故に関し、何ら債権債務がないことを確認するものです。 

以上、ご報告申し上げます。 

○服部香代 議長 

以上で、提案理由の説明を終わります。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

散 会 

○服部香代 議長 

今期定例会において受理しました請願等の取扱いについては、お手元の請願等文

書表のとおりといたします。 

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

本日はこれにて散会いたします。 

午前10時59分 散会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月２日(木曜日) 
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令和３年（第５回）山鹿市議会12月定例会会議録 

 

議 事 日 程（第２号） 

 

令和３年12月２日（木曜日）午前10時開議 

第１ 質疑・一般質問 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

発言通告 

１．金光一誠 

一般質問 

（１）ふるさと納税について 

（２）観光型施設の整備方針等について 

（３）米づくりの振興について 

（４）移住・定住と人口減少対策について 

２．松見真一 

一般質問 

（１）指定管理者制度と第３セクターについて 

（２）公共交通網整備について 

（３）ゴミ焼却場の利用について 

３．山下誠治 

一般質問 

（１）各地区の防災対応について 

（２）農業者支援について 

４．芋生よしや 

一般質問 

（１）放課後児童クラブ運営について 

（２）市民からの要望の強い生活道路整備について 

（３）通学路整備について 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議事日程のとおり 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

出席議員（20名） 

１番  関 口 和 良 
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２番  永 田 壮 拡 

３番  深 牧 大 助 

４番  原   芳 郎 

５番  隈 部 賢 治 

６番  高 橋 龍 一 

７番  豊 田 新二郎 

８番  山 下 誠 治 

９番  古 川 和 博 

10番  金 光 一 誠 

11番  松 見 真 一 

12番  立 山 大二朗 

13番  小 川 榮 二 

14番  芋 生 よしや 

15番  勢 田 昭 一 

16番  有 働 辰 喜 

17番  服 部 香 代 

18番  冨 丸 洋一郎 

19番  北 原 昭 三 

20番  永 田 紘 二 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

説明のため出席した者 

市 長    早 田 順 一 

副 市 長    阿蘇品 貴 司 

教 育 長    堀 田 浩一郎 

総 務 部 長    大 林 秀 樹 

市 民 部 長    中 尾 雄 二 

福 祉 部 長    佐 藤 ア キ 

経 済 部 長    石 井 耕一郎 

建 設 部 長    古 江 光 拡 

教 育 部 長    渡 邊 義 明 

消防本部消防長    中 原 茂 昭 

総 務 部 次 長    木 村 隆 男 

市 民 部 次 長    白 石 浩 二 

福 祉 部 次 長    山 﨑 寿 雄 
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建 設 部 次 長    松 尾 正 都 

総 務 課 長    永 田 健 一 

防 災 監 理 課 長    園 田 和 雄 

環 境 課 長    森   賢 治 

福 祉 課 長    飯 川 浩 一 

農 業 振 興 課 長    鶴 川 浩一郎 

商 工 観 光 課 長    吉 岡   隆 

建 設 課 長    樺   浩 介 

子 ど も 課 長    豊 田 義 幸 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

事務局職員出席者 

議 会 事 務 局 長    小 山   天 

局長補佐兼議事係長    中 村 武 志 

書 記    木 村 隆 寛 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 
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午前10時00分 開議 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○服部香代 議長 

おはようございます。 

これより本日の会議を開きます。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第１ 質疑・一般質問 

○服部香代 議長 

日程第１、質疑・一般質問を行います。 

発言の通告があっておりますので、順次発言を許します。金光一誠議員。 

［10番 金光一誠 議員 登壇］ 

○金光一誠 議員 

おはようございます。 

議席番号10番、れいわ創造の金光一誠です。 

会派を代表しまして、一般質問を４件させていただきます。 

ありがたいことに、先月末の新聞に、れいわ創造はふるさと納税を活用した地域

活性化を市に働きかけると紹介していただきましたので、まず初めにふるさと納税

についての質問を行います。 

ふるさと納税は、2008年（平成20年）５月からスタートし、14年目に入っており、

税収の減少や地方と大都市の格差を是正するために創設された制度であります。こ

れまで服部議長を初め、先輩議員が、そして会派の原議員が６月に、関口議員が９

月に質問を行っており、会派で も重要な課題として位置づけをしているところで

す。 

本市においては、市税等が思うように見込めない、また財政が硬直化しようとす

る中、新たな事業に取り組もうとしても思うようにならないのが現状であり、一番

手っ取り早いのがやっぱりふるさと納税じゃないかと、確信まではいきませんが、

そのように思っております。 

先日も市民の方から、ふるさと納税に力を入れたほうがよいのではとご意見をい

ただいたところです。会派として、これまで２回質問を行っていますが、その後、

どのような対策を講じてこられたのかお伺いをします。 

○服部香代 議長 

これより執行部の答弁を求めます。大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 
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金光議員のふるさと納税についてのご質問にお答えいたします。 

６月及び９月定例会の一般質問において、検討している取り組みについてお答え

いたしましたけれども、寄附額の拡大に大きな効果が見込まれる新たなポータルサ

イトの導入につきましては、既存のふるさとチョイス、楽天ふるさと納税に加えて、

昨日12月１日にポータルサイトさとふるをオープンし、寄附受付を開始しておりま

す。11月26日時点で、32事業者、58点の返礼品が登録済みであり、今後も順次登録

を進めてまいります。 

次に、本年９月以降の返礼事業者の開拓及び返礼品の開発については、38の事業

者と交渉し、15品目の返礼品の追加と、３つの返礼事業者の登録を行いました。ま

た、定期的に返礼品を送付する定期便制度についても11月から導入し、さらに生産

者や返礼品情報を盛り込んだページの追加などを行ってきたところです。 

今後の取り組みとしましては、まずポータルサイトと中間事業者を追加し、競争

性を高めることで全体的な底上げを図り、寄附額の拡大につなげてまいりたいと思

います。 

スケジュールについては、来年度当初のオープンを目指し、今年度中に準備を終

えることにしております。 

また、返礼事業者の開拓や返礼品の開発につきましては、引き続き取り組んでま

いりますが、特にアフターコロナを見据え、例えば市内旅館の宿泊券や市内施設の

利用券などのように、地域の観光資源を生かした体験型返礼品の充実を目指してま

いります。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

金光議員。 

［10番 金光一誠 議員 登壇］ 

○金光一誠 議員 

２回目の質問をします。 

ふるさと納税の額がふえると返礼品がふえ、地域活性化するのは言うまでもあり

ません。あわせて、本市におきましても自由に使えるお金がふえますので、今まで

でき得なかった事業への支援ができるようになり、住みやすい、暮らしやすいまち

にもなります。残念ながら、令和３年度中には間に合いませんでした。まずは目指

せふるさと納税10億円、いや市長は20億円、30億円と思い描いておられるかも知れ

ません。待ったなしです。ふるさと納税、この対策についてどのように考えておら

れるのか、早田市長にお尋ねをします。 

○服部香代 議長 
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執行部の答弁を求めます。早田市長。 

［早田順一 市長 登壇］ 

○早田順一 市長 

ふるさと納税は、自主財源の少ない当市にとって、新たな事業展開を可能にし得

る貴重な財源であり、その寄附額をふやすことは山鹿市にとって重要かつ必要なこ

とだと考えております。同時に、ふるさと納税は、全国に向けて山鹿市の自然・文

化・産業などをＰＲし、全国の皆さんに山鹿市の応援団、ファンになっていただき、

継続的に支援いただくこと、返礼品の開発によって地場産業が振興し、市内事業者

の新たなビジネス展開につながることなどが、本来の趣旨であり、結果的に大幅な

寄附額の増加につながればと考えます。 

今年度も、寄附額の拡大に向け、部長が答弁しましたさまざまな取り組みを行っ

てまいりましたが、いまだ取り組みの成果が十分にあらわれたとは言えない状況で

す。 

寄附額を大きく伸ばすためには、市を初めとする関係団体の体制づくりが重要で

あると思います。そのため、来年度は主にふるさと納税を担当する職員の配置を考

えております。 

今後とも熱烈なファンを一人でも多く獲得し、山鹿の特産品を全国にお届けする

ことで、安定した財源の確保とさらなる地域活性化を目指してまいります。 

○服部香代 議長 

金光議員。 

［10番 金光一誠 議員 登壇］ 

○金光一誠 議員 

納税額をふやすためには、市内関係団体との連携も必要になってくると思います

が、まずは山鹿市のふるさと納税に対する意気込みといいますか、かかわり方がす

ごく重要なことかと思います。市長の積極的な指導によりまして、一刻も早く納税

額がふえることを期待しております。 

２件目の質問、観光型施設の整備方針等についてお尋ねをします。令和３年度の

新しい事業、スーパー中山間地域創生事業がスタートしています。本市においても

菊鹿地域が指定を受け、地域戦略の作業が急ピッチで進んでいるかと思います。他

の指定地域に負けない計画ができ上がり、その計画が実現し、本市全域に広がるこ

とを大いに期待をしているところです。 

本題に入りますが、菊鹿地域には自然や景観、歴史などを生かした観光型の施設

が多くあり、中でも自然を生かした矢谷渓谷キャンプ場、特産品のブドウを生かし

た菊鹿ワイナリー、特産物を生かしたあんずの丘、さらには歴史を生かし国営公園
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を目指す鞠智城址などが数多くあります。今回は２つの施設についてお尋ねをしま

す。 

１つ目の施設は、昭和47年に自然休養村の指定を受け、長きにわたり県内外の

方々に親しまれてきた矢谷渓谷キャンプ場です。現在、矢谷渓谷には２つのキャン

プ場があり、施設の形態も違いますので、それぞれの団体が市から指定管理を受け

て経営がなされています。コロナ禍でもありますが、年々観光入込客も減少傾向に

あり、加えてロッジやバンガローなど、施設自体の老朽化も減少の要因と思うとこ

ろです。さらには、時の流れにより、新しいニーズを求めてキャンプ場を探す方も

増加しているようです。矢谷渓谷は自然環境に恵まれ、県内でも上位のキャンプ場

であることは言うまでもありません。このキャンプ場の現状をどのように捉え、そ

して分析し、今後、活性化の核となる施設としての整備方針や管理運営体制など、

どのように進めていくのか、その戦略についてお尋ねをします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。石井経済部長。 

［石井耕一郎 経済部長 登壇］ 

○石井耕一郎 経済部長 

ご質問の菊鹿地域のキャンプ場の現状と今後の整備方針や管理運営体制について、

お答えをいたします。 

菊鹿地域には、矢谷渓谷キャンプ場と奥矢谷渓谷きらりキャンプ場の２つのキャ

ンプ場があります。矢谷渓谷キャンプ場は、天然のウォータースライダーを初め、

川遊びが楽しめる自然豊かな場所であり、キャンプ上級者でも楽しめる絶好のキャ

ンプ場です。また、奥矢谷渓谷きらりキャンプ場については、キャンプ初心者や小

さなお子様連れの家族でも楽しめるキャンプ場となっております。それぞれ、地域

の有志で結成された団体が指定管理を受けて管理運営がなされ、多くのお客様に来

場いただいております。 

来場者の推移を申し上げますと、コロナ禍の前までは約３万人前後でしたが、昨

年、ことしと、コロナの影響により２万人前後に減り、それに伴い収入も減少して

おります。 

一方、施設の老朽化も進んでおり、バンガローやトイレなど、修繕を毎年行って

いる状況です。 

利用者減少と施設の老朽化という課題を解決するために、今後の整備方針としま

して、キャンプ利用者の多様なニーズに対応しつつ、それぞれの特徴、強みを生か

した整備及び運営を進めてまいります。具体的には、矢谷渓谷キャンプ場において

は、恵まれた自然環境を 大限に生かすキャンプ場にするため、既存のバンガロー



－ 30 － 

やテントについては撤去を行い、新たにキャンプサイトを増設したいと考えており

ます。 

一方、トイレやシャワーなど、 低限必要な施設は改修し、長寿命化を図り、今

後も利用することとしております。なお、キャンプ場管理の効率化を図るため、キ

ャンプサイトを管理棟周辺に集約し、それ以外の借地については、原状回復後、所

有者への返還を考えております。 

一方、奥矢谷渓谷きらりキャンプ場につきましては、キャンプ初心者や小さなお

子様連れの家族が安心してご利用いただけるよう、施設の適切な維持管理を図ると

ともに、オートキャンプの需要にも対応できるよう整備を図りたいと考えておりま

す。 

また、管理運営方法につきましては、今後も公募による指定管理者制度を予定し

ているところでございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

金光議員。 

［10番 金光一誠 議員 登壇］ 

○金光一誠 議員 

２つ目の施設は、特産工芸村あんずの丘です。この特産工芸村は、まちの特産品

であった押し花、ヘチマ、ハーブと伝承工芸館、農業資料館を併設し、体験型の施

設として、その後、菊鹿茶屋、農産物直売所、ふれあい広場などがオープンし、現

在に至っていますが、時代の移り変わりは早く、メーンの施設であったハーブ館は

閉鎖し、お菓子の工房へ、９月末には約30年間続いた押し花館も閉館しました。さ

らに、農業資料館に至っては、利用価値のないものと言っても過言ではありません。

また、管理体制についても、当初の直営方式から第３セクター方式に、現在は指定

管理者制度による運営で、10月には指定管理者も決まり、今定例会に上程されてい

ますが、公募は１社であり、指定管理者にとっての魅力も薄れがちになっているの

ではないかと思うところです。 

このような状況を踏まえ、指定管理者は今まで以上に知恵を出し、運営していか

れると思いますが、いかんせん、土地・建物は市の所有で、加えて交流施設は学童

保育の場所にもなっております。あんずの丘についても、いろんな問題を抱えてお

り、待ったなしの状況にあります。市として、今後、観光客を呼び込むための施設

整備や、閉館となっている旧押し花館の活用など、どのように思い描いておられる

のかお尋ねをします。 

○服部香代 議長 
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執行部の答弁を求めます。石井経済部長。 

［石井耕一郎 経済部長 登壇］ 

○石井耕一郎 経済部長 

ご質問の特産工芸村における集客のための施設整備と閉館となった旧押し花館の

活用について、お答えをいたします。 

特産工芸村内に設置されている各施設におきましては、竣工から20年以上経過し

ているため、経年劣化した箇所については、計画的な修繕等を行っております。特

に昨年度は、国のコロナ臨時交付金を活用しまして、農産物直売所施設あぷりぃの

売り場拡張工事や各施設への高機能換気システムの設置などを実施し、さらなる利

便性の向上及び出荷者の拡充を図りたいと考えております。 

さらに、今年度は伝承工芸館や旧押し花館、いこいの広場のトイレにつきまして

は、ウォシュレット式に改修するなど、来場者の利便性向上に資する工事を行い、

次年度以降も、残る施設について計画的に改修していく予定です。 

特産工芸村につきましては、いこいの広場や地域の農業の伝承を目的に設置され

ておりますが、今の時代に合った施設づくりはもちろんのこと、集客を図るための

イベントの開催などを行い、魅力あると同時に、安心・安全に利用できる施設とな

るよう、今後も改修を行ってまいりたいと考えております。 

また、旧押し花館につきましては、今後、有効利用を図るため、早急に利用者を

確保するとともに、次期指定管理者の意向も取り入れながら、適切な利活用の推進

を図ってまいります。あわせまして、施設の名称につきましても、設置目的を踏ま

えながら運用できるよう見直しをしたいと考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

金光議員。 

［10番 金光一誠 議員 登壇］ 

○金光一誠 議員 

減少しています観光入込客を、県内外から呼び込むためには、施設の整備も大変

重要なことかと思いますが、あわせて観光宣伝など、ソフト面に力を入れることも

必要なことであると思います。ただ単に指定管理者任せにすることなく、行政とし

ても連携して進めていただくようお願いをいたします。 

次の質問、米づくりの振興についてお尋ねをします。米は約2000年前、大陸から

日本に伝わったと言われており、それぞれの時代で稲作文化が継承され、米を中心

とした社会がこれまで形成されてきました。山鹿市の農業においても、米は重要な

基幹作物の一つであります。水田には私たちが毎日食べている米の主食用米以外に
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も家畜用の餌となる飼料用米、お菓子などの原料となる加工用米などが栽培をされ

ております。 

まず初めに、令和３年の水田面積や種類別作付状況についてお尋ねをします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。石井経済部長。 

［石井耕一郎 経済部長 登壇］ 

○石井耕一郎 経済部長 

ご質問の令和３年産水田の種類別作付状況について、お答えをいたします｡ 

本年の山鹿市の作付状況につきましては、全水田面積3227ヘクタールのうち、主

食用米が2056ヘクタール、それ以外が1171ヘクタールとなっております。 

また、1171ヘクタールの内訳としまして、ＷＣＳ用稲520ヘクタール、米粉用米

121ヘクタール､飼料用米50ヘクタール、大豆128ヘクタール、飼料作物85ヘクター

ル、そば72ヘクタール、野菜類171ヘクタール、麦24ヘクタールとなっております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

金光議員。 

［10番 金光一誠 議員 登壇］ 

○金光一誠 議員 

２回目の質問をします。 

飼料用米や加工用米などに対しましては、これまで国の支援措置が続いており、

米の生産過剰防止に効果があるとともに、農家にとっても経営の幅が広がり、あり

がたい政策であると思っております。 

一方で、米の栽培については、２年続きの病害虫の発生、そしてことしは８月の

異常気象、もん枯れやいもち病の発生等により、１反当たり６俵から７俵ぐらいの

収穫量で、農家にとっては大きな痛手となっております。 

また、コロナ禍での外食需要の落ち込みで、20年産米の在庫が高どまりする中、

米価が昨年より１割から２割程度下落すると報道され、１俵当たり約１万1000円か

ら１万2000円で推移しており、一番米の値段が高いときと比べると6000円から7000

円も下がることになります。 

私が加入している営農組合では、米の販売価格が昨年より１万5000円が１万1000

円、4000円下がり、栽培経費を差し引くと赤字となり、調整に苦慮しているところ

です。さらに、来年度から水稲の共済制度も従来の１筆方式から全相殺方式等に移

行されるため、任意加入ではありますが、農業者の負担掛金も大幅にふえてきます。

このような状況では、農家の生産意欲も失われ、農家数の減少や農地の荒廃も急速
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に進むと推察されますので、早めの対策が必要であると考えます。 

以前、合併前の鹿北町では、付加価値をつけて販売するかけ干し米に１反当たり

1000円の補助があったと記憶します。また、茨城県稲敷市は県内を代表するコメの

特産地で、コロナの影響で飲食店で使う業務用需要が低迷、かつ新米価格が昨年よ

り落ち込んでいるため、市はこのままでは米農家の生産意欲が減退すると危機感を

抱き、コロナウイルス緊急対策事業の一つとして農家支援を決め、さらに主食用水

稲次期作付支援事業で、翌年度以降も米づくりを続ける農家を対象に、10アール当

たり5000円を補助するため、農家にはありがたいと歓迎されているということでご

ざいます。ちなみに、農家数1650戸、3137ヘクタールが対象で、予算は１億5700万

円ということです。山鹿市にとっても、主食用米である米の栽培は地域特産物とし

て、そして水源涵養、自然環境の保全などの面からも、切り離すことができないも

のと思っております。 

早田市長は、未来を見据えた米づくりに対する支援策などについて、どのように

思っておられるのかお伺いをします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。早田市長。 

［早田順一 市長 登壇］ 

○早田順一 市長 

議員ご指摘のとおり、米栽培を取り巻く状況は非常に厳しいものがあると承知し

ております。 

特に近年の米価の下落は、米の生産意欲の低下などにつながり、今後、生産を断

念される農家がふえることなどが懸念されます。 

このような中、本市におきましても、水田において、麦、大豆、飼料用米等の戦

略作物や収益性の高い野菜等への転換を地域の実情に合わせ取り組んでいるところ

です。また、今後、ますます高齢化が進むことが予想されるため、担い手の確保を

推進していくとともに、集落営農や農業法人などの生産組織を強化し、生産コスト

の削減や作業の効率化を図りながら、収益の強化につなげてまいります。 

人口減少や食生活の変化により、米離れが進む中でも、日本遺産認定の米づくり、

二千年にわたる大地の記憶で示しているとおり、日本人の主食として、米はなくて

はならないものという文化があり、日ごろから厳しい状況の中でも米づくりを担っ

てこられた生産者の皆様のご努力に心から敬意を表するものであります。 

また、米づくりを行う水田については、洪水や土砂崩れの発生防止と、水の浄化

による水源涵養など、さまざまな多面的機能の発揮に寄与しており、大切に守って

いく財産だと思います。今後も農業情勢に対する国や県の動向を注視しながら、Ｊ
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Ａや生産者と一体となって、農家の安定的な米生産と負担軽減につながるような施

策を講じてまいります。 

○服部香代 議長 

金光議員。 

［10番 金光一誠 議員 登壇］ 

○金光一誠 議員 

米の生産につきましては、日本の食生活が欧米化する中、加えてコロナ禍による

外食産業の落ち込みなどから、米の需要も落ち込んでおり、その結果、米の価格も

値下がりしているのが現状です。 

米は、特に供給と需要のバランスが重要であり、山鹿市ばかりの問題ではないと

はわかっておりますが、他に先駆けてあらゆる面から支援していくことが必要なこ

とであると思っております。このことにつきましては、引き続きお尋ねをしてまい

りたいと思っております。 

後に、移住定住と人口減少対策についての質問をします。山鹿市総合計画の後

期基本計画が議会にも配付されました。計画の中で、山鹿市の人口予測値が示され

ています。約40年後の2060年、私は生きてはおりませんが、2060年には２万5752人

と予測されておりますので、今の人口の約半分に減少するということです。ただ、

驚くばかりです。この要因は、少子化と高齢世代の減少による自然減、それから若

年層の転出による社会減であります。人口減少を解決するというか、急速な人口減

少に歯どめをかけることが、本市に課せられた重要施策の一つではないでしょうか。 

この人口減少に歯どめをかけるための一つに移住定住の支援策があります。移住

の支援策、定住の支援策、どちらも大事なことと思います。このことを実現させる

ためには、総合的な戦略が必要で、目的達成のため、働くところや住むところ、子

育て支援、生活インフラの整備、そして情報発信など、多くのことが必要になり、

すべての部署が関係してきます。市長が思い描いておられる庁内横断的な機能とな

る総合戦略室がまさにこのことかと思います。 

本市にとって重要な課題であります人口減少対策をどのように推し進めていかれ

るのかお尋ねをします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。早田市長。 

［早田順一 市長 登壇］ 

○早田順一 市長 

本市の長期的な人口予測につきましては、議員ご案内のとおりでございますが､

直近のデータによりますと､令和２年国勢調査において、本市の人口は、令和２年
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10月１日時点で４万9025人となっており、令和２年３月に改正した山鹿市人口ビジ

ョンにおける、いわゆる社人研の令和２年人口予測、４万9150人を下回る結果とな

りました。 

また、人口減少のスピードも加速しており、平成12年から平成17年の５年間で約

３％であった減少率が、平成27年から令和２年の５年間で、２倍の約６％となって

おります。このように、想定をはるかに上回るペースで人口減少が進んでいる本市

の現状に対し、私自身、大変危機感を抱いております。 

議員ご指摘の総合戦略室については、現在、来年４月１日の設置に向けた準備を

進めておりますが、その業務内容を検討するに当たっては、人口減少対策をテーマ

として、次年度以降、重点的に取り組むべきプロジェクトを全庁的に検討するよう

指示をしているところです。 

本市において、人口減少対策は待ったなしの状況です。急速に進む人口減少に歯

どめをかけるためには、従来の取り組みから一歩踏み込んだ施策を大胆に実行し、

スピード感を持って地域課題の解決に取り組む必要があります。 

そうした中、人口減少対策の旗振り役となる総合戦略室は、大きく２つの役目を

担う必要があると考えております。 

１つ目は、総合調整です。人口減少問題は、１つの取り組みを実施すれば解決で

きるものではなく、移住定住や企業誘致、子育て支援などの対策を複合的かつ継続

的に実施する必要があります。総合戦略室が中心となって部局横断的に各種施策を

磨き上げ、全庁を挙げた総力戦で人口減少対策を推進します。 

２つ目は、イメージ戦略です。本市は豊かな自然や温泉、八千代座を初めとする

歴史・文化財など魅力的な地域資源を豊富に有していますが、県外での認知度は高

くありません。総合戦略室が中心となって本市の魅力を市内外に戦略的かつ効果的

に発信し、移住定住や企業誘致のさらなる促進につなげます。 

このように、総合戦略室が総合調整とイメージ戦略を両輪として、本市の人口減

少対策を強力に推進することにより、市民や企業、市外在住者に選ばれる山鹿の実

現を目指してまいります。 

○服部香代 議長 

金光議員。 

［10番 金光一誠 議員 登壇］ 

○金光一誠 議員 

事を成し遂げるためには、検証しながらの改革が必要であると日ごろから思って

おります。 

早田市長の手腕に期待を申し上げ、一般質問を終わります。 
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○服部香代 議長 

以上で、金光議員の一般質問は終了いたしました。 

ここで、しばらく休憩いたします。 

午前10時33分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午前10時39分 開議 

○服部香代 議長 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次の通告順により、松見真一議員の発言を許します。松見議員。 

［11番 松見真一 議員 登壇］ 

○松見真一 議員 

おはようございます。 

議席番号11番、清風やまが、松見真一です。 

コロナも収束するように思われましたけれども、 近またオミクロン株などが流

行しつつ、第６波が懸念されるところでございます。医療関係の皆様には、まだし

ばらく大変ご苦労をおかけすると思いますけれども、よろしくお願いしておきたい

と思います。 

そのような中でも、すばらしいニュースも入っております。熊本県内の中学校駅

伝大会では、山鹿中学校が女子の部で３連覇、鹿本中学校が初優勝という、すばら

しい成績を上げられております。このような疲弊する厳しい時代の中でも、新しい

話題を山鹿の活力ある子供たちがつくっていただいております。本当にありがたく

思っております。12月４日には九州大会、12月19日には滋賀県で全国大会というこ

とですので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。 

本日は、山鹿市指定管理者制度、第三セクターについてと、山鹿市公共交通網計

画について、ごみ処理についてお尋ねいたします。 

山鹿市の人口は、先ほどもお話がありましたように、本年度中に５万人を切ろう

かとしております。2040年には３万9000人になると予想されております。そのため、

我々清風やまがとして、急激な人口減少の対策が急務だと考えております。全市を

挙げて各方面からの取り組みが必要です。 

その中でも、対策の一つである合併前から引き継いだ多くの公共施設やインフラ

整備の維持管理が大きな問題です。全国の類似団体と比較しても、山鹿市は過剰な

施設を保有しております。2003年、平成15年に管理委託制度から指定管理者制度に

かわり、公的施設等を公共団体や第三セクターから民間事業者等も算入できるよう

になり、委託施設等が民間等の能力を活用し、住民サービスの向上を図るようにな
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りました。山鹿市の指定管理者制度は、８課の担当で、件数24、施設件数32件です。

来年度は公の施設が16、指定管理者９者が見直されます。 

そこで初めに、指定管理料の金額及び指定管理施設の管理業務に係るリスク分担

の内容についてお尋ねいたします。 

○服部香代 議長 

これより執行部の答弁を求めます。大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

松見議員のご質問、指定管理料の金額及び指定管理施設の管理業務に係るリスク

分担の内容について、お答えをいたします。 

市有財産の適正化や効率的管理は喫緊の課題であり、本市におきましても公共施

設の再編や公共施設等総合管理計画の策定などの取り組みを進めているところです

が、議員ご案内の指定管理者制度につきましても、多様化する住民ニーズへの効果

的・効率的な対応を図る観点から、平成18年度以降、順次導入を図り、現在32の公

の施設において、指定管理者による管理が行われております。そのうち31の施設に

対し、令和３年度において総額約２億7000万円を、その管理に要する費用として指

定管理料を支払う旨、協定を締結しております。 

また、この協定の中で管理業務に係る市と指定管理者のリスク分担を定めており、

施設ごとに多少異なるものの、法令改正などの事情変更に関する事項、施設・設備

の損傷や不可抗力によるものなど業務執行上の事項、業務終了時の撤収費用など21

の項目について、それぞれ市と指定管理者のいずれが負担すべきかを定めておりま

す。 

具体的には、施設・設備の損傷について、金額やその態様等に応じて市または指

定管理者が負担した例を初め、消費税率改定時の対応において、市がこれを負担し

た例、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う閉館などに起因する利用者数の

減少等について、不可抗力によるものとして、市がこれを負担した例などがござい

ます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

松見議員。 

［11番 松見真一 議員 登壇］ 

○松見真一 議員 

次に、第三セクターについてお聞きします。第三セクターとは、地方公共団体が

出資を行っている一般社団法人及び一般財団法人並びに会社法人などを言いますが、
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先ほどの指定管理者制度の中で、山鹿市が筆頭株主となっている第三セクターは３

件、９施設あります。その中で道の駅等の施設は国の補助金を活用し、休憩機能、

情報発信機能、地域の連携機能を期待され、全国各地に開設されました。 

本市におきましても、水辺プラザかもとや小栗郷など、ロードサイドの商業施設

として地域の商品を販売したり、観光拠点にしたりという地域活性化を狙った施設

となっています。開業当時は、経済の活性化や消費の喚起に大きく貢献し、収益の

一部は寄附金として当時の行政の歳入金として大いに貢献してきました。しかし、

近年では近隣に類似の施設が乱立状態となっております。 

そのような中で、収益を上げるのは至難のわざとなっています。本市の第三セク

ター施設も開業以来、多くの施設が老朽化や閉館したり、また近年はコロナ禍によ

る客数減など、苦しい経営状態にあります。到底、指定管理料だけでは困難な状況

になり、先ほどお尋ねしたリスク分担が必要になっているものと思われます。 

昨年度は、水辺プラザかもとでは、コロナ禍での温泉施設の影響時間短縮や、レ

ストランの閉館による売り上げダウン、経費ではボーナスカットなども行われ、小

栗郷は売り場のレイアウト変更や経費削減などに努められましたが、赤字となって

おります。ともに経営陣やスタッフの皆さんは一生懸命営業努力に努められており

ますが、残念ながら今年度も厳しい状況は続くのではないでしょうか。昨年度、指

定管理料以外にリスク分担金として、水辺プラザかもとには2345万8000円、小栗郷

には802万3000円、特産工芸村には334万3000円が拠出されております。 

総務省は、第三セクター等の経営健全化等に関する指針として、地方公共団体は

地方公共団体の健全化に関する法律の趣旨を踏まえ、関係する第三セクター等の、

現在または将来の経営状況や資産・債務の状況について、適切に把握を行うことが

必要であるとあります。本市としても、筆頭株主として財務諸表や中長期事業計画

等を作成し、四半期ごとの経営報告会等に参加し、経営改善に取り組むべきだと考

えます。 

また、公的支援を行う場合にあっても、支援を漫然と継続することや、支援の規

模が安易に拡大することがないようにすることが重要ではないでしょうか。そのた

めには行政と第三セクター等の間での公的支援の上限、期限、支援を打ち切る要件

等について取り決めておく必要があります。 

そこで、２番目に筆頭株主として、現在の経営改善に対する取り組みとリスク分

担の取り決めについてお尋ねいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。石井経済部長。 

［石井耕一郎 経済部長 登壇］ 
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○石井耕一郎 経済部長 

松見議員のご質問にお答えをいたします。 

第三セクターのここ数年の経営状況としましては、近隣における類似施設の影響

に加え、昨年度からのコロナ禍による来場者数の激減で、さらに厳しい運営となっ

ております。 

市としましては、設立目的や趣旨に沿って事業が展開されているか、社会情勢の

変化に対応して事業内容の見直しは必要ないか､事業が効率的に実施されているか

など、毎月の月報や意見交換等により経営状況の把握に努めているところでござい

ます。 

また、収益損失等に対する公的支援につきましては、平成21年11月に第三セクタ

ーのうち営利法人に対する支援についてという通知文の中で、市が株主として負う

責任は、あくまでも出資の範囲内であり、これを超えた責任は負わないものとして

おります。 

さらに、財政的支援の方針としましては、赤字補塡を目的とした支援は行わない、

金融機関からの融資に対する損失補償は行わないと取り決めているところですが、

先ほどリスク分担についての答弁があったとおり、不可抗力などの要因により事業

が履行困難となった場合は、指定管理協定書のリスク分担に基づき、市が経費を負

担することとしております。 

ただ、第三セクターは、市及び住民の方々の出資により設立したものであり、経

営改善に取り組む必要がありますので、今後も市と第三セクター及び庁内の関係部

署と連携し、必要に応じ専門家の意見を取り入れながら､自立経営に向け育成・指

導・助言などの支援を行ってまいります。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

松見議員。 

［11番 松見真一 議員 登壇］ 

○松見真一 議員 

山鹿市の多くの第三セクター施設は、大きな観光施設としての利便性もよく、国

道にも面しており、大きなポテンシャルを持ち、一つ一つの施設が必ず改善できる

ものと思いますが、重点見直し団体の検討や第三セクター検討委員会の設置等、担

当部局と管理者がともによりよい、改善計画と事業計画を行われることを期待して、

質問を終わります。 

次に、公共交通網についてお尋ねいたしてます。山鹿市において、平成31年３月

に山鹿市地域公共交通網計画が策定されました。その主な内容は、交通政策基本法
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及び改正地域公共交通活性化再生法に基づき、本市において持続可能な地域公共交

通網を形成することを目的に、市民や利用者の移動実態やニーズ等を踏まえつつ、

本市が目指す将来のまちづくりの方針とも連携した地域公共交通のマスタープラン

として策定するものとなっております。60ページにも及ぶすばらしい計画書ができ

上がっております。 

その中で、地域公共交通網の将来イメージの都市間幹線として、山鹿市と熊本市、

さらには熊本市からその他の都市など、都市間の移動を担い、主な利用者として通

勤・通学、その他市民全般、観光客、その他の来訪者が利用する計画となっており、

国道３号線沿いを通るルートとなっております。また、市街地幹線として、国道

325号線、山鹿市から鹿本市街地を結ぶ市の骨格を担うルートとなっております。 

平成31年３月に策定され、山鹿市地域公共交通網形成計画が平成31年３月26日、

山鹿市役所で行われた第４回山鹿市地域公共交通活性化協議会では、残念ながら、

この２系統、国道３号線を通るルートと熊本市へ向けた来民中町ルートは廃止され

るということでした。 

委員から質問で、バス路線網再編やあいのりタクシーの拡大等は網形成計画に反

映されているのかとの問いに、事務局方の答弁では、詳細に関する計画への反映は

行っていないが、計画案の中に地域公共交通網の将来イメージを記載しているが、

都市幹線において、国道３号線からずらして表現をしているとの答弁がなされてお

ります。この計画書の期間は2019年（平成31年）４月から2024年（令和６年）３月

までの５年間です。 

まさに計画書ができた時点で、廃線や路線変更が決まっていたとは思いたくあり

ませんが、計画書ができた月には早くも計画変更がされ、都市幹線は廃止、市街地

幹線は一部廃線が決まったことになります。 

計画書の国道325号線を通るルートでは、地域公共交通の利用状況で系統別の利

用状況が示されていますが、12路線中、２番目に利用状況が高い熊本山鹿線の来民

中町経由が廃止されています。廃止されたルートで、菊鹿町や鹿本町の市民の皆さ

んが、熊本市に行くには、日置か鹿本商工前のバス停を利用することになります。

車で行っても駐車場はなく、乗り継ぎのバス停は乗り継ぐための案内もなく、市民

や利用者の移動実態やニーズを踏まえた対策がなされていないのではないでしょう

か。 

近多発する高齢者の交通事故対策として、免許証返納が取り上げられています。

交通事故予防の観点からは有意義だと思われますが、現在の地方の公共交通網では

買い物弱者、病院通院困難者が出るおそれがあります。このような観点からも、現

状に即した山鹿市公共交通網整備が急がれるところであります。 
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そこで、山鹿市地域公共交通網形成計画について、２番目にこのような利用者の

方々への利便性の取り組みについてお尋ねいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。中尾市民部長。 

［中尾雄二 市民部長 登壇］ 

○中尾雄二 市民部長 

ご質問の公共交通網についての１点目、山鹿市地域公共交通網形成計画について、

お答えいたします。 

本計画は、交通政策基本法の基本原則にのっとり、行政が中心となってまちづく

りと連携した地域戦略の一環として、持続可能な公共交通ネットワークの形成を推

進するため、市民や利用者、交通事業者などが参画した山鹿市地域公共交通活性化

協議会において審議し、本市が目指す地域の公共交通のあり方などを明らかにする

ための基本計画で、平成31年３月に策定いたしました。 

このような中、熊本・山鹿線における新道経由及び来民中町経由につきましては、

平成30年３月に九州産交バスから再編に向けた提案を受けております。その後、１

年にわたり路線維持に向けた協議・交渉を複数回重ねましたが、路線バス自体の存

続が危ぶまれる状況や、本市のみならず県内の他自治体においても再編が進められ

ていたことから、熊本市への直通運行の維持と減少する便数の確保を強く要望し、

事業者の提案を受け入れるところで、平成31年３月の協議会に諮っており、本計画

につきましても再編を想定したところで策定しております。 

なお、計画の期間は令和６年３月までとしておりますが、当初想定もしていなか

ったコロナ感染症の影響等により、地域公共交通を取り巻く環境は大きく変化して

おります。このような状況下にあっても、安全で安心して利用できる持続可能な公

共交通の構築に向けた検討を進めてまいりたいと考えております。 

続きまして２点目、公共交通の利便性向上に向けた取り組みについて、お答えい

たします。 

本市の公共交通は、路線バスとあいのりタクシーで形成され、路線バスが運行し

ていない地域に、あいのりタクシーを運行することとし、市民の移動手段の確保に

努めております。 

しかしながら、さまざまな事情により、あいのりタクシーを利用できず、バスを

利用するにも乗り継ぎや待ち環境が悪いため、不自由を感じておられる方もいらっ

しゃると思います。 

そのため、路線バスの利用者に対しては、駐輪場の整備や待ち環境の充実など、

利用しやすい環境づくりを、また、あいのりタクシーについては、予約体制の運用
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方法の見直しを図るなど、市民や利用者の声を聞きながら事業者と協議を進めてま

いりたいと考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

松見議員。 

［11番 松見真一 議員 登壇］ 

○松見真一 議員 

県内でも多くの自治体が公共交通網整備問題には取り組んでおりますが、パーク

アンドライドの取り組みや、ＡＩを活用した路線バスとタクシー事業者の実験事業

等も行われています。アプリの使い方や業者の取り決めなど課題もありますが、こ

のような中間的なサービスは今後、交通弱者の移動手段確保の上でも重要になると

思われます。さらなる検討をお願いして、次の質問に移ります。 

後に、ごみ処理問題について、本市における2019年４月１日から山鹿市で発生

する燃やすごみの処理を環境センターが市民の皆さんにとって身近で親しみやすく、

安心・安全な施設として、これから運営を続けていきますということで、操業が開

始されております。ただ、市民の方からのお問い合わせで、従来のごみ処分場より

も対応が厳しくなったようだとのご意見をお伺いしております。 

まず１点目、身近で親しみやすく、安心・安全な施設とはどのようなものか、２

点目、受入基準が厳しくなっていると聞くが、以前の施設から変わった部分の主な

ものの説明をお願いいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。中尾市民部長。 

［中尾雄二 市民部長 登壇］ 

○中尾雄二 市民部長 

ご質問のごみ焼却場の利用について、お答えいたします。 

まず、１点目の身近で親しみやすく、安心・安全な施設についてでありますが、

現在の環境センターは、その建設に当たり、循環型社会の構築に向けた情報発信の

役割を担い、市民に親しまれる施設を基本方針の一つとして掲げておりました。稼

働後におきましては、市内小学校の児童を初め、多方面からの団体等を見学、学習

の場として受け入れ、環境啓発に係る情報発信の拠点となるとともに、併設する芝

生広場は、遊具や運動器具も備えており、市民の憩いの場としても多くの利用があ

っております。 

また、整備方針においては、環境と安全に配慮した施設ともしており、 新技術

を取り入れ、排出されるガス等についても国基準の約２倍の厳しい数値を課すなど、
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環境負荷の低減や施設周辺の生活環境の保全に努めているところでございます。さ

らには、災害に強い施設として、耐震構造はもとより、主要な機器等を２階以上に

配置し、万一、水害が発生した場合でも被害を 小限に食いとめる、持続可能な施

設としております。 

次に、２点目の受入基準について、お答えいたします。 

現在の環境センターは、安全性や効率性などの能力は高くなっておりますが、植

木町分のごみが減ったこと等により、処理量は旧施設に比べ半分程度になっており

ます。このため、設備の構造上、受け入れ可能なごみの大きさ、長さという点で従

前より小さくする必要があり、旧施設よりも厳しい基準を設定しているところです。 

ただ一方で、個人搬入の持ち込みについては、軽トラックに１日１台までとして

いたものを、２トントラックまで拡大したほか、従前は行っていなかった祝日や土

曜日の受け入れも新たに開始し、年間の受け入れ日数を60日ほどふやすなど、条件

緩和や利便性向上に努めているところでございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

松見議員。 

［11番 松見真一 議員 登壇］ 

○松見真一 議員 

山鹿市では、ごみ収集について、近隣の市町村の中でも細かく分別され、大変す

ばらしいものだと思います。環境センターは世界で取り組むＳＤＧｓ17目標の持続

可能な開発目標を多く取り入れた施設だとわかりました。市民の意識の高さや関係

各部局の成果だと思います。 

さて、一般廃棄物、燃やすごみや可燃性粗大ごみの自己搬入は、事前電話と申請

書記入を毎回出し、規定寸法やひもで結ぶ等、幾つかの決まりがあり、さらに搬入

回数は原則１日１回となっています。ごみや家庭の事情により、多く出さざるを得

ないときもあります。しかも、春先や秋口の庭木の剪定等で多くのごみが出るとき

でも、車での持ち込みは原則１日１回となり、何日もかかり、さらに日曜日は休み

のため、サラリーマン等の方は平日休みを取り、車を借り、搬入しなければなりま

せん。 

本市においても、 近、不法投棄、さらには庭先での焼却により、家屋火災も多

く発生しております。そのようなことを防ぐ上にも、季節の変わり目でごみの搬入

が多い時期等に搬入回数の緩和等できないのでしょうか。原則１日１回ということ

だが、原則以外とはどういったものを想定しているのか、今後、さらなる要件の緩

和はできないのかについてお尋ねいたします。 
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○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。中尾市民部長。 

［中尾雄二 市民部長 登壇］ 

○中尾雄二 市民部長 

２回目のご質問の１点目、原則以外の特別な事情とはどういうものかについて、

お答えいたします。 

受け入れ可能なごみのうち、日常生活から発生するごみや、年末の大掃除、庭木

の剪定くずのように、場合によっては大量であっても毎年発生するようなものにつ

いては原則の範疇と捉えております。 

原則以外の特別な事情としましては、ご家族が亡くなられた場合の遺品整理、火

事などの災害に関する罹災ごみ、急な転居により期間がない場合など、ごく限られ

た場合を想定しており、そういった事情を事前にご相談いただければ、施設の運営

状況の確認と、持ち込まれる方との協議を踏まえ、計画的に１日に複数台の搬入を

許可しております。 

ご質問の２点目、今後の要件緩和についてですが、現在、環境センターにおける

処理量は、 大稼働日数から算出した計画量と同程度で推移しており、容量的・時

間的余裕があまりないような状況です。このため、一定の時期に大量のごみが持ち

込まれた場合、日々収集している家庭ごみの処理にも支障が出る可能性があります

ので、施設の安定稼働の面からも、現時点では１日当たりの持ち込み台数の制限を

お願いしているところです。 

しかしながら、今後の人口減少に加え、分別や資源化など減量化に資する取り組

みにより、長期的にはごみは減少していくものと予想しております。その結果、施

設において余裕が出てくることとなれば、個人搬入における量的制限も緩和するこ

とができるものと思います。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

松見議員。 

［11番 松見真一 議員 登壇］ 

○松見真一 議員 

来年度には資源ごみの処理も、山鹿植木広域行政事務組合から山鹿市単独の処理

にかわります。さらなる市民の皆様にとって、身近で親しみやく、安心・安全な施

設運用や、搬入回数の早目の緩和をお願いして、一般質問を終わります。 

○服部香代 議長 

以上で、松見議員の一般質問は終了いたしました。 



－ 45 － 

ここで、しばらく休憩いたします。 

午前11時13分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午前11時24分 開議 

○服部香代 議長 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次の通告順により、山下誠治議員の質問を許します。山下議員。 

［８番 山下誠治 議員 登壇］ 

○山下誠治 議員 

皆様、おはようございます。 

今日のお昼は何を食べようかなとか、弁当の中は何が入ってるかなとか、そうい

う思いがちょっと頭をよぎる時間帯だとは思いますけれども、もうしばらくおつき

合いのほど、よろしくお願いいたします。 

議席番号８番、山下誠治でございます。 

私は５日後にまた一つ歳を重ねますけれども、若いときは１日中何もせずにごろ

ごろしていた時期もありました。ただ、 近は一日一日を大切に過ごすことにして

おります。今日もその大切な一日でございます。よろしくお願いします。 

それでは、発言通告に従い、２件質問をさせていただきます。 

まず１件目は、地区の防災のことについてお伺いします。各地区で開設した自主

的な避難所と市との連携及び支援についてお聞きします。現在、山鹿市には災害発

生時、また災害発生のおそれがあるときなど、避難情報が発令されたときの避難所

として、指定避難所14カ所、指定緊急避難所49カ所がありますが、住民の方からは

避難所が遠いとか、避難していてもお互いに余計な気を使うなどというようなこと

で、身近な地区の公民館を避難所として開設してほしいということをよく聞きます。 

私の地区でも、気象状況が落ち着いていますこの時期に、区長を初め、地区役員、

防災組織役員、消防団との打ち合わせの中で、地区の公民館を避難所として開設す

れば、自主防災組織の活動の一つにもなるし、住民同士の助け合いの向上にもつな

がるということで話がまとまったところです。 

そこで、各地区の公民館を避難所として開設した場合、市との連携について、ま

たその場合の支援についてお尋ねします。 

○服部香代 議長 

これより執行部の答弁を求めます。大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 
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山下議員のご質問、各地区で開設した自主的な避難所と市との連携及び支援につ

いて、お答えをいたします。 

気象に関する警報発令時など、災害発生のおそれがある場合に、市が開設する避

難所とは別に、自主防災組織が近くにある公民館等を地域避難所として、自主的に

開設・運営していただくことは大変重要であると考えております。 

しかしながら、地区によりましては、公民館が建っている場所が、浸水想定区域

や土砂災害警戒区域に指定されている場合もあることから、開設・運営は慎重にお

願いしたいと思います。 

なお、地域避難所を開設する場合には、市との連携が重要となります。そのため、

各自主防災組織からは避難所を開設した旨の連絡や避難者の状況など、定期的に市

へ連絡していただく一方、市からも気象や災害に関する 新の情報を提供するなど、

緊密に連携を図ってまいります。 

また、地域避難所の開設・運営に携わる自主防災組織の活動の支援につきまして

は、防災資機材、発電機ですとか、毛布ですとか、炊き出し用具等でございますけ

ど、こういったものの整備や、訓練の実施に際し、必要となる経費の一部を補助す

る自主防災組織育成事業を活用していただきますとともに、市といたしましては、

今後、自主防災組織の活性化策について、各地区と議論を深めてまいりたいと考え

ております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

山下議員。 

［８番 山下誠治 議員 登壇］ 

○山下誠治 議員 

ただいま地区の公民館を避難所として開設した場合の各地区ごとの注意事項及び

市との連携、支援について答弁をいただきました。 

開設した場合は、直ちに市に連絡、その後は定期的に必要事項を連絡、また市か

らも定期的な情報を提供いただくということで理解をいたしました。 

また、支援につきましては、自主防災組織育成事業補助金を上げられましたが、

平成19年４月１日施行と、もう随分年数もたっていることから、答弁いただいたと

おり、各地区の意見集約など行ってもらい、見直しも視野にご検討をお願いいたし

まして、この質問を終わります。 

それでは、次の質問に移ります。２件目は、農業の人手不足対策についてお伺い

します。 

青森県弘前市は、人口減少や生産者の高齢化による人手不足に悩む生産現場で、
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リンゴの収穫作業などを手伝う市職員のアルバイトを、本年10月から許可したとい

うことです。地方公務員法は、公務員の副業を原則禁止するが、弘前市では独自の

要領を策定、補助金の交付や許認可業務で農家との利害関係が発生する職員は対象

外とし、市業務に当たる勤務日は１日３時間以下、週８時間以下、月30時間以下の

全条件を満たす場合に認めるということになっているそうです。７月の調査では、

再雇用、会計年度任用職員を含む職員の皆さん1480人のうち、17％が農業へのアル

バイトに行きたいというアンケートに対しての回答があったそうです。 

山鹿市の農業の現場でも、特産品収穫時、同じような現実があるのではないかと

思います。そこで、弘前市のこのような施策を山鹿市でも導入する考えはありませ

んか、お聞きします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

山下議員の２件目のご質問、農業の人手不足対策について、お答えをいたします。 

職員の兼業につきましては、地方公務員法第38条の規定に基づき、公務の能率の

確保、職務の公正の確保、職員の品位の保持等の観点から、任命権者の許可なく営

利団体の役員等を兼ねること、みずから営利企業を営むこと、報酬を得て事業また

は事務に従事することが制限されており、当該任命権者の許可に当たっての要件に

ついても、相当程度限定されているのが現状でございます。 

一方で、多様で柔軟な働き方へのニーズの高まりや、人口減少に伴う人材の希少

化等を背景に、民間労働政策においては兼業や副業が促進されているところであり、

地方公務員においても兼業による積極的な社会貢献活動が期待されている中、国に

よる先進事例の実態調査等が行われているものと承知しております。 

ただし、実際に農業現場における市職員のアルバイトを認めるとなれば、兼業許

可に当たっての厳格な枠組みづくりや運用方法の確立はもちろんのこと、雇用主と

なる農業現場のニーズの把握や希望者とのマッチング等が不可欠でございますので、

今後こういった要件整理が必要になってくるものと考えます。 

したがいまして、現時点では農業の人手不足対策としての早期の制度導入は考え

ていないところでございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

山下議員。 

［８番 山下誠治 議員 登壇］ 
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○山下誠治 議員 

実際、職員の皆さんのアルバイトを認めるということになると、地方公務員法の

規定の中、大変ではあるだろうということは理解しているつもりです。しかしなが

ら、青森県弘前市の取り組みは、市の特産品を生産者の方と一緒に守るという、行

政側の意思表示でもあるのではないでしょうか。 

答弁の中に申されましたが、農業現場のニーズの把握、または職員の皆さんへの

アンケートなどを行ってもらい、双方、よい方向へ進んでいくように考えてもらえ

たらありがたいと思います。よろしくお願いします。 

これで、質問を終わります。 

○服部香代 議長 

以上で、山下議員の一般質問は終了いたしました。 

ここで昼食のため休憩いたします。午後１時から再開いたします。 

午前11時37分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午後０時59分 開議 

○服部香代 議長 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次の通告順により、芋生よしや議員の発言を許します。芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

皆さん、こんにちは。 

議席番号14番、日本共産党の芋生よしやです。 

新型コロナウイルス感染症、豪雨災害と、大きな災害が続き、職員の皆さんの大

奮闘には大変感謝をしております。感染者が出ない日々が続き、年末年始には、ほ

っとできる日が来ることを願っておりましたが、早くも新たな新型コロナウイルス

の変異株、オミクロン株が国内でも確認されたとの報道がありました。きょうは、

また続けて１名、２名の感染者が出ているとのことでした。ワクチンが２回接種さ

れている方でも罹患し、多くが無症状であるとの変異株への感染は見えにくさも指

摘されています。政府は30日、全世界からの入国停止を決めましたが、何とアメリ

カ軍人関係者は入国可能となっています。日本の法律が適用されないためです。日

米安全保障条約が命を守る障壁になっていて、大変残念なことです。 

市でも３回目のワクチン接種に向けて事業が組まれておりますが、新たな変異株

を防ぐ手段、水際で防ぐことを国が徹底して対策を取ってもらいたいものです。国

や県、市からは、まずは正確な情報の発信を願います。 
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それでは、通告に従いまして、一問一答で３項目、質問を行います。 

１項目めは、放課後児童クラブ運営費についてです。山鹿市では、ことし2021年

５月時点で21カ所で放課後児童クラブが運営されています。ことし開所した学童ク

ラブは、障害児を対象とする学童保育で、ほかのところにはない取り組みが行われ

ているとのことです。市長も視察に行かれたことを聞きました。 

山鹿市総合計画の基本目標Ⅲには、住みやすく子育てしやすい環境の充実、学校

教育分野では特別な支援を必要とする児童・生徒への継続的できめ細やかな支援、

不登校の解消などが必要、社会情勢の変化に伴う家庭状況の変化や子供の貧困、そ

れに伴う生活面での課題も見られる。素早い対応と継続した児童・生徒への支援、

家庭支援が求められると述べられています。 

それでは、質問の１番目は、今回、住みやすく子育てしやすい環境の充実がどう

進められているのかを明らかにしていただきたいと、放課後児童クラブ運営につい

て、お尋ねをしていきたいと思います。 

まずは、次の３点についてお尋ねします。１点目は放課後児童クラブの運営費の

算出基準。２点目は支援員配置基準はどうなっているのか。３点目、各クラブでは

運営費、支援員（代替支援員も含みます）は充足できているのでしょうか、答弁を

お願いいたします。 

○服部香代 議長 

これより執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

芋生議員のご質問、放課後児童クラブ運営につきまして、お答えをいたします。 

放課後児童クラブは、児童福祉法第６条の３第２項及び放課後児童健全育成事業

の設備及び運営に関する基準等に基づき、保護者が就労などで昼間家庭にいない小

学生を対象に、授業の終了後などに適切な遊び、生活の場を与えて、児童の自主性、

社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立を図り、その健全な育成を図る

ものとして規定がなされております。 

これらを踏まえまして、お尋ねの１点目、放課後児童クラブの運営費算出基準に

つきましては、国が定める放課後児童健全育成事業実施要綱及び交付金交付要綱に

基づきまして、受け入れ児童数や各クラブが実施している事業の活動内容等により

算出をしております。 

２点目の支援員の配置基準に関しましては、一つのクラブの規模はおおむね児童

数40人以下で、支援員を２人以上配置することがうたわれております。従事する支

援員の資格は、保育士や社会福祉士などの資格保有者で、熊本県の研修を受講した
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者と定められております。 

３点目の各クラブの運営費、支援員の充足状況につきましては、運営費は１点目

にお答えいたしましたとおり、国が定めます基準に基づき算出した上で、運営委託

費としてお支払いをしており、各クラブともその範囲内で運営をしていただいてい

るところでございます。 

また、支援員の配置につきましても、２点目でお答えした基準を踏まえた上で、

クラブの実情に応じて代替職員等を含め、支援員や支援補助員として雇用をされて

おりますので、運営費、支援員ともに充足できていると考えているところでござい

ます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

運営費は、国が定める事業実施要綱などにより、それぞれのクラブ活動の内容に

よって運営費が出されている。配置基準も同様だということです。そして、運営費

も支援員も、クラブごとで運営費に基づく運営がなされているはずなので、市とし

ては充足しているとのお答えでした。 

それでは、質問の２番目に、障害児を受け入れる学童クラブとしての配慮につい

てです。山鹿市のホームページでも、放課後児童健全育成事業として、目的や内容

が載せられています。放課後児童クラブは、保護者が就労などによって昼間家庭に

いない小学生を対象にして、学校課業日の放課後と土曜日や春・夏・冬休みなど、

学校の長期休業日の子供の生活を保障する事業です。 

放課後児童クラブ、いわゆる学童保育は託児、子供を預かっているだけだと思っ

ている人も多いようです。しかし、子供たちや保護者にとって大変重要な役割があ

ります。厚生労働省がつくりました放課後児童クラブ運営指針には、放課後児童ク

ラブにおける育成支援は、１、子供が安心して過ごせる生活の場としてふさわしい

環境を整える、２、安全面に配慮しながら、子供がみずから危険を回避できるよう

にしていくとともに、３、子供の発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能とな

るように、４、自主性、社会性及び創造性の向上、５、基本的な生活習慣の確立な

どにより、子供の健全な育成を図ることを目的とするとあります。 

山鹿市では、保育園からインクルーシブ教育、障害のある子供が一般の教育制度

から排除されず、参加を保障する教育に取り組んであります。障害児支援は、障害

のない子供と等しく子供の発達を保障する療育を行えるよう、専門性と職員、そし
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て十分な環境が保障されることを原則とすべきです。市長も、ある学童クラブの現

場を見られて、子供たちが安心して過ごせる生活の場としてふさわしい環境を整え

ることが大事だと話されたとお聞きしました。 

４点目は、ほかにない取り組みが行われている障害児を受け入れる学童クラブと

しての配慮、現在はどうなっているのでしょうか、お答えください。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の支援を必要とする児童を受け入れる放課後児童クラブとしての配慮につ

きまして、お答えを申し上げます。 

放課後児童クラブの活動に関しましては、国が定めた放課後児童健全育成事業実

施要綱に12の事業が定められており、その中で障害児受入推進事業や障害児受入強

化推進事業など、支援を必要とする児童への対応を考慮した事業項目がございます

ので、それぞれの事業要件を満たすクラブには、運営委託費として加算をさせてい

ただいております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

事業要件や項目に応じて加算されているとのことでした。私も長年、障害を持つ

子供さんたちを共に育てていく保育園で働き、かかわってきた保育士として、障害

のある子供の保育や教育は、その子供の成長し発達する権利を保障し、障害のある

人々の社会への完全かつ効果的な参加を実現するものでなければならないと、保育

園や保護者の皆さんと自治体や国などにも働きかけ、改善を求めてきました。 

もちろん、保育園として改善なども図り、努力もしてまいりました。国からの基

準や要綱では十分ではないからです。 

それでは、もう少し具体的なところでお尋ねをいたします。生活環境、コミュニ

ケーション手段を補う工夫はできないものでしょうか。学校の中で、文字、ルール、

コミュニケーションなどを補う手段として、タブレットが有効だとのことをお聞き

しています。学校で利用しているものを持ち帰りもできるとのことでしたが、いつ

でも誰でもではないようです。継続的できめ細やかな支援ということで、学童クラ

ブ内でも利用はできないのでしょうか。答弁、お願いいたします。 
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○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の、生活環境、コミュニケーション手段などを補う工夫につきまして、お

答えを申し上げます。 

本市の小学校及び県立支援学校では、ＩＣＴ教育として授業などでタブレットを

活用しており、これを校外に持ち出して利用でき、情報収集やコミュニケーション

ツールとしての使用が可能となっております。 

機器を持ち出す際、小学校では学校の判断により持ち帰りができ、県立支援学校

では学校の活動に限った条件つきで許可されております。 

ただ、インターネット接続に関しましては、市と県でタブレット機器の接続環境

などが違うため、その使用に制限がございます。今のところ、全ての児童が同一条

件で利用できず、機器の使用に当たっては、各クラブでの環境整備が必要となって

まいります。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

現時点では、環境整備が必要とのことで、どこでも利用できるわけではなさそう

です。有効性があると実証ができているのであれば、利用できるよう、引き続き環

境整備を図っていただくことをお願いいたしまして、４回目の質問に入ります。 

安心・安全な送迎が行われているかということです。山鹿市の学童では、障害を

持つお子さんに対しても、さまざまな工夫をしながら支援をしてあります。私もそ

のほんのひと時に接することがありました。子供たちの状況も、家庭環境も一様で

はありませんから、受け入れる学童クラブも支援員さんも何かとご苦労もあるかと

思います。クラブによっては、校区外からの児童の受け入れを行っているところも

あるようです。校区内での学校と学童の行き来もしっかりとした支援が必要です。

利用する保護者が責任を持って送迎することが基本になっているとは思いますが、

さまざまな事情もあり、クラブ側が送迎を担っているところがあるともお聞きして

います。安心・安全な送迎が保障されているのでしょうか、お答えください。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 
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［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の安心・安全な送迎につきまして、お答えを申し上げます。 

放課後児童クラブを利用するに当たって、児童の送迎は基本的に保護者が行うこ

ととされておりますが、ご家庭の事情等により送迎が困難な場合もあるため、やむ

を得ない場合に限り、一部のクラブでは支援員による送迎が行われております。そ

の対象となるクラブには、国の要綱に示されております放課後児童クラブ送迎支援

事業を適用し、運営委託費に加算しております。 

なお、安全対策に関しましても、同要綱に危機管理等への対策が示されており、

児童の安全を第一に、全クラブで傷害保険に加入した上で、安心安全な送迎等に努

めておられます。 

あわせまして、万一の事故等が発生した場合にあっては、必要な措置を講じると

ともに、賠償すべき事故の場合は、速やかに損害賠償を行うこととされております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

山鹿市としては、国が示す運営費の中で安心・安全な送迎についても各学童クラ

ブとやり取りをしているとのことです。もちろん学童クラブも、運営委員会や利用

保護者間の中でしっかりと確認し、必要な運営をしていくことが求められると思い

ます。そこのところは認識を同じにした上で、安心・安全な送迎のために、国の基

準を超えた配慮や補助はできないのでしょうか。障害を抱える子供たちの送迎、さ

らに校区外からの送迎となると、支援員の配置も複数必要だったり、送迎車も必要

だったり、それなりの工夫が必要になってくるでしょう。 

ある学童では、送迎のためにレンタル車を利用している、もちろん利用に当たっ

ては相談、検討をした上で選定したものだそうですが、レンタル代だけで、交通費

として充てられている分は赤字になっているそうです。児童クラブや利用者側が

大限の工夫をした上で困っている状況があれば、安心・安全な送迎について、市か

らの単独補助はできないものでしょうか。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 
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ご質問の安心・安全な送迎のために国の基準を超えた配慮はできないかについて、

お答えを申し上げます。 

冒頭ご答弁申し上げましたとおり、送迎事業を含めた運営委託費は、国が定めま

す基準に基づいて算出をいたしております。 

放課後児童クラブは、義務教育とは異なり、保護者が就労などで昼間家庭にいな

い小学生を対象に、放課後における児童の健全な育成を図るものであり、クラブと

自宅の行き来は、保護者の送迎を基本といたしております。 

その趣旨に鑑み、国の基準の範囲内での運営をお願いしたいと考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

義務教育とは異なりとおっしゃいました。しかし、先ほども申しましたように、

放課後児童クラブにおいても、子供たちが安心して過ごせる生活の場としてふさわ

しい環境を整える、また子供たちの発達に応じた主体的な遊びや生活が可能となる

ようになど、支援がうたわれております。 

義務教育と違うとおっしゃいましたが、山鹿市ではさまざまな事情を抱えている

児童・生徒に対し、例えば特認校に通う児童に対して、通学支援が行われています。

それはさまざまな事情があってのことだとの報告でした。その事情についても教育

委員会の中でしっかりと議論がされ、保護者の方たちとも協議をした上でのことだ

とお聞きしました。 

厚生労働省放課後児童クラブ運営指針には、児童の権利に関する条約の理念に基

づき、子供の 善の利益を考慮して育成支援を推進することに努めなければならな

いとあります。子育てへの不安、配慮や支援が必要な児童がふえ、子供の貧困に象

徴される暮らしの困難を抱える家庭がふえている中で、安全で安心して過ごすこと

のできる放課後の生活を子供たちに保障し、そのことを通じて、働きながら子育て

を支えていく役割が放課後児童クラブには今後さらに期待されます。学童クラブの

子供たちに対しても同様に、児童の権利に関する条約理念に基づき、育成支援が図

られるべきだと思います。今後、学童クラブや利用者の状況もしっかり連携を図っ

ていただき、一層の支援を図っていただきますよう要請をいたしまして、次の質問

に移ります。 

２項目めは、市民からの要望の強い生活道路整備です。生活道路の安全確保のた

め、自動車優先から歩行者優先の道路交通政策に切りかえ、住民の生活空間の道路
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整備は歩行者が安心して歩行できることを優先して進めなければなりません。市民

の皆さんからは、多くの改善の要望が出されていますが、申請から整備までに何年

も、10年近くもかかる。予算が少ないから、いつできるかわからないなどと言われ

ると、不満の声も寄せられております。市民の安心・安全を確保するため、できる

限り要望に応え、速やかに進めるべきと考えますが、市の計画について伺います。 

市民の日常に寄り添って、不安や困難をできるだけ取り除き、安心で安全な市民

生活を保障することこそ、市の仕事です。その立場で答弁をお願いいたします。生

活道路について、２点についてお答えください。改善の要望の件数、推移、改善状

況はどうなっていますか、お願いします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。古江建設部長。 

［古江光拡 建設部長 登壇］ 

○古江光拡 建設部長 

芋生議員の一般質問、市民からの道路整備の要望について、お答えいたします。 

このことについては、平成30年３月議会において同様の質問をいただいておりま

すが、その後の市民からの要望、特に整備費用等が多額となる道路の拡幅や一体的

な舗装及び側溝の更新等の改良工事である地方道路整備事業について申し上げます

と、22件の要望が寄せられております｡ 

また、前回答弁時以降の要望累積合計130件に対しまして、事業完了や事業着手

に至ったものは58件で、進捗率といたしましては約45％でございます。 

要望の中には、関係者の合意形成や用地取得等の問題により、すぐには着手でき

ない路線もございますが、いただいたご要望に対しましては、緊急性や必要性、整

備効果などを踏まえた上で、順次、整備を進めていくことといたしております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

要望箇所に対しての進捗率45％との数字を示していただきました。もちろん用地

などの問題があること、緊急性の高いものが優先されることなどは、地元の皆さん

なども承知の上です。また、同様の質問をいただいていると、先ほど答弁の中で述

べられましたが、やはりあちこちの地区から要望をしても、見通しが立たず、生活

に支障を来していると話されるわけです。 

生活道路整備について、２回目は市長にお尋ねをいたします。市民の安全・安心
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な暮らしの確保について、生活道路の改善は市民の暮らしにとって重要なこと、市

民の要望が強いことに応えていくべきです。その点について答弁を求めます。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。早田市長。 

［早田順一 市長 登壇］ 

○早田順一 市長 

芋生議員お考えのとおり、生活道路は地域住民や利用者に も身近な社会インフ

ラであります。 

市内全域において、経年劣化等により老朽化した箇所や、改善が必要な箇所があ

ることは、地域からの要望はもとより、関係職員の日常的な道路パトロールによる

報告も含めて、全てとは申しませんが、把握しております。 

本市としましては、地域からの要望をしっかりと受けとめ、道路を利用される市

民の安全確保はもとより、快適な道路空間の提供を目指し、着実に予算化を図り、

１件でも多い要望の早期実現に向け、取り組んでまいります。 

○服部香代 議長 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

市長からは、１件でも多くの要望を早期実現に向けて取り組んでまいるとお答え

いただきました。 

私が改めて申し述べるまでもないとは思いますが、道路法では第42条で道路管理

者は道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって一般交通に支障を

及ぼさないように努めなければならないとしています。また、同施行令第35条２の

３では、道路の損傷、腐食、その他の劣化、その他の異状があることを把握したと

きには、道路の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講ずることと

されています。いずれも道路管理者である市長に、市道については良好な状態を維

持するため、修繕することを義務づけているのです。市道は管理者である市長が適

切に管理すべきものです。傷んで劣化した市道をいつまでも放置しておくのか、市

長の管理責任が問われることとなります。市道の改修、そして先ほどお尋ねしてお

りました大きな工事を要するものも市民の安心・安全な生活を維持するためです。

ぜひ予算を大幅に増額し、スピード感を持って取り組んでください。 

それでは、３番目の質問に移ります。市民からの強い要望が出ている、生活道路

改善の実現のための手だて、計画を示し、住民への伝達を行い、市民が見通しを持

てるようにしてほしいのです。地域社会の高齢化、人口減少、交通を取り巻く社会
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経済情勢によって、これまで住民の足となってきたバスなどの路線廃止が相次ぎ、

地域公共交通が衰退し、山鹿市では自家用車は高齢者にとっても重要な移動手段で

す。 

道路は、人や物の交流や活動を支え、日常生活にとって欠かせないものです。一

方で全国各地で車による大きな事故、人的被害が出ています。道路の維持、確保、

改善をすることは、市民の安心・安全な暮らしにとって重要なことです。地元から

の要望も実現まで年数が長くなってしまえば、区長さんの交代や交通事情の変化な

どもあり、内容までわからなくなったり、変わったりしてしまうこともあります。 

また、近年、豪雨災害などによって、建設課所管の仕事はふえるばかりの中では

ありますが、実現のための手だて、計画を示し、伝達を行い、市民が見通しが持て

るようにできないものでしょうか、答弁をお願いいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。古江建設部長。 

［古江光拡 建設部長 登壇］ 

○古江光拡 建設部長 

芋生議員のご質問、早期実現に向けた具体的な計画について、お答えいたします。 

具体的な計画につきましては、地元の合意形成や協力体制はもとより、条件等も

それぞれ異なる案件であるため、不確定な計画等をお示しすることができない状況

でございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

示すことはできないと、大変残念な答弁でしたが、予算が決定した後には、その

年度の計画は住民に示していっていただきたいと強くお願いをいたします。 

続けて、通学路の改善整備につきまして、３項目めの質問に移ります。 

議長に資料配付の許可をお願いしたいと思います。 

○服部香代 議長 

資料配付の要求があっておりますので、会議規則第157条の規定により、これを

許可いたします。 

○芋生よしや 議員 

通学路の整備について、今回はその中でも横断歩道や停止線の白線についてなど、

気になっているところをお尋ねしたいと思います。 
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１つ目は、通学路の整備です。タブレットの中に資料として写真を載せておりま

すので、ご覧ください。千葉県の八街市で小学生の列にトラックが突っ込み、児童

５人が死傷した事故、2021年６月でした。滋賀県大津市で保育園児らが車同士の衝

突に巻き込まれて16人死傷した事故、2019年５月など、重大な自動車交通事故が相

次ぎ、交通安全対策の強化が急がれています。交通死亡事故の現状を見ますと、歩

行者は35.3％、自転車乗用中が14.8％で、死者数の半数を占めています。2020年の

時点です。また、生活道路における交通死傷事故は、他の道路に比べ減り方が鈍く

なっており、年間８万件に上っています。これも2020年のことです。 

この生活道路における交通事故の多くは、小学生・高齢者が犠牲になっています。

市街地中心部や住宅地など、住民の生活空間の道路整備は、歩行者が安心して歩行

できることを優先して進めていかなければなりません。2012年に京都府亀岡市で集

団登校中の児童の列に車が突っ込み、小学生10人死傷した事故をきっかけに、政府

は通学路危険箇所を確認していきました。交通量が多い、ガードレールがない、交

差点に横断歩道がない、見通しが悪いのに信号機がない、交通量が多いにもかかわ

らず歩道が狭い上に片側にしかないなどが挙げられています。この危険箇所につい

ては、2017年度までに99％で対策が講じられました。これはやはり大きな事故をこ

れからは防ぎたいという国の施策だったと思います。2019年には、滋賀県大津市で

保育園児らが車同士の衝突に巻き込まれ、16人死傷した事故が起きてしまいます。

政府は保育所や幼稚園などから要請のあった園児や子供が日常的に集団で移動する

経路についての点検なども行い、対策を2020年度末に約８割完了したとしています。 

それでは、山鹿市の通学路について資料、通学路の整備というのを見てください。 

１番目の１と書いてある写真は、めのだけ小学校、米野岳中学校へ向かう歩道で

す。田んぼとの間に水路があり、ふたがありません。この写真に写っているところ

はあまり高さを感じませんが、結構な高さの場所がありまして、そこに転落してし

まうと大けがをすると地元から要望が出ているかと思います。 

２番目は、鹿本町高橋地区の鹿本小学校への通学路ですが、道路が狭く見通しが

悪いので危険であると、改善の要望が出ています。右手に生け垣がありますが、こ

れをもう少し進むと、ぐっとカーブをしていて見通しが悪く、大変危険であると、

私も思いました。 

３番目は、三岳小学校の校門の前、国道３号線ですが、歩道の手前です。路肩が

崩れたままとなっています。 

４番目は、鹿央町の姫井地区で陥没がひどく、５月にひどい穴となっていました

が、今、埋め込んでありますが、まだでこぼこが激しくて、歩いてみると足が取ら

れそうな状況となっています。こんな状況があちこちに見受けられるかと思います。 
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それでは、通学路の選定、危険な場所を避けてあるとは思いますが、どう行われ

るのでしょうか。私が視察した幾つかの通学路の様子を示しましたが、先ほど申し

ました鹿本町高橋地区の通学路では、これは見通しが悪いということで改善を求め

る要望は鹿本小学校が開校する前に、２年前には出ていたそうです。こんな危険な

ところが通学路になっていてと、地元の方からは心配の声が出ています。通学路の

選定は、どこが行うのでしょうか。また、安全確保のための通学路の変更はあり得

るのでしょうか、お答えをお願いします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の通学路の選定について、お答えを申し上げます。 

通学路の選定は、各学校が長年通学路として利用している道路を基本に、道路の

改修状況や交通量、児童の分布、登校班の編成、次年度の新入学児童・生徒の通学

事情等を考慮し、保護者や地域の皆様からのご意見も伺いながら、４月からの新学

期に合わせて学校長が決定をいたしております。ただし、特例ではございますが、

定めている通学路に比べ、より安全に登下校できるルートがあっても、通学距離や

時間帯を考慮し、大きく迂回することを避け、幅員が狭い道路を利用しているとこ

ろもございます。 

次に、通学路の変更につきましては、年度当初の通学路を基本としながらも、そ

の後の通学状況の実態把握や転入学者への配慮など、より安全な通学環境が確保さ

れると判断すれば、変更することもございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

児童・生徒の通学事情とともに、保護者や地域のご意見も聞いた上で決めていく

とのこと、安全を考慮しての変更もあり得るとのことですが、さて先ほど申しまし

た通学路についは、危険であり改善が必要である、または変更をしなければならな

いとはなっていないのでしょうか。改善の要望に対して、どんな優先順位で改善が

進められていくのでしょうか。また、今年度の改善はどういったところが行われて

いるのでしょうか、お答えをお願いします。 

○服部香代 議長 
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執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の通学路点検後の改善につきましては、道路管理者や警察署等の所管とは

なりますが、まずは所管部署において、緊急性、事業費及びその効果について調

査・検討の上、優先度が決められ、改善が図られる流れではございますが、教育委

員会といたしましては、児童・生徒の安心安全を確保するため、関係機関に対し、

より早期に改善が図られるよう、協議・要請を行っているところでございます。 

次に、ご質問の改善状況につきましては、これまでも通学路整備には関係機関に

おいて計画的に進められてきておりますが、本年度の主な改善箇所の実績といたし

ましては、平小城小学校近くの交差点、県道日田鹿本線の明照寺付近の横断歩道の

塗りかえなどが挙げられます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

私が資料で示していますところは、それぞれ子供たちの安全のために早急な改善

が必要だと思います。まして、２年前から要望が出ている高橋地区通学路につきま

しては、一番危険だと感じました。すぐに改善が必要だと思います。 

写真のカーブ部分を広げ見通しが利くようにする、またその道路が続いておりま

す一本松公園、急な下りになっておりますが、スピードが出るため一旦停止にする、

御宇田神社からリオまでの通学路に緑色のカラー歩道にする、また登校時間帯には

30キロ速度制限を行う、こんな工夫が必要ではないかと思い、提案をいたします。

教育委員会としての見解を、ぜひ示してください。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問にお答えを申し上げます。 

その必要性は十分認識をしているところでございます。 

先ほどのご答弁でも申し上げましたが、早期に改善が図れるよう、引き続き関係

機関へ強く要望を行ってまいりたいと考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 
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○服部香代 議長 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

ぜひ要請をしていただき、すぐにも改善をお願いしたいと思います。 

それでは、通学路の白線に移ります。資料の写真をめくっていただけたらと思い

ます。通学路白線１、２、３と示しています。これは私、全小中学校を山鹿市内、

見て回りました。すぐ学校の近辺だけですが、かなり白線が消えて危険だと思いま

した。 

１番目は大道小学校の通学路、日の出団地前、２番目は山鹿小中学校通学路で東

通町の交差点です。３番目は八幡小学校付近、こちらは停止線がほぼ見えなくなっ

ております。通学路白線の２、４番目は鹿北小中学校付近です。通学路、学童横断

注意と右側に看板が出ておりますが、白線、停止線とも、大変不明瞭となっていま

す。５番目は菊鹿小学校へ上がる日渡から来るところですが、これも横断歩道かど

うかわからない状態です。６番目は鹿本武内病院前あたりです。ここも横断歩道か

どうか判別できませんよね。通学路白線３、７番目はめのだけ小学校の通学路、南

島です。これも横断歩道が消えております。それから、８番目は平小城小学校付近

です。中央線も先に横断歩道が先ほど整備がされたと、カラーも入り、きれいな横

断歩道でよく見えました。しかし、手前側の中央線はありませんし、横断歩道があ

りますよと示すひし形のマークも消えておりました。９番目は中富小学校の校門前

ですが、白線が消えております。こういった状況があります。これは本当に学校の

近辺だけですが、さまざまなところでこういう状態が見えております。 

道路交通法では、信号機のない横断歩道に歩行者がいる場合、車は必ず一時停止

をし、道を譲らないといけないと定めています。しかし、日本自動車連盟の今年８

月の調査、全国平均30.6％、熊本では平均よりも停止する車が多かったものの、歩

行者がいても６割は停止しないという結果が出ていて、大変驚きました。こんな状

況で安全が確保できるでしょうか。こんな結果が出ているのに、横断歩道や停止線

が不明瞭になっていては、運転者も気づきにくいのではないでしょうか。通学路の

白線、横断歩道の整備はどうなっているでしょうか、お答えをお願いします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の、横断歩道や停止線の整備につきましても、その必要性は十分認識をし



－ 62 － 

ているところでございます。先ほどと同様、白線、横断歩道の整備につきましても、

早期に改善が図られますよう、引き続き関係機関へ要望を行ってまいりたいと考え

ております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

今度は、教育長にお尋ねをいたします。 

子供たちの安心・安全な通学路確保への配慮についてです。教育部長からは、整

備の必要性を認識していて、関係機関へ強く要望を行っていくとの答弁でしたが、

私も今回、改めて全ての小中学校を回ってみて、この状況はひどすぎると思います。

それぞれの校区からも要望も出ているかと思いますが、教育長は子供たちの安心・

安全な通学路確保への配慮をどう考えていらっしゃるのでしょうか。今、示しまし

た写真を見ての感想も織り交ぜて答弁いただけたらと思います。お願いいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。堀田教育長。 

［堀田浩一郎 教育長 登壇］ 

○堀田浩一郎 教育長 

ただいまの議員のご指摘、子供たちの安心・安全を一番に考えておりますので、

十分認識しているつもりでございます。ほかの議員さんからもこの通学路に関しま

しては、日ごろからいろんな情報をいただいております。そのたびに早い遅いはあ

りますけれども、対応しているところでございます。 

子供たちの登下校中は学校の管理下でございます。子供たちの命を守ることが

優先であるということから、当然、登下校中の安心・安全な通学路を確保すること

は重要なことだと捉えております。 

道路の維持管理は、道路ごとに決められた機関が担っておりますので、教育委員

会としましても、ＰＴＡや地域の方、必要であれば議員の皆様方のご協力を得なが

ら、国・県・警察など関係機関へ粘り強く要望・要請をしていきたいというふうに

思っております。 

なお、現在でございますけれども、市道等に関しましては、建設課と十分な連絡

を取りながら、維持管理に積極的に今取り組んでいるところでございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 
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芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

写真の資料を見ての感想もと申しましたが、それを見られなくても、教育長とし

ては全通学路の状況を把握しているし、安心・安全を保障しなければならないと思

っていらっしゃることもよく伝わってまいりました。必要があれば、私たち議員の

協力も得ながらとの答弁もいただきました。通学路といっても、先ほどおっしゃっ

たように、道路管理者は同じではありません。市では建設課ともしっかり協議をし

た上で改善を進めていく方向だとのことです。議会としては、国や県に要望を提出

していくことなどができるのではないかと思います。これは議員の皆さんにしっか

り提案してまいりたいと思います。こんな状況で、万が一の事故に巻き込まれない

よう、一刻も早く改善を図り、子供たちの安心・安全な通学路を、全市を挙げて一

緒に守って、つくっていこうではありませんか。 

これをもちまして、私の一般質問を終わらせていただきます。 

○服部香代 議長 

以上で、芋生議員の一般質問は終了いたしました。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

散 会 

○服部香代 議長 

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

本日は、これにて散会いたします。 

午後１時55分 散会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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令和３年（第５回）山鹿市議会12月定例会会議録 

 

議 事 日 程（第３号） 

 

令和３年12月３日（金曜日）午前10時開議 

第１ 質疑・一般質問 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

発言通告 

１．北原昭三 

一般質問 

（１）道路の安全確保等について 

（２）健康のまちづくりの取り組みについて 

（３）ＬＧＢＴについて 

２．高橋龍一 

一般質問 

（１）財務面から見た企業誘致及び移住定住の必要性について 

３．冨丸洋一郎 

一般質問 

（１）本市の防災システムの現状について 

（２）投票区集約について 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議事日程のとおり 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

出席議員（20名） 

１番  関 口 和 良 

２番  永 田 壮 拡 

３番  深 牧 大 助 

４番  原   芳 郎 

５番  隈 部 賢 治 

６番  高 橋 龍 一 

７番  豊 田 新二郎 

８番  山 下 誠 治 

９番  古 川 和 博 
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10番  金 光 一 誠 

11番  松 見 真 一 

12番  立 山 大二朗 

13番  小 川 榮 二 

14番  芋 生 よしや 

15番  勢 田 昭 一 

16番  有 働 辰 喜 

17番  服 部 香 代 

18番  冨 丸 洋一郎 

19番  北 原 昭 三 

20番  永 田 紘 二 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

説明のため出席した者 

市 長    早 田 順 一 

副 市 長    阿蘇品 貴 司 

教 育 長    堀 田 浩一郎 

総 務 部 長    大 林 秀 樹 

市 民 部 長    中 尾 雄 二 

福 祉 部 長    佐 藤 ア キ 

経 済 部 長    石 井 耕一郎 

建 設 部 長    古 江 光 拡 

教 育 部 長    渡 邊 義 明 

消防本部消防長    中 原 茂 昭 

市 民 部 次 長    白 石 浩 二 

福 祉 部 次 長    山 﨑 寿 雄 

建 設 部 次 長    松 尾 正 都 

教育部首席教育審議員    村 上   清 

防 災 監 理 課 長    園 田 和 雄 

税 務 課 長    新 堀 竜一郎 

健 康 増 進 課 長    德 丸 和 孝 

商工観光課企業誘致推進室長     中 島 正 博 

建 設 課 長    樺   浩 介 

監査委員事務局長兼 
森 田 英 美 

選挙管理委員会事務局長 
 



－ 69 － 

農業委員会事務局長    入 江 智 紀 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

事務局職員出席者 

議 会 事 務 局 長    小 山   天 

局長補佐兼議事係長    中 村 武 志 

書 記    木 村 隆 寛 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 
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午前10時00分 開議 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○服部香代 議長 

おはようございます。 

これより本日の会議を開きます。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第１ 質疑・一般質問 

○服部香代 議長 

日程第１、質疑・一般質問を行います。 

発言の通告があっておりますので、順次発言を許します。北原昭三議員。 

［19番 北原昭三 議員 登壇］ 

○北原昭三 議員 

皆様、おはようございます。 

議席番号19番、公明党の北原昭三でございます。 

発言通告に従いまして、一問一答にて、今回３件の質問をいたします。よろしく

お願いいたします。 

今回も市民の皆様からの要望並びに以前質問をしました、この質問に対する進捗

状況等についてお伺いをいたします。明快な答弁をお願いいたします。 

１件目、道路の安全確保等についてお尋ねをいたします。昨日、芋生議員から通

学路整備について質問があっておりますが、市民の方より、通学路の点検の状況並

びに合同点検を受けての対応はどのようになっているか等の問い合わせがあります

ので、お許しいただきまして質問をいたします。 

過日の新聞に、昨日も紹介がありましたけども、６月28日、千葉県八街市で起き

た児童５人死傷事故を受けて行われている通学路の安全点検で、全国の警察が１万

数カ所に上る危険箇所を確認したことが警察庁への取材でわかりました。文部科学

省、国土交通省が調査中の分を含めますと、さらにふえる見通しであります。警察

庁と国土交通省は11月26日に閣議決定された今年度補正予算案に計506億円を計上

し、信号機設置などの対策を進めるとありました。全国的に危険箇所の早急な整備

を望むところでございます。 

山鹿市のホームページに通学路の安全点検結果についてアップしてありますけど

も、ホームページをご覧になれない市民の皆さんに理解していただくために、あえ

て質問をいたします。 

まず、毎年１回、合同の通学路の点検があっているとお聞きをいたしております。

点検の時期、また通学路の安全点検等はどのような体制でなされていますか。また、
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合同点検を受けての対応はどのようになっておりますか、お伺いをいたします。 

○服部香代 議長 

これより執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

北原議員ご質問の通学路の合同点検について、お答えを申し上げます。 

点検の時期は、夏休み期間中に実施をし、安全点検を行う構成員は、国土交通省、

鹿本地域振興局、本市建設課などの道路管理者のほか、山鹿警察署及び学校関係者

で構成されております。 

点検・要望の内容は、押しボタン式信号機や横断歩道の新設、歩道の設置、外側

線や横断歩道の塗り直し、点検箇所は国・県・市道で交通量の多いところ、集落内

の道路拡張が困難な危険場所などを点検をしております。過去３年間の点検箇所数

は、平成30年度37カ所、令和元年度23カ所、令和２年度33カ所、令和３年度21カ所

を対象に点検実績がございます。 

次に、点検結果を受けての対応といたしましては、安全点検の箇所として、点検

を行った箇所には危険が潜むことから、まずは子供たちの安全確保の面から、学校

を通じ登下校の交通安全指導が行われております。 

一方、改善済みの箇所は、平成30年度６カ所、令和元年度８カ所、令和２年度６

カ所でございます。また、本年度の改善箇所につきましては、昨日の答弁と重複を

いたしますが、平小城小学校付近の交差点の横断歩道の塗り直しなどの実績がござ

います。 

今後の予定は、道路管理者や警察署の所管において予算を伴いますことから、具

体的には示されてございません。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

北原議員。 

［19番 北原昭三 議員 登壇］ 

○北原昭三 議員 

過去３年間の点検実績数の答弁がありました。点検を受けての対応として当然の

ことですけども、安全箇所として危険が潜むところから、まずは子供たちの安全確

保の面から、学校を通じ登下校の交通安全指導が行われ、その後、危険箇所の改善

がされておりますが、改善済みのこの件数的には少ないと感じたところでございま

す。関係部署へのさらなる改善要望をよろしくお願いをいたします。 

安全点検箇所では、危険箇所にはなっていないが、危険箇所の見落としや、市民
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からの苦情、要望等はありませんか。よろしくお願いいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の、危険箇所の見落とし、要望につきまして、お答えを申し上げます。 

危険箇所につきましては、保護者が児童・生徒から話を聞いた上で、実際に現場

を確認し、地区懇談会等で報告されるものや、地元の方からの通報によるもので、

日ごろから生活道路としてご利用されている住民の皆様からの情報提供であるため、

見落とされる可能性は低いと思われます。地元と保護者、学校関係者で危険箇所の

認識にずれが生じたおそれがある場合は、改めて現場状況の確認を行うことになっ

てまいります。 

次に、学校から提出されていない地元からの要望については、年に１、２件あり

ますが、その際は、学校、道路管理者及び警察署等に要望し、協議をいたしている

ところでございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

北原議員。 

［19番 北原昭三 議員 登壇］ 

○北原昭三 議員 

先ほど答弁にありました地元の方と保護者、学校関係者で危険箇所の認識にずれ

が生ずることもあり、さらなる確認の必要もあるとありました。難しいことと思い

ますが、ずれで事故等の発生がないよう、さらなる協議をよろしくお願いをいたし

ます。 

続きまして、道路整備の効率化についてをお尋ねいたします。令和元年６月定例

会におきまして、道路整備の効率化、診断システムの導入等についての質問をいた

しております。当時の答弁では、管理している市道は1760路線、距離にしますと約

1012キロメートルであり、日々、職員による舗装のひび割れや穴、へこみ、側溝の

損傷などを、目視や現地調査によるパトロールや工事現場に向かう際、さらには通

勤の際などにも現状把握に心がけ、危険な箇所については随時修繕や補修などによ

り対応していますとの答弁でありました。 

前回、始動スマート自治体という内容の記事の紹介をさせていただきました。導

入の経緯は業務の効率化や損傷の早期発見による道路整備費の削減などにつなげる

ことが狙いとありました。山鹿市も広大な路線管理に苦慮されていると思います。
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仕事の効率化を図ることが可能と思われます。前回、スマホ利用の診断システム導

入に対する見解をお伺いしておりました。熊本県建設業協会では、災害共有情報シ

ステムを立ち上げられ、災害時や通常時においても協会の方がスマートフォンなど

により写真画像をシステムに送信することで、瞬時に位置情報と現場の状況を確認

できるようになっております。 

いずれにしましても、道路の修繕を効率的かつ迅速に行え、職員の負担軽減も見

込め、期待は大きいものですが、システムを構築するための初期投資や運用経費、

導入後の効果など、先進地の状況を検証しながら、システムの導入について検討し

たいとの答弁をいただいております。 

そこで、質問をいたします。現在、管理している道路の路線数並びに距離はどの

ようになっておりますか。また、答弁より２年が過ぎました。道路診断システムの

導入への取り組みはどのようになっておりますか。検証結果をお伺いをいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。古江建設部長。 

［古江光拡 建設部長 登壇］ 

○古江光拡 建設部長 

北原議員の一般質問、管理路線等の現状と道路診断システム導入への取り組みの

状況について、お答えいたします。 

前回ご質問のあった、令和元年６月定例会以降、新たに８つの路線の市道認定を

行い、現在管理しております市道は1768路線、距離にいたしますと約1014キロメー

トルでございます。地域別に申し上げますと、山鹿地域が712路線、鹿北地域が261

路線、菊鹿地域364路線、鹿本地域259路線、鹿央地城172路線でございます。 

また、道路診断システム導入への取り組み状況について、日々の道路パトロール

では限られた職員と時間での作業となるため、全体を把握することは困難であり、

各地域の行政協力員の方々や利用者からの情報提供により対処することが多いのが

現状でございます。 

議員ご案内のとおり、システム導入は職員の負担軽減を見込め、期待は大きいも

のでございますが、利用自治体数もまだまだ少なく、システム導入に係る初期投資

のほか、月額使用料、加えて台数に応じた追加料金等の多額な費用となるため、こ

れまで導入に至っていない状況でございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

北原議員。 

［19番 北原昭三 議員 登壇］ 
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○北原昭三 議員 

新たに８路線が市道認定され、距離も延びているというような答弁でございまし

た。 

日々のこの道路パトロールでは、限られた職員と時間での作業となり、先ほども

申しましたけども、全体を把握することは困難だと思います。 

大阪府摂津市では、市民がＬＩＮＥで情報提供、道路の破損などを無料通話アプ

リＬＩＮＥで通報するシステムを活用したものがあり、身近な地域の道路などで、

道路にひびが入っている、側溝が破損しているなどの情報と、その場所を撮影した

写真、位置情報とともに送信する。それを受けた市が対応するというものでありま

す。摂津市によりますと、11月現在、既に16件を対応しているということでありま

す。 

この市民からの情報提供が可能となるＳＮＳサービス等の導入についての見解を、

再度お伺いをいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。古江建設部長。 

［古江光拡 建設部長 登壇］ 

○古江光拡 建設部長 

ご質問のＳＮＳサービス等の導入計画について、お答えいたします。 

FacebookやＬＩＮＥ等のＳＮＳは、情報共有やコミュニケーションツールとして

利用され、災害時には被災現場の状況を提供したり、救援を求めたりするツールと

して活用されております。 

一方、これらのツールには個人情報流出のリスクがあることや、その内容の真偽

が問題になるなど、情報の管理と取捨選択に慎重を期する必要があると考えており

ます。現在、市民からの道路に関する情報提供は電話によるものが多く、その都度、

職員が対応している状況でございます。 

議員ご指摘の、業務の効率化を図るためには、ＳＮＳの情報を共有したオンライ

ン化を進める必要性があります。そのため、道路や公園等の不具合を位置情報とと

もに、市民が通報できるシステムなどの導入について、今後、関係部署と協議を進

めてまいりたいというふうに考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

北原議員。 

［19番 北原昭三 議員 登壇］ 

○北原昭三 議員 
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先ほど、摂津市のＬＩＮＥ情報を提供いたしましたけども、昨日、この摂津市に

確認をしましたら、令和２年10月１日から、ＬＩＮＥ公式アカウントを活用した道

路施設の破損に関する情報収集に取り組んでおりましたが、11月１日より道路施設

の破損に関して、ＬＩＮＥにかえてＬｏＧｏフォームを利用した情報収集を再開し

ていますとお聞きをいたしました。 

山鹿市も、このＬｏＧｏフォームを導入済みというふうにお聞きをいたしており

ます。ＬｏＧｏフォームを利用した対応が可能かと思いますので、ぜひ検討してい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

２件目、健康のまちづくりの取り組みについてお尋ねをいたします。１回目は、

新生児スクリーニング検査についてをお尋ねをいたします。この件につきましては、

立山議員からも質問があっております。私は、平成30年12月定例会にて、この新生

児スクリーニング検査について、また令和元年６月定例会では新生児スクリーニン

グ検査の公費負担についてをお聞きをいたしております。 

この検査は、難聴を早期に発見し、適切な支援につなげることが目的とされてお

ります。難聴があることに気づかずにいると、言葉の発達が遅くなり、コミュニケ

ーションが取りにくいなど、支障が起きます。検査方法といたしましては、一般的

に自動ＡＢＲ、難性脳幹反応、またはＯＡＥ、耳の音響放射検査と呼ばれる、この

検査のどちらかが採用をされております。平成30年度、出生数334名、受診者数は

325名、率的に97.3％、未受診者９名、２名検査を希望しなかった。７名は不明と

の答弁をいただいております。 

それでは、質問をいたします。平成31年度と令和２年度の出生数と受診者数、並

びにその割合、もし未受診者があれば、その理由はどのようなものか、未受診者に

対する対策はどのようにお考えなのか。また、新生児スクリーニング検査の公費負

担についての見解をお伺いをいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。佐藤福祉部長。 

［佐藤アキ 福祉部長 登壇］ 

○佐藤アキ 福祉部長 

ご質問の、新生児聴覚スクリーニング検査について、お答えをいたします。 

新生児に対する聴覚スクリーニング検査は、おおむね出生後約１週間の入院期間

中に当該医療機関において実施をされている検査でございます。 

平成31年度の出生数は327人で、そのうち検査を受けた新生児が324人、受けてい

ない新生児が３人、検査実施率は99.1％でございました。 

また、令和２年度の出生数は330人で、うち検査を受けた新生児が322人、受けて
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いない新生児は５人でした。その他に、出産後に早期で転出をされたため、検査の

有無の確認ができなかった方が３人いらっしゃったため、検査実施率は97.6％とな

っております。 

次に、検査を受けられなかった方の理由でございますが、ご自宅で出産をされた

方や、病院での出産後、希望して早期に退院をされたため検査を受けなかった方、

また出生児が未熟児等であったために長期入院となり、検査ができない状態であっ

た方などでございました。 

検査を受けていない方への対策としましては、出生後２カ月以内に保健師による

全戸の家庭訪問を実施をしております。その訪問の際に、家庭でできる耳の聴こえ

と言葉の発達チェック表をもとに、月齢に応じた簡易な聴こえのチェックを行うと

ともに、気になる場合には、改めて医療機関の受診による検査をお勧めをしており

ます。 

次に、検査の公費負担についての見解でございます。本市におきましては、現在、

ほとんどの新生児がスクリーニング検査を受けられている状況にありますので、新

たに公費負担による助成を導入することは考えておりません。 

なお、各健康保険制度におきまして、出産育児一時金42万円が支給されており、

その範囲内で、出産費用とあわせて検査費用を賄うことができるものと考えており

ます。 

また、新生児期にスクリーニング検査を受けられた、または受けられなかったに

かかわらず、先ほど申しました乳児訪問の際や３・４カ月児健診時に、聞こえに関

する確認を行うほか、７・８カ月児健診、また１歳６カ月児健診には、オージオメ

ーターによる聴覚の検査を実施をしております。乳幼児の聴覚の障害を見逃すこと

がないよう、成長に応じた取り組みを継続して行っているところでございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

北原議員。 

［19番 北原昭三 議員 登壇］ 

○北原昭三 議員 

令和２年度の出生数は330人で、検査を受けた新生児が322人、受けていない新生

児５人、転出により検査の有無の確認ができなかった方が３名おられたとの答弁で

ありました。検査を受けていない方への徹底した対応と、乳幼児の聴覚の障害を見

逃すことがないよう、大変な中ではございますが、よろしくお願いをいたします。 

２回目は、ピロリ菌検査の公費負担についてをお尋ねをいたします。令和元年12

月ピロリ菌検査事業について質問をいたしております。ピロリ菌検査の導入と費用
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助成につきましては、今回で５回目の質問となり、またかと思われるかもしれませ

んが、平成28年６月、ピロリ菌検査の導入と費用助成について、多くの皆様の願い

といたしまして、１万5112名の署名を山鹿市長にお届けをいたしております。 

それでは、質問をいたします。個別の医療機関におけるピロリ菌検査を導入して

いる自治体が増加傾向にあるというふうにお聞きをいたしております。他市の導入

状況と、山鹿市としてピロリ菌検査の導入と費用負担についての見解をお伺いをい

たします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。佐藤福祉部長。 

［佐藤アキ 福祉部長 登壇］ 

○佐藤アキ 福祉部長 

ご質問の、ピロリ菌検査の状況等について、お答えをいたします。 

まず、他市における個別医療機関でのピロリ菌検査に対する公費負担の導入状況

につきましては、菊池市、合志市、宇城市におきまして、成人を対象とした検査費

用の一部助成が行われております。また、荒尾市、天草市におきましては、中学生

を対象としたピロリ菌検査が実施をされております。 

本市でのピロリ菌検査導入についての考え方でございますが、ピロリ菌の感染は

多くが幼少時期に家庭内で感染するといわれており、可能な限り早い時期に検査を

行うことが有効であると思われます。これまでの先進事例の研究や、医師会の先生

方のご意見等を踏まえました上で、本市におきましては中学生での検査の実施が

も望ましいと考えております。 

検査の実施方法としましては、毎年度実施をしております学校検診の際に、尿検

査の項目にピロリ菌検査を追加し、あわせて実施をすることが、ご本人の負担も少

なく、効果的かつ効率的であると考えております。 

このようなことから、本市のピロリ菌検査につきましては、成人を対象とした個

別医療機関での公費負担につきましては、現在のところ考えておりません。 

将来に向けたがんリスクの軽減及び保護者を含めたがん予防教育の一環として、

中学生への検査を行っていくことに大きな意義があるものと考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

北原議員。 

［19番 北原昭三 議員 登壇］ 

○北原昭三 議員 

成人を対象とした公費負担は、現在のところ考えていませんとの答弁でございま
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した。この件につきましては、再度、状況を見ながら質問をしていきたいというふ

うに考えております。 

中学生の検査の実施が も望ましいと考えておりますと、今おっしゃいました。

私も賛成です。しかし、戦後の不衛生な環境で感染を受けたといわれる、成人の方

のピロリ菌保菌率も高いとの情報があります。よろしくお願いいたします。 

それでは、中学２年生を対象としたピロリ菌検査について、お尋ねをいたします。

令和元年12月、ピロリ菌検査事業についての質問をいたしております。答弁では、

検査対象者は山鹿市管内の中学２年生で、令和２年４月１日現在で422名を見込ん

でおり、尿検査を行う１次検査、その中から陽性反応が出た生徒を対象にする尿素

呼気試験による２次検査まで考えているところとありました。検査実施に当たって

は、事前に検査希望者を募集し、保護者の同意を得た上で実施してまいりたいとあ

りましたが、その後、動きがあっていると思いますが、現在はどのような状況にな

っておりますか、お伺いをいたします。 

○服部香代 議長 

村上首席教育審議員。 

［村上清 首席教育審議員 登壇］ 

○村上清 首席教育審議員 

ご質問の、中学２年生を対象としたピロリ菌検査について、お答えいたします。 

今後につきましては、来年度の中学２年生を対象とした検査を予定しております。

そのために、本年度中に中学１年生保護者の同意をいただくこととしております。 

当初の計画では、保護者向けの説明会を予定しておりましたが、コロナ禍での密

を避けるために、一堂に会しての説明会は、感染防止の面から見送ることといたし

ました。代替えとしまして、説明資料の配布及びピロリ菌検査の概要を記録した動

画を配信し、視聴いただき、検査の趣旨や方法をご理解いただいた上で同意を得る

こととしております。 

同意を得ることができた生徒につきましては、令和４年度の学校検診に合わせた

検査の実施に向けて準備を進めていきたいと考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

北原議員。 

［19番 北原昭三 議員 登壇］ 

○北原昭三 議員 

令和４年度の学校検診において検査の実施をということで、期待をいたしたいと

思います。同意を得ることができますよう、推進もよろしくお願いをいたします。 
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３件目、ＬＧＢＴについてお尋ねをいたします。ＬＧＢＴの人権を尊重し、差別

をなくすための取り組みが世界中で行われております。日本国内のＬＧＢＴの割合

については、幾つかの調査がされてきたとお聞きをいたしております。日本の民間

団体による調査では、ＬＧＢＴは人口の８％から10％、つまり10人から13人に１人

が通説との記事もありました。ＬＧＢＴについて、山鹿市としての見解並びに理解

を深めるための取り組みについて、平成30年９月定例会にて質問をいたしておりま

す。答弁では、正しい知識を持ち、理解を深め、相手に寄り添った適切な対応を行

うことは大変重要と思われますとありました。 

それでは、質問をいたします。ＬＧＢＴに関する職員研修はどこまで進んでおり

ますか、お伺いをいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

北原議員の一般質問、ＬＧＢＴに関する職員研修について、お答えいたします｡ 

市民へのサービスを提供する市職員として、正しい知識を持ち、理解を深め、相

手に寄り添った適切な対応が行えるよう、平成30年度に管理職及び窓口担当職員を

対象とした職員研修を実施いたしました。また、熊本市が作成している、職場にお

ける対応のサポートハンドブックを、全職員が閲覧できるようにして、意識の共有

を図ったところでございます。 

令和元年度及び２年度は、市職員を含めた市民を対象に、性的指向・性自認をめ

ぐる人権をテーマとして講演会を開催し、今年度は新型コロナウイルス感染症の感

染拡大防止の観点から、令和４年１月から２月末にかけまして、オンデマンド配信

での講演会を予定しております。 

今後も、ＬＧＢＴ等に対する正しい知識と理解を深めるための取り組みを進めて

まいりたいと考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

北原議員。 

［19番 北原昭三 議員 登壇］ 

○北原昭三 議員 

今後もＬＧＢＴ等に対する正しい知識と理解を深めるための取り組みを進めてい

ただきたいと思います。 

近年、性の多様性について、理解や配慮を求める動きが広がっています。国や都
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道府県等におきましても、各種申請書等における性別欄の必要性や記載の方法につ

いて見直しが行われています。山鹿市としまして、各種申請や申し込みに対し、多

様性に対応すべき性別記載の見直しは、全庁でどこまで進んでいますか、お伺いを

いたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

ご質問の、多様性への対応を目的とした各種申請や申込書における性別記載の見

直しについて、お答えいたします。 

市民が窓口に提出する申請書等で、性別記載欄があるものの件数及び当該欄の削

除可否について、本市では全ての部署を対象に、平成30年12月から令和元年12月ま

での期間で調査を実施しております。 

調査結果につきましては、性別記載欄のある申請書等は458件ございました。そ

のうち、性別記載欄の削除を不可とするものは301件あり、内訳は国の法律等によ

り様式が定まっているものが170件、業務上性別を考慮する必要があり、削除不可

とするものが131件でした。一方、性別記載欄の削除を可とするものは157件ござい

ました。 

これにつきましては、令和２年３月の山鹿市法令等審査委員会を経て、市規則、

要綱等を改正し、同月24日に施行したものと、部署内の要領等について見直しを行

ったものがあり、いずれも性別記載欄のない様式に変更しております。具体例とし

て、国民健康保険税減免申請書、市営住宅入居申込書等がございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

北原議員。 

［19番 北原昭三 議員 登壇］ 

○北原昭三 議員 

性別記載欄のある申請書等は、全体で458件あり、性別記載欄の削除を可とする

ものが157件あり、山鹿市法令等審査委員会を経て、市規則、要綱等を改正し、性

別記載欄のない様式に変更されたとの答弁でございまして、性的少数者への配慮に

つながったものと感じております。 

2015年に渋谷区が全国に先駆けて、パートナーシップ条例を制定をいたしました。

その後、多くの自治体が渋谷区に続けと言わんばかりに独自のパートナーシップを

制定してきたとお聞きをいたしております。ちょっと古いデータかもしれませんが、
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日本では110以上の自治体でパートナーシップ制度が施行されているというふうに

お聞きをいたしております。 

パートナーシップ制度を導入すれば、差別や偏見をなくすための土壌づくりが進

む、パートナーシップ制度の導入についての山鹿市の見解をお伺いをいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

ご質問の、パートナーシップ制度の導入についての見解について、お答えをいた

します。 

パートナーシップ制度は、同性カップルを婚姻に準ずる関係と公認し、お互いを

パートナーとして定義するもので、法律で定めたものではなく、各自治体が条例や

要綱で定めるため、当該自治体のみで有効な地域限定の制度でございます。 

一般社団法人日本ＬＧＢＴサポート協会の調査によりますと、2021年10月１日現

在で130の自治体で施行されており、県内では熊本市と大津町の２市町が導入され

ております。 

本市のパートナーシップ制度の導入につきましては、国・県の動向を踏まえ、市

民意識調査の実施や外部の審議会等へもお諮りしながら、制度導入の是非及び導入

時期を含めて、研究を深めてまいりたいと考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

北原議員。 

［19番 北原昭三 議員 登壇］ 

○北原昭三 議員 

先ほど、導入している自治体、熊本市が紹介がございました。熊本市のホームペ

ージでは、「誰もがともにいきいきと、個性と能力を発揮できるまち」の実現を目

指しています。この理念に基づき、一方または双方が性的マイノリティであるお二

人のパートナーシップ関係を尊重するための制度として、熊本市パートナーシップ

宣誓制度を開始しますとありました。今後、パートナーシップ制度の導入について、

答弁にありましたように、研究を深めていただきますようよろしくお願いをいたし

ます。 

続きまして、教育委員会にお尋ねをいたします。ＬＧＢＴ等の性的少数者への配

慮や寒さ対策など、機能性の観点から、中学生の制服が選択可能な制服の導入が実

施されている自治体があります。このような導入に対して、どのようなお考えでし
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ょうか、お伺いをいたします。 

○服部香代 議長 

村上首席教育審議員。 

［村上清 首席教育審議員 登壇］ 

○村上清 首席教育審議員 

ご質問の、中学校制服の選択について、お答えいたします。 

制服につきましては、近年、特に性的少数者への配慮について、学校現場で話題

になります。 

制服については、基本的に保護者を含めた学校単位で検討されるものであります。

したがいまして、現在、学校から性的少数者に配慮した制服選択について相談があ

った場合には、本市教育委員会から先進事例等の資料を提供するなどの対応をいた

しております。 

なお、教育委員会としましては、制服選択に対して、各学校の自主性を尊重しな

がらも、トランスジェンダーを初め、多様性への配慮や機能性の向上面からも、今

後とも学校現場への一層の情報提供などに努めていきたいと考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

北原議員。 

［19番 北原昭三 議員 登壇］ 

○北原昭三 議員 

多様性の配慮、機能性の向上面からも、一層の情報提供に努めていただきますよ

うお願いをいたしまして、私の一般質問を終わります。 

○服部香代 議長 

以上で、北原議員の一般質問は終了いたしました。 

ここでしばらく休憩いたします。 

午前10時47分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午前10時59分 開議 

○服部香代 議長 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次の通告順により、高橋龍一議員の発言を許します。高橋議員。 

［６番 高橋龍一 議員 登壇］ 

○高橋龍一 議員 

皆さん、おはようございます。 
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議席番号６番、清風やまが、高橋龍一でございます。 

本年６月議会に続き、２回目の質問をさせていただきます。 

初回の質問では、山鹿市の財政面での不安材料や将来的な人口減少に対して、持

続可能な市政運営が可能なのか、問題提起をさせていただきました。今回は、それ

を踏まえて、企業誘致に成功している自治体との財政面の比較を通じて、企業誘致

と移住定住の必要性について検証した後、早田市長の考えを伺いたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

具体的な質問に入ります前に、山鹿市の人口について、再度確認をしておきたい

と思います。昨日、金光議員もご紹介されましたので、一部重複しますことをお許

しください。 

６月の質問の直後に、令和２年に行われました国勢調査の結果が公表されており

ます。それによりますと、令和２年10月１日現在の山鹿市の人口は４万9082人と、

５万人を割り込んでおります。山鹿市のホームページには、住民基本台帳をもとに

５万193人と掲載されていますが、実際に山鹿市にお住まいの方は５万人を割り込

んでいるということになります。 

令和２年３月に改訂されています山鹿市長期人口ビジョンによりますと、国立社

会保障・人口問題研究所の推計では、24年後の2045年には山鹿市の人口は３万3609

人、39年後の2060年には２万5752人になると、驚くべき予想が出されております。

中でも、年齢別の人口移動の状況を見ると、15歳から24歳の転出超過が極めて多く

なっており、進学や就職等の理由で市外へ転出する人が多いと考えられるとありま

す。 

また、人口減少が地域の将来に与える影響として、地域産業・経済への影響、地

域医療・社会保障への影響、地域文化への影響、住民生活への影響、行財政への影

響が挙げられていますが、その中から行財政への影響として、税収減について検証

してみたいと思います。 

熊本県が公表しております令和元年度財政状況資料集を分析したところ、山鹿市

は他の市町村と比較して、普通税の税収が少ないことがわかりましたので、県内で

も企業誘致に成功している菊陽町、大津町との比較をしてみたいと思います。 

普通税とは、その使用目的が特定されていない税金のことで、主に市町村民税や

固定資産税、軽自動車税等を指し、地方自治体の税収の中心をなすものです。 

まず、３市町の人口比較ですが、山鹿市の人口は先ほどご紹介したように、令和

２年10月基準で４万9082人です。一方、菊陽町の人口は４万3376人で、大津町の人

口は３万5212人であり、人口は山鹿市が一番多いということになります。 

一方、普通税の税収ですが、山鹿市が約49億円に対して、菊陽町は約72億円、大
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津町は約53億円と、山鹿市が一番少なくなっています。特に、菊陽町は20億円以上

も多いということになります。ちなみに、お隣の菊池市は約57億円であり、山鹿市

より８億円も多くなっています。 

普通税は、自治体の歳入の根幹に当たるものであり、その金額の大小は財政運営

に大きく影響を与えるものです。当然、税収が少なければ、歳入は地方交付税交付

金に依存せざるを得ないということになりますので、独自の事業ができにくくなり

ます。 

そこで、 初の質問です。今、ご紹介したように、山鹿市の普通税の税収は、他

市町村と比べてなぜ少ないのか、その理由は何なのか伺います。 

○服部香代 議長 

これより執行部の答弁を求めます。大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

高橋議員のご質問、普通税の税収の現状について、お答えをいたします。 

本市の令和元年度の普通税の決算額は、高橋議員ご紹介のありましたとおり、48

億5421万9000円であります。一方、熊本県が公表している市町村財政の概要に基づ

く菊陽町の普通税の決算額は71億7481万3000円、大津町の決算額は52億9815万9000

円であります。 

10年前、平成21年度の決算額と比較しますと、本市の固定資産税は約21億4000万

円から約8200万円増、3.8％の伸びにより約22億2000万円となりましたが、大津町

では約22億9000万円から約４億8000万円増、21.3％の伸びにより、約27億7000万円

となっております。 

また、本市と菊陽町の個人住民税につきましては、10年前、ともに16億円台であ

りましたが、本市が約4600万円増、2.7％の伸びにより、約17億4000万円となった

ことに対し、菊陽町では約７億円増、42.9％の伸びにより、約23億3000万円となっ

ております。 

特に、法人住民税につきましては、10年前、いずれの団体も２億6000万円前後で

ありましたが、本市が約7600万円増、29.6％の伸びにより、約３億3000万円となっ

たことに対し、菊陽町が約３億7000万円増、136.6％の伸びにより、約６億4000万

円、大津町が約１億9000万円増、74.9％の伸びにより、約４億5000万円となってお

ります。 

菊陽町と大津町の税収が本市と比べて大きく増加している要因につきましては、

商業施設や製造業などの企業が進出し、設備投資が積極的に行われていること、半

導体産業を初めとした付加価値が高い製造業が集中していること、比較的規模が大
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きい企業が立地していること、それらの要因により雇用環境が充実し、所得水準が

本市と比べて高いこと、さらには熊本市のベッドタウンとして、農地の宅地化が進

み、人口が増加していること、中でも生産年齢人口が増加していることなどにより、

固定資産税や個人住民税、法人住民税の増収につながっているものと推察いたして

おります。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

高橋議員。 

［６番 高橋龍一 議員 登壇］ 

○高橋龍一 議員 

山鹿市の税収が少ないのは、企業からの税収が少ない点と、納税の中心となる生

産年齢人口が少ない点が理由として考えられるとのことです。企業誘致に成功して

いる菊陽町、大津町と比較をしていますので、企業からの税収が少ないことは容易

に想像がつきますが、生産年齢人口にどのような傾向があるかを検証してみたいと

思います。 

自治体の人口分布の分析は３つの区分で行われます。まず、ゼロ歳から14歳まで

の年少人口、15歳から64歳までの生産年齢人口、65歳以上の老齢人口です。中でも

15歳から64歳までの生産年齢人口は、労働力の中核として経済の活力を生み出す存

在であり、社会保障制度を支えている存在でもありますので、この区分の人口の大

小が自治体の税収に影響を及ぼすということになります。 

それでは、３市町の生産年齢人口を比較してみたいと思います。熊本県の統計に

よりますと、まず山鹿市の生産年齢人口は、令和２年10月時点で２万4464人であり、

全人口に占める割合は49.9％です。菊陽町は２万6748人で、割合は61.7％です。大

津町は２万1109人で、割合は60.5％です。まとめますと、山鹿市が約50％、菊陽町

と大津町が60％を超えており、その差は10ポイント以上あります。 

山鹿市長期人口ビジョンでは、納税者の中心をなす生産年齢人口が減少していけ

ば、税収減により財政の硬直化がさらに進み、本市の発展を支える新たな施策のみ

ならず、基礎的行政サービスの提供にも影響が出るおそれがあると警鐘を鳴らして

おりますが、まさにその傾向が既にあらわれていることになります。 

では、その対策として、企業誘致と移住定住の必要性という点にお話を移してま

いります。2019年１月に山鹿市が実施した地方創生に係る市民アンケート調査によ

りますと、総合戦略の中で充実してほしい取り組みとして、経済面では地域に根差

し未来を担う企業の振興、人口政策では若い世代の定住環境支援という意見が多く

寄せられたそうです。市民の皆様も日ごろからお感じになっておられるように、企
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業誘致は本市の課題であります。折しも、半導体受託製造では世界トップの台湾の

企業であるＴＳＭＣ社がソニーと共同で熊本の菊陽町へ新工場を建設すると正式に

発表されました。総投資額が約8000億円、うち約4000億円を日本政府が支援すると

いう、いわば国家挙げてのプロジェクトとなります。報道では、本体だけでも1500

人の新規雇用を予定しているとのことであり、関連企業を含めると相当数の雇用が

創出されるものと期待されています。早速、熊本県では蒲島知事を本部長とする全

庁横断的な組織を立ち上げ、関連企業を含めて半導体関連企業が円滑に集積するよ

うに、人材確保や渋滞解消の課題に対処する組織を立ち上げたとの報道がありまし

た。同様に、地元菊陽町でも、町長を本部長とするプロジェクトチームを組織し、

万全な受け入れ態勢を取るそうです。 

このように、熊本県にとっては、それこそ50年、100年に一度のチャンスがめぐ

ってきたわけで、地元経済界の期待も大きいと思います。帝国データバンクにより

ますと、ＴＳＭＣ社とソニーの半導体関連企業の取引先は、全国で427社あるそう

です。その企業を通じて、素材や部材の提供などで、熊本県を中心としたサプライ

チェーンが構築されていくものと思われるとあります。ＴＳＭＣ社の新工場が稼働

するのは約２年後とのことですので、それに向けて多数の関連企業も熊本県や九州

内へ進出してくることが予想されます。それに向けて、本市も企業誘致にさらに力

を入れるべきだと思います。 

そこで、２回目の質問です。本市のこれまでの企業誘致の取り組みの状況と、今

般のＴＳＭＣ社の新工場建設に伴い、どのような活動をなさる計画なのか。また、

これまでなかなか企業誘致が進まなかった理由、課題について伺います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。石井経済部長。 

［石井耕一郎 経済部長 登壇］ 

○石井耕一郎 経済部長 

ご質問の、本市の企業誘致の現状と今後の誘致活動の課題について、お答えをい

たします。 

新聞報道等で連日取り上げられておりますように、台湾の大手半導体メーカーで

あるＴＳＭＣの菊陽町進出に際し、半導体関連企業などから工場用地などの問い合

わせは増加しつつあります。 

このような中、現在の誘致活動につきましては、通常の企業訪問に加え、新規進

出企業等の問い合わせがあった場合は、企業が希望されている諸条件に合わせて、

市が管理しております廃校跡などの市有地及び活用されていない民有地等を紹介し

ている状況でございます。 
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次に、本市における今後の企業誘致活動の課題としましては、東部工業団地を含

め、大規模に造成できる工業団地としての土地を所有していないという大きな課題

がございます。そのため、企業誘致できるような用地を準備するためには、用地選

定を含めた基本構想や基本計画を、有識者の意見も参考にしながら策定していかな

ければならないと考えております。 

また、その後の手続きにつきましても、地域のご理解や土地所有者との用地交渉、

工業用水の確保、工業排水の整備及び土質調査等が必要であり、さらに候補地が農

地の場合には、農業振興地域除外や農地転用申請も必要となります。このような手

続きを考慮し、開発計画から工事に関連する期間を加えると、相当の期間が必要に

なり、これに係る事業費も多額のものになると考えております。 

しかし、市にとりましては、安定的な税収の確保や、移住定住につながる極めて

重要な事業でございますので、誘致活動をさらに進めていかなければならないと考

えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

高橋議員。 

［６番 高橋龍一 議員 登壇］ 

○高橋龍一 議員 

山鹿市の企業誘致には、幾つもの課題があることがわかりましたが、これまでと

は少し環境が違うように思います。企業側の進出意欲が旺盛な場合とそうでない場

合とでは、対応の仕方もおのずと違ってまいります。工業団地がない点についても、

菊陽町を含めて、周辺自治体で余裕がある工業団地を所有しているところは少ない

と聞きます。そうなると、個別の事案に対して敷地の選定をするということになる

と思いますので、どこの自治体も条件は同じのように思えます。 

今まではいつ進出してくれるかわからない状態で、工業団地を塩漬けにするリス

クがあったわけですが、事前に進出企業が決まっている中での用地選定となれば、

よりスムーズにスピード感を持った対応も可能ではないでしょうか。 

これまでも誘致活動では、熊本地震で県内でも も被害が少なく、大きな災害も

近年ほとんど発生していないということで、災害に強いまちをアピールしてこられ

たと聞いております。その上、良質な水資源が確保できる点もあり、半導体関連企

業へのアピールポイントも多くあります。ぜひとも、このチャンスを逃すことなく、

将来の山鹿市を担うような企業誘致を実現しようではありませんか。そのためには、

市長や職員だけではなく、我々議員も含めて、オール山鹿で対処したいと思います。 

次に、移住定住についてですが、もしも本市に企業誘致が成功したとした場合、
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それで満足してはいけません。先に安定的な税収確保のためには生産年齢人口をふ

やす必要があると申し上げましたように、企業の従業員さんに山鹿市に定住しても

らわないといけません。幸い本市では、子供の医療費無償化などの子育て世帯への

支援を充実してまいりましたが、優良な住宅地は不足しているように思えます。本

来、ハウスメーカーが担う分野とは思いますが、行政側も都市計画の一つとして協

力し、宅地造成等で優良な住宅地を供給できればと思います。 

また、もしも企業誘致ができないにしても、菊陽町、大津町とは十分通勤可能な

距離である立地条件を生かし、ベッドタウンとしての移住定住者を獲得する方法も

あると思います。大津町の本田技研と東京エレクトロンの工場の中間に美咲野とい

う住宅団地があるのをご存じでしょうか。ＪＲが中心となり、平成９年ごろに販売

を開始した住宅団地です。予定総区画数は1180区画で、現在では小学校を隣接する

すばらしい住宅地となっています。ちなみに、この小学校は美咲野小学校といいま

すが、今年５月時点での児童数は704人です。 

大津町では、本田技研の進出以降も企業誘致が進み、それにつれて町外からの人

口の流入が続いています。平成27年と令和２年の国勢調査の結果を比較しますと、

人口は1760人が増加し、世帯数も1442世帯が増加しています。 

一方、山鹿市は、人口では3180人、世帯数では71世帯が減少しており、真逆の結

果が出ております。 

以上のように、本市の今後の人口減少をより緩やかにする方策としても、企業誘

致は有効な手段であると確信するところです。 

そこで、 後の質問です。これまで税収が少ないという財政上の問題点を指摘し

た上で、本市の将来のためには企業誘致により、移住定住者をふやす必要性を強調

してまいりました。日ごろより、早田市長におかれましては、地方創生を掲げて本

市の発展を見据えておられるところですので、この企業誘致に対しても熱い思いを

お持ちであろうと思います。その思いをぜひ伺いたいと思います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。早田市長。 

［早田順一 市長 登壇］ 

○早田順一 市長 

台湾の大手半導体メーカーＴＳＭＣの進出は、菊陽町に限らず、熊本県北地域の

経済の活性化や雇用の創出につながるものと、大変期待しているところでございま

す。 

本市におきましても、今回の進出を千載一遇のチャンスと捉え、本市の 大の課

題であります人口減少に歯止めをかけるため、しっかり取り組んでいかなければな
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らないと考えております。 

そのためにも、企業を誘致できる土地の確保、整備を早急に進めなければならな

いと考えており、全庁横断的なチームを立ち上げるよう指示を出したところでござ

います。 

今後、ＴＳＭＣの進出に伴い、県内外から進出してくる企業が見込まれますので、

企業立地が進んでいる菊陽町や大津町に近い地の利に加え、本市の強みである災害

に強い地盤と、豊富な地下水を売りに関連企業の誘致を進めます。 

また、小学生を対象とした企業見学会や、高校生を対象とした企業ガイダンス等

の活動を通して、地元企業の魅力を子供たちの記憶に残し、若者が地元に定着する

ための対策も引き続き行ってまいります。 

さらに、泉質のよさを誇る温泉と豊かな自然の中で、若い世代とその家族が安全

に働き、安心して子供を産み育てるための環境づくりに努め、移住定住の促進、生

産年齢人口の増加を図ってまいります。 

○服部香代 議長 

高橋議員。 

［６番 高橋龍一 議員 登壇］ 

○高橋龍一 議員 

早速、全庁横断的な組織をつくられるということで、市長の企業誘致に対する熱

い思いがよくわかりました。 

たびたび、大津町を引き合いに出して恐縮ですが、大津町では昭和50年代に本田

技研を誘致して以来、工業団地の整備や道路網の整備、住宅団地の整備等が戦略的

に行われているように感じます。阿蘇の外輪山の麓に位置し、火山灰土で古くは恐

らく稲作には不向きな農地が多かったのではないかと思いますので、そのような環

境の中で町の生き残りを模索した末にたどり着いたのが企業誘致ではなかったかと

思います。試行錯誤、紆余曲折を経て、本田技研の誘致に成功されたと思いますが、

恐らく用地の買収や周辺道路の整備等に多額の財政出動が必要であったはずです。

その上で重い判断をされた結果、それから40年後に合併に頼らないでいいような強

固な町政を築いてこられたことは称賛に値すると思いますし、決断をなさった当時

の町長や町の幹部の皆様には 大限の敬意を表したいと思います。 

先ほど、早田市長には今回のＴＳＭＣ社の進出を、山鹿市としても千載一遇のチ

ャンスであると答弁がありましたが、用地の確保・整備には多額の資金が必要にな

りますので、その実現には大きな決断が必要になると思います。山鹿市には山鹿市

の事情というものもあるわけですが、ぜひとも40年、50年後を見据え、若者が安心

して定住できるような山鹿市となれるようなご決断を期待して、私の質問を終わり
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ます。ありがとうございました。 

○服部香代 議長 

以上で、高橋議員の一般質問は終了いたしました。 

ここでしばらく休憩いたします。 

午前11時27分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午前11時33分 開議 

○服部香代 議長 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次の通告順により、冨丸洋一郎議員の発言を許します。冨丸議員。 

［18番 冨丸洋一郎 議員 登壇］ 

○冨丸洋一郎 議員 

皆さん、こんにちは。 

議席番号18番の冨丸洋一郎でございます。 

今回は、２問、質問をさせていただきたいと思います。 

１つ目は本市の防災システムの現状について、もう１点は投票区集約について、

この２問をお尋ねしますので、一問一答でお願いしたいと思います。 

まず 初に、本市の防災システムの現状についてお伺いいたします。今回、新た

に設置がされております防災行政無線放送が非常に聞きづらいという声があちこち

から聞かれております。また、ある市民の方から、無線放送に関する指摘を書面で

いただきました。従来のスピーカーの設置には、スピーカーの大きさや数、方向な

ど、数回にわたり地域の方々と立ち会いの中で実施してきたというふうなことで、

現在も使用されておりますが、今回新たに設置されました防災無線のスピーカーの

位置が単純で２方向だけになっていたので、係の方に放送が聞きにくいという旨の

お尋ねをいたしましたところ、集落に向いていないところは、別の集落にも新設し

てありますので、そちらから十分聞こえますと、ですからご安心くださいというよ

うな返事だったそうです。しかしながら、やはり私ども鹿本の場合は、集落ごとに

各戸室内受信機がありました。そしてまた、各区のコードエリア番号を押せば、固

定電話から放送ができていたというように、非常に便利なシステムでありました。 

そんな中、この戸別受信機が外された今、屋外スピーカーだけがもう頼りであり

ますけども、残念ながら聞き取りにくいと。これは、やはり今季節柄、戸締まりが

早くなって、そしてまた高齢者の方々が非常に早く休まれるということもあります

でしょうし、そんな中で外部の音に耳を向けるというのは、本当に何を言っとるか

わからんと、そういったことを聞きますと、今まで各区のエリアの中で行っていた
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共同作業の区割りや、あるいは子供会、敬老会などの連絡、そしてまた引いては区

民の訃報のお知らせなど、多岐にわたって便利に活用されていたと思います。 

しかし、新設された防災無線では、聞き取りが十分でないということで、地域間

の連帯感が非常に損なわれていくんじゃなかろうかというふうな、新たな心配もご

ざいます。現在、アナログ放送からデジタル放送に移行することは時代の流れかも

しれませんが、防災行政無線放送が聞き取りにくい方は、やまがメイトなどで視聴

していただきますようにというふうなこともおっしゃられたということで、大変憤

慨されておりました。しかし、機器の操作ができない方など、問題はたくさん出て

くると思います。持っていないとか、そのような方々にもやはり 大の配慮をする

必要があると思います。 

そこで、新設された防災行政無線機のスピーカーの数や向きなどの調整、また周

辺で電源喪失した場合、この機器の使用はどうなるのか、そういったこともはっき

り説明をされて、そして地域住民が安心できますように、ぜひともやっていただき

たいということを思いますけれども、行政の考え方、今後の取り扱いについて、ま

ずはお尋ねしたいと思います。 

○服部香代 議長 

これより執行部の答弁を求めます。大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

冨丸議員のご質問、防災行政無線放送について、お答えいたします。 

防災行政無線の屋外拡声子局の設置場所や、その子局に設置しておりますスピー

カー等の数につきましては、基本設計等の段階において、委託した専門の業者によ

る、現地での電波の状態を調べる伝搬調査及び音の届き具合を調べる音達調査等の

結果に基づき、整備をしております。 

これまで設置しておりましたアナログ用のスピーカーに比べ、格段に性能が向上

したデジタル用のスピーカーへと整備・改修を行い、整備前のスピーカーの数より

減ったところも、従前の放送エリアを十分にカバーできるようになっておりますが、

議員ご指摘のとおり、中には聞き取りにくいといったお話も伺っておりますので、

今後も 新のスピーカーの性能を十分に発揮できますよう、向きの調整や音量の調

整等を行いながら、改善に努めてまいりたいと考えております。 

なお、防災行政無線の屋外拡声子局等の設備・機器につきましては、万一の停電

等に備え、蓄電池を内蔵しており、停電後、おおむね72時間は使用することができ

る設計となっております。 

また、戸別受信機にかわるものとして、山鹿市が独自に開発したやまがメイトが
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ございます。このやまがメイトは、行政区単位でのお知らせを、音声情報や文字情

報として、スマートフォンや携帯電話で受信することができるアプリであり、防災

情報のみならず、地域コミュニティー情報もご自宅にいながら入手することができ

る優れた機能を有しておりますので、ぜひやまがメイトを登録し、実際に使ってい

ただきたいと思います。 

あわせて、日ごろから、ご近所の人と人とのつながりで伝達し合う体制について

も、地域の皆様とともに進めてまいりたいと考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

冨丸議員。 

［18番 冨丸洋一郎 議員 登壇］ 

○冨丸洋一郎 議員 

今、るるご説明いただきましたけれども、やはり年々高齢者の家庭が多くなって

おります。そうしますと、もう本当に補聴器をはめないと聞こえないという方も随

分いらっしゃるように思います。ですから、やまがメイトとかそういったことが十

分理解しても、なかなか機器を扱えないという方々が相当いらっしゃるんじゃない

かなというふうに思います。 

地域がまとまっていくには、横の連絡を、今までやっていたことができなくなっ

ただけの話でありますけども、しかしながら年老いていく人たちにとっては非常に

苦痛が感じられるということも、あわせて申し上げておきたいと思います。 

それでは、２点目に今度は防火水槽及び用水路の消火用水に活用できないかとい

うことをお尋ねしたいと思います。去る10月22日、午後10時ごろ、我が集落で住宅

火災が発生いたしました。その時刻のころ、室内電源が一瞬にして落ち、外部は真

っ暗、そんな状態の中、我が家の玄関のガラス戸が異様に赤く染まるのを見て、た

だ事ではないという思いで外に出てみますと、勢いよく燃え上がる炎と飛び散る火

の粉、これを目の当たりにしたときに、その火元となった家の住人は私の幼なじみ

でありました。そして、二人暮らしだった状況で、その安否がわからないので、い

ろいろと聞いておりましたけれども、それどころかまだ水が出らんと、早よ早よと

いうような大きな声がする。消防の放水が始まるまで非常に長く感じられた、そん

な思いでした。 

防火水槽は、すぐ近くにもありましたけれども、地元の消防団以外の消防団が来

ても、やはり他部落の水槽設置場所はわかりにくいのが現状ではないでしょうか。

そしてまた、防火水槽、これはマンホール型を開けるには特殊な工具がいるという

ことで、各部落の消防が保有しております。しかしながら、それを開けて回るとい
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うわけにはいかんでしょうから、１カ所開けて、そこに給水管をつけて、そこで放

水が始まるわけでございますけれども、しかしもう真っ暗闇の中で、どこに何があ

るのかわからない状態の中で、この防火水槽の位置を把握するというのは、部落の

人たちがある程度出て、指示してやらないとできないということもあったと思いま

す。 

そしてまた、私どものところには、菊池川がすぐ横に流れておりますけれども、

残念なことに非常に高低差がありまして、直接、消防ポンプを下に持っていくのは

河畔でないとできないというような状況で、それから２台ほどポンプを連結して水

を揚げたということを、後でお聞きしました。 

そのように、いざといったときに、水がないというのは、もうどうしようもない

という、そんな状況になったときに、今回の火災現場の横には50センチ以上の水路

といいますか、排水路が通っておりますし、その行き先には若干大きめの農業用水

路、これが分田地区から小柳地区まで走っております。ただ、残念なことに、今、

水田圃場には水が要らないものですから、当然その用水ももうひたひたの状態で、

給水管をつけるというような、そんな状況もできませんでした。 

そこで、私が思ったのは、その用水路として、今、分田地区は水田圃場にはパイ

プライン方式で直接、用水から自然型流水は取っておりませんので、いついかなる

ときにせきとめして、そこに給水管をつけて、そして初期消火にいち早く対応でき

るような、そういったことをまず考えていくならば、区長さん同士で話も大事でし

ょうけども、私は消防の観点から、このぐらいの水位は保ってくれというふうな指

示が、あるいは指摘があれば、もっと考えができていくんじゃないかなと、そんな

思いを一人でしたところでございます。これが可能かどうかというのは、消防のほ

うの判断もあることですから、私がどうのこうのじゃないですけど、ただそういう

ふうな水があっても、あるいは用水路があっても、その水を引けないというもどか

しさというのは十分おわかりいただけるんじゃないかなというふうに思います。残

念ながら、火元となった幼なじみの友人夫妻は病院に搬送されましたが、しかし数

時間後、友人のほうだけは全身やけどがひどいということで、そこで息を引き取っ

たというふうな知らせをいただきました。ただ、言葉が過ぎるかもわかりませんけ

れども、火災現場の中から発見されたということでなかっただけに、よかったなと

いうふうに思っております。 

その延焼した隣の家も、もう同級生は亡くなっておりますけども、奥様も同級生

で、全焼になってしまって、現在、今、その２軒の解体がきのう、おとといぐらい

から始まっております。火災のことは本当にどこをどうしたら一番いいのかなとい

うふうに、なかなか答えが見つからんと思いますけども、やはりもう一回、防火水
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槽のあり方、ここからこうやって、こうやって延ばせば、ここの場合はこれぐらい

で行くんだとか。これは本当に地図で見ますと何もありませんけども、実際は住居

があったり、山があったり、なかなか直進でホースを延ばせないというような状況

ではないかなと、そういう思いをいたしたところでありますので、ぜひ検討できる

ものであれば、常日ごろ、そういった指摘をいただいて、若干の水をためる、そう

いったことも必要ではないかなということで、あえてこのことを質問させていただ

きました。答弁のほうをよろしくお願いします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。中原消防本部消防長。 

［中原茂昭 消防本部消防長 登壇］ 

○中原茂昭 消防本部消防長 

冨丸議員の一般質問、防火水槽及び用水路の消防用水利としての活用について、

お答えいたします。 

消防水利の指定につきましては基準があり、市町村の消防に必要な 小限度の水

利について定めるとなっております。また、常時貯水量が40立方メートル以上、ま

たは取水可能水量が毎分１立法メートル以上で、かつ連続40分以上の給水能力を有

するものとなっております。当該地域においては、消防水利として防火水槽が基準

内で配置され、必要な 小限度の水利を満たしているところであります。 

ご指摘の用水路につきましては、年間を通し一定量の水が流れているものではな

く、消防水利としての基準を満たすためには十分ではないと思われます。また、消

火水だけのために農業用水路に常時水量を確保するような指導は、用途外の指導に

当たると考えます。 

しかしながら、消防としては火災時において大量の水を必要としますので、既存

の消防水利以外に用水路に流れる水を活用することができれば、消火戦術において

有効な活動ができるものと考えられます。 

また、水利指定に至らないまでも、消防団等の活動戦術について、火災時に河川

から用水路へ水を引き、水利として活用している地区もあり、土のうやサブタの活

用方法等の工夫がされているところもあります。 

消防本部としましては、今後も山鹿市管内の消防団組織、自主防災組織への消防

用水利の有効な利活用については、積極的に訓練指導を通し、充実を図ってまいり

ます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

冨丸議員。 
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［18番 冨丸洋一郎 議員 登壇］ 

○冨丸洋一郎 議員 

用水路はあるけれども、常備消火用水として、常備水を保つような指導をするこ

とは用途外指導となり困難であるというふうなことでありますけれども、しかし火

災の場合、一刻を争う事態も想定しておくことも必要ではないでしょうか。このた

びの火災を教訓として、部落設置の防火水槽の位置、また再確認をし、市としての

検証をされることをぜひお願いをしておきたいということを申し上げておきます。 

次に、２問目の質問をいたします。投票区集約について、お尋ねします。投票区

といいますか、私たちは投票所といいますが、集約されて大分減っております。 

１点目、集約に至る基準は何であるか、あえて投票所と言わせていただきますが、

随分集約されて投票に向かうのも高齢者の方々には負担が大きい。交通弱者といわ

れる方にとっては、タクシーに乗ってまで選挙には行かんなどの声も聞かれます。

私たち議員も、市長も、そして国会議員、県知事、県議、全て選挙結果であります。

選挙民の一人一人は１票を投じる権利を有しております。しかしながら、選挙に行

きたいけど、行くすべがないなどと諦める人もいる中で、やはり何とかして投票所

に行くよう呼びかける候補者が回る。それは投票率を上げるための呼びかけかもわ

かりません。それを聞きながら、行きたくても行けない人たちの選挙民のために、

私はあいのりタクシーやそういった券を発行してはどうかなということを思ってお

ります。これはほかの自治体の話ですが、投票所まで一回バスを巡回させていると

いうニュースを見たことがあります。要するに、選挙民一人一人が投票をする権利

を行使できることを検討するべきではないでしょうか。ぜひとも、いろいろな問題

はあろうかと思いますけれども、やはり一人の人がせっかく選挙権をもらって投票

できるのに、投票所に行けないということが現にある以上は、そこも解決の方向に

つなげていく方法があるんじゃないかなということでお尋ねをいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。森田選挙管理委員会事務局長。 

［森田英美 選挙管理委員会事務局長 登壇］ 

○森田英美 選挙管理委員会事務局長 

冨丸議員の質問、１点目、投票区の集約に至る基準について、お答えをいたしま

す。 

投票区の集約を行った際の基準については、山鹿市の投票区は、全部で今現在25

カ所ございます。合併当初55あった投票区を、平成18年に33投票区に再編し、平成

31年、２度目の再編により25投票区に至っております。 

平成31年の再編は、平成18年の再編後、10年以上が経過し、人口減少や、市民の
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生活スタイルの変化に伴う期日前投票者数の増加などにより、当日の投票者数が減

少してきたこと、投票所同士が近い場所にある投票区があること、各投票所の立会

人の確保に投票区においては大変苦慮しているところがあること、市役所職員数の

削減により選挙事務に従事する適正な人数の確保が困難になってきたことなどがそ

の要因です。 

再編の基準は、一部地理的事情から1000人未満のところもありますが、おおむね

１つの投票区の選挙人の人数を1000人から3500人とし、また投票所間の距離が１キ

ロルートル以内の投票区について再編をいたしました。この結果、おおよそ校区ご

とに１カ所の投票所となったものでございます。 

25カ所への再編後、令和元年７月の参議院議員通常選挙から４回選挙が執行され

ましたが、市民の皆様にとっては、おおむね定着されたのではないかと考えます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

冨丸議員。 

［18番 冨丸洋一郎 議員 登壇］ 

○冨丸洋一郎 議員 

今、答弁いただきました。県下でも八代市が移動支援を限定された地区もあると

いうことでございます。投票区減数は市役所職員の削減にも影響しているかという

ことでありますけれども、しかしながら、やはり１票の行使をできるかできないか

というのは、非常にこれは権利の問題です。ですから、そういったことをもうちょ

っと考えていただいて、多くの方が投じる１票が決して死に票にならないように、

ぜひとも検討するべきではないかということを申し上げておきます。 

それから、私は市長のほうには通告いたしておりませんけれども、この投票所の

減少並びに、こういった行けない人たちに対する思い、一言で構いませんので、感

想をいただけたらと思います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。早田市長。 

［早田順一 市長 登壇］ 

○早田順一 市長 

選挙における１票１票の投票の重みは、冨丸議員と同じく、私も十分に感じてい

るところでございます。 

投票場所が少なくなってはきておりますけども、期日前投票というものが大体定

着をしてきているんじゃないかなという思いもございます。そういった期日前投票

を利用するに当たって、あいのりタクシーとか、そういうものをぜひ利用していた
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だいて、少しでも多くの方々に投票に行ってもらうことが大切だろうというふうに

思っております。 

とにかく選挙管理委員会がございますので、選挙管理委員会でも議論はされると

いうふうに思いますけども、その決定事項を踏まえたところで適切に対応をしてい

きたいと思っております。 

○服部香代 議長 

以上で、冨丸議員の一般質問は終了いたしました。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

散 会 

○服部香代 議長 

これをもちまして、本日の日程は全部終了いたしました。 

本日は、これにて散会いたします。 

午後０時03分 散会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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令和３年（第５回）山鹿市議会12月定例会会議録 

 

議 事 日 程（第４号） 

 

令和３年12月６日（月曜日）午前10時開議 

第１ 質疑・一般質問 

第２ 委員会付託 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

発言通告 

１．立山大二朗 

一般質問 

（１）持続可能な介護体制の構築について 

（２）ヤングケアラー問題について 

２．勢田昭一 

質  疑 

（１）議案第68号 金融機関の指定の変更について 

一般質問 

（１）コロナ禍あとの地域振興と活性化対策について 

（２）文化振興の推進と展望について 

３．有働辰喜 

一般質問 

（１）スクールバス運送業務委託の発注について 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議事日程のとおり 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

出席議員（20名） 

１番  関 口 和 良 

２番  永 田 壮 拡 

３番  深 牧 大 助 

４番  原   芳 郎 

５番  隈 部 賢 治 

６番  高 橋 龍 一 

７番  豊 田 新二郎 
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８番  山 下 誠 治 

９番  古 川 和 博 

10番  金 光 一 誠 

11番  松 見 真 一 

12番  立 山 大二朗 

13番  小 川 榮 二 

14番  芋 生 よしや 

15番  勢 田 昭 一 

16番  有 働 辰 喜 

17番  服 部 香 代 

18番  冨 丸 洋一郎 

19番  北 原 昭 三 

20番  永 田 紘 二 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

説明のため出席した者 

市 長    早 田 順 一 

副 市 長    阿蘇品 貴 司 

教 育 長    堀 田 浩一郎 

総 務 部 長    大 林 秀 樹 

市 民 部 長    中 尾 雄 二 

福 祉 部 長    佐 藤 ア キ 

経 済 部 長    石 井 耕一郎 

経済部首席審議員    池 田 淳 志 

建 設 部 長    古 江 光 拡 

教 育 部 長    渡 邊 義 明 

消防本部消防長    中 原 茂 昭 

市 民 部 次 長    白 石 浩 二 

福 祉 部 次 長    山 﨑 寿 雄 

建 設 部 次 長    松 尾 正 都 

会 計 管 理 者    森   和 夫 

教育部首席教育審議員    村 上   清 

防 災 監 理 課 長    園 田 和 雄 

市 民 課 長    山 城 一 夫 

長 寿 支 援 課 長    林   弘 子 
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農 林 整 備 課 長    高 森 智 重 

下 水 道 課 長    三 森 一 幸 

教 育 総 務 課 長    佐 藤 誠 記 

社 会 教 育 課 長    井 上 欣 也 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

事務局職員出席者 

議 会 事 務 局 長    小 山   天 

局長補佐兼議事係長    中 村 武 志 

書 記    木 村 隆 寛 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 
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午前10時00分 開議 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○服部香代 議長 

おはようございます。 

これより本日の会議を開きます。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第１ 質疑・一般質問 

○服部香代 議長 

日程第１、質疑・一般質問を行います。 

発言の通告があっておりますので、順次発言を許します。立山大二朗議員。 

［12番 立山大二朗 議員 登壇］ 

○立山大二朗 議員 

皆様、おはようございます。 

議席番号12番、清風やまがの立山大二朗です。 

発言通告により、一般質問を行います。それぞれ一般質問にてお願いします。 

まず、持続可能な介護体制の構築についてということで伺いますが、日本ではこ

このところ落ち着きを見せている新型コロナウイルス感染症ですが、新たな変異株

であるオミクロン株の出現など、まだまだ予断を許さぬ状況にあります。熊本県で

は感染者ゼロが続き、熊本県リスクレベルはレベル１、注意を維持しております。

本市におきましても、先月末時点で12歳以上の全年齢でワクチンの２回目接種を完

了された方が４万83人、接種率が87.3％と高い水準に達し、医療関係の皆様のご尽

力や市民の皆様の感染リスクに対するご配慮・ご協力のたまものとして、また本市

の皆様の本当に努力のたまものとして感染者ゼロとなっています。とはいえ、昨年

よりほぼ２年近く、人や物の交流は著しく制限され、経済的ダメージのみならず、

社会的にもあらゆる方面に影響を及ぼしています。 

今回取り上げます介護予防の分野におきましては、感染症予防の観点からやむを

得ないこととはいえ、介護予防拠点やサロンでの活動が行われない、または縮小さ

れる状況が続いてきたものと存じます。 

そこで、具体的な状況について伺います。本市の高齢化率は昨年度末で37.7％と

なっており、また平成27年度の数字ですが、高齢者の世帯数が１万1399件、そのう

ちひとり暮らし世帯が2646件と、23.2％にもなり、高齢者にとってはサロンなどの

諸活動が地域社会や人々との数少ない接点となっている場合も多く、運動や体操、

またさまざまなコミュニケーション活動により、健康づくりや認知症の予防などに

つながっているわけですが、重ねて申しますが、その感染症予防の観点からやむを
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得ないこととはいえ、体力の低下や認知症の進行による要介護認定者の増加を危惧

するところであります。 

そこで、昨年から本年の認定数について伺います。要介護者の増加は、介護保険

料の上昇にもつながります。本市の介護認定率は平成30年で19.9％、県平均とほぼ

同程度のようですし、また年齢調整済み認定率は、同じく平成30年が15.3％で、

国・県平均よりも低くなっており、本市の介護予防の取り組みがよい成果をもたら

しているというところもあります。 

しかしながら、新型コロナ禍による外出控えや諸活動の縮小など、これまでに申

し上げた事項の影響により、軽度認知障害、いわゆるＭＣＩや、加齢で筋力、認知

機能、社会性が低下し、健康と要介護状態の間にあることを指すフレイルの早期発

見と早期介入の遅れにより、本市のみならず全国的に要介護者がふえるものと予測

されます。 

第８期山鹿市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画における第１号被保険者の介

護保険料基準額、つまり月額保険料は6380円となっています。前期の基準額5560円

から上昇しているものの、準備基金１億5000万円を取り崩しての額であり、それが

なければ6620円になっていたものと存じます。これまでに申し上げたような事柄を

積み上げますと、第９期には7000円近くになり、2035年には8000円となる可能性も

あるものと存じますが、要介護者の増加による介護保険料の上昇への見通し、展望

と抑制策について伺います。 

○服部香代 議長 

これより執行部の答弁を求めます。佐藤福祉部長。 

［佐藤アキ 福祉部長 登壇］ 

○佐藤アキ 福祉部長 

ただいまの立山議員のご質問にお答えいたします。 

まず、新型コロナ禍における本市の介護予防事業の状況でございますが、これま

で熊本県が発表するリスクレベル及び本市の感染状況をもとに、その都度、事業の

休止及び時間やメニューを縮小して開催するなどの対応を行ってまいりました。 

現在は、基本的な感染防止対策を徹底した上で、通常どおり開催をいたしており

ますが、これまで長期にわたり、感染リスクレベルが高い状況が続きましたので、

議員ご指摘のとおり、事業を休止したことによる高齢者の体力低下、または認知症

の進行などが懸念されているところでございます。 

介護保険の給付や保険料への影響についてでございますが、要介護認定者数の状

況につきましては、昨年９月には3766人でございましたが、本年９月におきまして

は3763人と、ほぼ横ばいの状態で推移をしております。 
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次に、介護給付費の状況でございますが、第８期介護保険事業計画の中では、今

和３年度の介護給付費の総額を63億6400万円と見込んでおり、本年９月分までの上

半期の実績では30億2500万円と、計画の範囲内で進捗いたしております。新型コロ

ナウイルスの影響により、サービスの利用が少なかった昨年度上半期の29億9900万

円と比べますと、わずかに増加をいたしております。 

現時点では、介護保険料等への影響は特に見られておりませんが、次回、保険料

見直しを行います令和６年までの間、認定者や給付費の推移を注意深く見ていく必

要があると考えております。 

今後も、コロナ禍で体力や認知機能などの低下が心配される方に対しましては、

地域包括支援センターの看護師の訪問等により状況を把握し、通所型サービスや地

域サロンなどの各種事業へつなぐことで、要介護状態への移行を予防するよう努め

てまいります。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

立山議員。 

［12番 立山大二朗 議員 登壇］ 

○立山大二朗 議員 

認定者数については、今のところ、横ばいとの答弁でしたが、感染リスクを恐れ

ての申請控えや早期発見の遅れ、そういったことも考えられますし、また約２年間

の活動抑制による悪影響は、これから拡大していくことも考えられます。介護給付

費も2600万円ほどの微増とのことですが、答弁にありましたように、新型コロナ禍

でのサービス利用控えの影響も、そこも含んで検討する必要があるでしょう。 

保険料を払う市民の皆様に、努力した結果、やむなく負担をお願いしますと。あ

と、何の手だても打たずに負担をお願いしますでは雲泥の差がもちろんあるわけで

す。私としましても、本年３月定例会にて、介護保険条例の一部を改正する条例案

に賛成し、賛成討論も行っております。その中では、第８期、令和３年度から令和

５年度計画期間中の保険料が増加する要因として、特に後期高齢者の増加に伴うサ

ービスの増加、１人当たり年間数百万円の費用負担が生じる入所系施設サービスの

増加、介護保険制度を支える現役世代の人口減少などがある。また、介護保険制度

では、法定外繰入が認められておらず、赤字の場合は県設置の財政安定化基金を借

り入れなければならない。その場合は次期での償還が必要となり、３年後にさらな

る保険料増加が見込まれる。コロナ禍だからこそ、安定した介護サービスにより、

高齢者やご家族を支えつつ、次世代に過剰な債務を残さぬことは我々の責務として、

賛成をしました。 
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介護保険料の抑制には、長期的展望を持って方策を立てていかなければなりませ

ん。もちろん、必要なサービスは速やかに、かつ十全に提供しなければなりません

が、介護保険料の抑制は健康寿命の上昇と、本当に合わせ鏡であることを忘れては

なりません。 

そこで、先ほども言及し、また本年４月より遂行されている第８期の介護保険事

業計画についての質問を行います。 

まず、事業計画の第１部、総論、第２節、国の動向や制度改正を踏まえた計画策

定の１、介護保険制度改正の概要にて、そこでは国は、ちょっと省略しますが、保

険者機能強化推進交付金制度に基づき、市町村に自己評価を求めていますとありま

す。山鹿市の自己評価はどうようになっていますか。他の自治体では、公表されて

いるところもたくさんありますが、山鹿市の公表状況について伺います。 

また、市町村保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金、い

わゆるインセンティブ交付金、こちらの評価は県内市町村で下から３番目の評価と

のことなんですが、評価を上げる努力はされているのか。評価が上がれば交付金も

ふえるとのことですが、いかがでしょうか。インセンティブ交付金の評価を上げる

努力について伺います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。佐藤福祉部長。 

［佐藤アキ 福祉部長 登壇］ 

○佐藤アキ 福祉部長 

ただいまのご質問にお答えいたします。 

まず、介護保険事業計画の自己評価につきましては、自立支援、介護予防、重度

化防止、介護給付の適正化の４つの項目について、毎年度、自己評価を行い、結果

を熊本県に報告しております。その後、毎年度開催します介護保険事業計画策定委

員会の中で、その概要を報告いたしております。 

次に、インセンティブ交付金の評価を上げる努力についてでございます。インセ

ンティブ交付金とは、平成30年度から国が導入した制度でございまして、市町村の

自立支援・重度化防止等の取り組みを支援するための保険者機能強化交付金と、令

和２年度から追加をされた介護予防の機能を高めるための保険者努力支援交付金が

あり、各市町村の実績及び自己評価の結果に基づき、毎年度、交付額が決定をされ

ます。 

議員のご指摘のとおり、本市の交付金につきましては、まだ増額していける余地

があるものと存じております。特に地域包括支援センター及び地域ケア会議に関す

る項目であったり、介護給付費の適正化に関する項目等の評価点が比較的低い状況
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にございますので、今後、交付金の増額につながるような事業内容や実施体制の改

善に努めてまいりたいと存じます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

立山議員。 

［12番 立山大二朗 議員 登壇］ 

○立山大二朗 議員 

ただいまの答弁で、自己評価については、結果を熊本県に報告し、その後、毎年

度開催する介護保険事業計画策定委員会の中で、その概要を報告とのことでした。

せっかく自己評価をして委員会で報告をしているのであれば、その自己評価そのも

のや委員会の議事録などについて、市ホームページ等で公表していただければと存

じます。例えば、県内では天草市が詳細な取り組みと目標に対する自己評価シート

を公表しておられますし、議事録に関しては熊本市などが公開されています。介護

保険事業はやはり市民の関心も高いところです。今後の対応については、清風やま

がとしても改めて伺ってまいりたく存じます。 

また、インセンティブ交付金については、答弁でも解説していただきましたが、

こちらは厚生労働省のホームページで保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険

者努力支援交付金の集計結果についてとして、全国の全自治体の集計結果が公表さ

れています。私としては、大変悔しく思っています。本市はとりわけ認知症の予防

と支援に早くから取り組み、認知症サポーターの養成と活動の支援などの先進地と

して、新型コロナ禍による受入停止のこの令和２年、３年度を除きましては、平成

30年度、令和元年度の２年間だけでも、茨城県高萩市議会、石川県七尾市議会、青

森県三沢市議会、兵庫県加西市議会、豊岡市議会、西脇市議会、愛知県大口町議会、

山口県美祢市議会、栃木県真岡市議会などから、もう本当いろいろ列挙しましたけ

ど、それだけ多く全国から行政視察を受け入れています。このように、全国に誇れ

る対策を行っている本市が、さまざまな組み合わせの結果、県下で下から３番目と

いう状況はまことに残念です。 

ただいま答弁にありましたように、地域包括支援センター及び地域ケア会議に関

する項目や介護給付の適正化の項目についての評価が低いとの認識ですので、改善

をお願いしたいところですが、例えば地域ケア会議、これは地域の実状に応じた地

域包括ケアシステムを想定した上で、その実現のために有効と考えられる地域ケア

会議を設置・構築していくことが必要とされ、また介護給付の適正化、こちらに関

しましても、要介護認定の適正化やケアマネジメントの適正化など、専門家のスキ

ルと数に依存する部分もかなりあり、もちろんこれらに取り組んでいただく必要性
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は大いにあるものの、短期的に劇的な改善がなかなか難しいものと拝察します。 

そこで、第８期事業計画の中で、改めて具体的な取組状況を伺います。第８期の

具体的な中身として、総論の第５節、本市の現状から見えてきた課題の１、介護予

防リスクの早期発見と介護予防の早期介入、こちらの項で人口減少に対応した互助

による支え合いの仕組みづくりが必要とありますが、どのような取組状況があるか

を伺います。 

次に、２、高齢者の在宅生活を支える仕組みの項目で、困り感のある高齢者ない

し世帯が、途切れることなく必要なサービスを利用できる体制整備や地域の助け合

いによる利用しやすい多様な生活支援サービス創出、介護予防・生活支援サービス

事業の展開による新たな創出とありますが、こちらの進展を伺います。 

また、３、自立支援・重度化防止に向けた取り組み、こちらの項目で自立支援・

重度化防止に向けた新たな事業の展開とありますので、取組状況を伺います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。佐藤福祉部長。 

［佐藤アキ 福祉部長 登壇］ 

○佐藤アキ 福祉部長 

ただいまのご質問にお答えいたします。 

まず、人口減少に対応した互助による仕組みづくりにつきましては、介護事業所

や専門職によるサービスだけでなく、地域のさまざまな皆様がかかわっての支え合

いや見守りの活動が重要であると考えております。そのために、介護予防や認知症

支援などにかかわる地域の人材としてのやまがサポーターの育成や、住民主体の通

いの場づくりの支援を行っております。 

やまがサポーターの育成につきましては、昨年までの養成人数が496人でござい

まして、今年度も引き続き養成講座を継続しているところでございます。 

通いの場につきましては、現在11カ所で開設をされております。 

次に、地域の助け合いによる高齢者を支えるサービス創出のために、現在、８つ

の生活圏域ごとに、生活支援コーディネーターを配置し、活動をいただいておりま

す。生活支援コーディネーターは、介護予防や生活支援にかかわる地域の資源開発

や、支援ニーズとサービスのマッチングなどを行う人材でございます。各圏域にあ

る介護予防拠点などを運営する法人等に委託をしております。 

コーディネーターの活動実績としましては、小売店のない地域に移動販売車の巡

回を誘致されたり、ごみ出しが難しい方にお手伝いする方をマッチングするなど、

きめ細かい支援を展開されております。 

また、自立支援・重度化防止に向けた新たな取り組みといたしまして、サロンを
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初め地域で行われている高齢者のスポーツ活動や趣味活動の集まりなどに出向き、

介護予防指導や運動機能評価を行う地区巡回型介護予防普及啓発事業を行うことと

しております。新型コロナの影響により、本年度はこれまで実施を延期しておりま

したが、来年１月から新たに開催することとしております。今後も各項目事業を充

実・強化してまいりたいと考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

立山議員。 

［12番 立山大二朗 議員 登壇］ 

○立山大二朗 議員 

やまがサポーターや生活支援コーディネーターなどの取り組みについて、詳しく

答弁いただきました。また、新たな取り組みとして、サロンを初め、地域で行われ

ている高齢者のスポーツや趣味活動の集まりなどに出向き、介護予防指導や運動機

能評価を行う地区巡回型介護予防普及啓発事業について、こちらが来年１月から取

り組まれるということを答弁いただきました。 

生活支援コーディネーターについて答弁がありましたので、そこに関連するとこ

ろとして、介護人材の確保、こちらについて伺います。昨今、あらゆる業界で人手

不足が叫ばれていますが、とりわけ介護人材の不足は深刻なものとなっています。

国立社会保障・人口問題研究所による2018年３月時点での山鹿市の人口の推移予測

では、こちらが2015年を100とした場合、15歳以上65歳未満の、いわゆる生産年齢

人口は2020年の段階で88.0％、この５年間でがっと減っているわけですね。2045年

に至っては54.0％であり、つまり2015年から2045年の30年間ぐらいで半減近くする

わけですけれども、この数字に伴って労働の意思と能力を持つ、つまり働き手とな

る人口である労働力人口も大幅に減少することが確実視されています。 

一方で、要介護になる可能性が高い高齢者の数は、例えば75歳以上の後期高齢者

では、先ほどのデータを引けば、2030年に112.5％まで伸び続け、それ以降も緩や

かにしか下がりません。高齢者は伸び続け、そして下がるのは緩やか。生産年齢、

また労働者人口自体はどんどんどんどん減っていくということですね。現在でも、

介護人材が不足して大変だとされているわけですが、例えば10名で25名の要介護者

を支援している事業所では、2030年にはもう７名で25名の支援を行うことになると

予測されているようです。 

このように、さらに人材が減れば、介護サービスの提供ができなくなる可能性す

ら懸念されます。本市では、介護に関する資格取得に補助をされており、それ自体

は介護や福祉のレベル向上に資するものとして大変結構なこととは存じますが、目
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下、介護人材が不足している時勢での対策としては、残念ながら不十分なものと存

じます。 

そこで、一つの対策として、退職された高齢者の方々などに、介護を守る人材と

して働いてもらう取り組みに対し、本市から支援ができないものでしょうか。もち

ろん介護にはさまざまな分野があり、それぞれに大切な取り組みがあるわけですが、

あえて申し上げるならば、専門的な介護分野、こちらと家事支援などの分野に分離

できるものと考えます。専門性の高い分野の人材確保・育成には、こちらは本当に

時間も資金もかかるのが当然のこととして、例えばそういった資格を所持されてい

ない、先述の退職された高齢者の方々などに依頼し、掃除や洗濯、買い物などの家

事分野を行う担い手をふやす取り組みはいかがでしょう。 

本市として、住民主体の介護予防や生活支援サービスをつくり、若い働き手が不

足してもカバーできるような仕組みにつながるものと考えられます。こういったも

のが近いものがあるのは存じておりますけれども、そこの具体的な取り組みを含め、

このような退職高齢者の活用について、取組状況と見解を伺います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。佐藤福祉部長。 

［佐藤アキ 福祉部長 登壇］ 

○佐藤アキ 福祉部長 

ただいまのご質問に、お答えいたします。 

議員ご指摘のとおり、現在、さまざまな業種での人材不足が顕著となる中、介護

人材の確保についても大きな課題となっております。現時点におきましても、介護

事業所では定年を延長するなど、積極的に高齢者の雇用をされており、多くの60代

以上の方々が介護現場で既に働いておられます。 

それとあわせまして、専門職以外の資格を持たない方にも積極的にその能力を活

用して活躍いただくことが大変重要なことと考えております。 

本市におきましては、特に退職高齢者等の活用としまして、主に２つの事業を行

っております。 

１つ目は、シルバー人材センターの活用でございます。要支援認定者を含めまし

て、心身機能が低下された方を対象とする家事支援事業を山鹿市シルバー人材セン

ターに委託し、調理や掃除などの支援を行っていただいております。令和２年度の

実績としましては、43名のシルバー会員の方に活動いただき、利用者149人、延べ

日数4493日の利用があってございます。 

２つ目は、ごみ出しや買い物などの支援を行う生活支援サポーター養成及び派遣

業務を、山鹿市社会福祉協議会に委託しております。令和２年度の実績としまして、
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高齢者を中心に140人の方にサポーター登録をいただき、利用者71人、延べ日数494

日の利用があっております。 

今後も、シルバー人材センターや山鹿市社会福祉協議会、またその他の事業所の

皆様と連携をし、登録会員やサポーターの増加に向けて、周知活動や人材の掘り起

こしに努めてまいります。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

立山議員。 

［12番 立山大二朗 議員 登壇］ 

○立山大二朗 議員 

山鹿市シルバー人材センターや山鹿市社会福祉協議会に依頼し、家事支援事業な

どに取り組んでいただいている旨の答弁でした。また、定年延長など、さまざまな

形で活躍していただいているということでございました。それらは全て大変すばら

しいことと存じます。 

一方で、シルバー人材センターでは活動いただいた43人のシルバー会員の方に対

して、利用者が149人、山鹿市社会福祉協議会ではその高齢退職者を中心とした140

人、サポーター登録していただいた方々に対して、利用者が71人、取り組みや試み

は大変すばらしいものと存じますが、これは単純に告知や広報が不足しているので

はないでしょうか。事業内容としては、確実にニーズのあるものと存じますので、

必要な方々にきちんとリーチするような形での宣伝広告の面での改善があるべきも

のと拝察します。 

介護に関する 後の質問として、包括ブランチの取り組みについて伺います。先

ほども伺いました１、総論の、事業計画ですね。総論の２、高齢者の在宅生活を支

える仕組みの項目で、高齢者やその家族が地域や身近な場所で相談でき、早期支援

につながるための支援体制整備、民間事業者を視野に入れた新たな支援体制、包括

ブランチとあるんですけれども、改めて申し上げますが、地域包括支援センターは

平成18年施行の改正介護保険法により創設された施設であり、全ての市町村に１カ

所以上あるものですが、ここでいうブランチとは住民の利便性を考慮し、地域住民

からの相談を受け付け、集約した上で地域包括支援センターにつなぐ、そのための

窓口となるもののことをいいます。地域包括支援センターの皆さんが一生懸命に取

り組まれていることはもちろん存じております。その上で、サービスを利用される

方々、市民の皆様にとって、相談や支援の必要性は、もう土日も祝祭日も、早朝・

夜間もいろいろ関係なくあるものと存じます。その対応状況はいかがでしょうか。

身近な相談窓口の必要性について、どのような認識を持たれているでしょうか。こ
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れらの観点から、包括ブランチの設置に関して見解を伺います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。佐藤福祉部長。 

［佐藤アキ 福祉部長 登壇］ 

○佐藤アキ 福祉部長 

ただいまのご質問に、お答えいたします。 

地域包括支援センターは、高齢者に関する総合相談の窓口であり、本市におきま

しては市直営で、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどの専門職を配置し、

山鹿健康福祉センター内に設置しております。現在は、土日を含めた24時間体制で

の相談対応は行っておりません。 

今後、高齢者世帯や単身世帯等はますます増加すると思われます。それに伴い、

支援を必要とする対象者も増加していくことが見込まれておりますので、さらなる

相談体制の強化は必要であると認識いたしております。 

高齢者やその家族が、より身近な場所で相談ができる窓口、いわゆるブランチを

設置することも含め、より効果的な相談体制のあり方を検討し、対応してまいりた

いと存じます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

立山議員。 

［12番 立山大二朗 議員 登壇］ 

○立山大二朗 議員 

先ほども申しましたように、現在の地域包括支援センターのご尽力には敬意を表

するところですが、その担う業務が年々増加する中で、やはり直営のセンターの職

員だけで対応していくことの困難さ、現実問題として厳しいものと拝察します。繰

り返しになりますが、相談や支援は土日・祝祭日も、早朝・夜間もあるわけです。

市民のニーズに素早く対応できるといった観点も必要になってくるものと思われま

す。また形だけ、また評価の向上などの目的で制度を整備したところでは、成果は

上がらないものと存じます。 

そこで、例えばスモールスタートであれ、モデル的な取り組みを行い、これを全

市に普及・波及させていく、そういったことが諸問題の解決にとって 短ルートで

はなかろうかと存じます。 

東京大学高齢社会総合研究機構の辻哲夫特任教授、もともとは厚生労働省の事務

次官だった方なんですけど、彼の研究グループでは、幾つになっても住み慣れた地

域で、安心して自分らしく生きることとして、エイジング・イン・プレイスという
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概念を提唱されています。このエイジングには、個人の中でのエイジング、年を取

っていくということと、地域社会やコミュニティーのその成熟としてのエイジング

があるとしています。 

また、コミュニティーとして地域が持続していくためには、高齢者だけでなく、

幅広い世代、中年や若い夫婦、子供たちが健全に育っていくような環境があり、そ

の必要性があり、高齢者が生産的な活動や子育ての支援等、さまざまな社会へのコ

ミットが可能とされている地域でこそ、そのエイジング・イン・プレイスが実現で

きるものとして、特にそういった概念をいろいろまとめて、内閣官房地域活性化統

合本部の地域再生推進委員会で主導的な役割を果たされてきた田城孝雄教授や、元

内閣官房地域活性化統合事務局長の内田要氏などとの共著による、まちづくりとし

ての地域包括ケアシステムという、こちらの本で各種の事例を挙げられています。 

例えば、東日本大震災で被災された高齢者の方々に、例えば避難所の近くにちょ

っとした農作業の場所を提供する。そうするだけでも、一気に健康度が上がってい

くといいますか、要介護者が非常に増加していた中で、そういったちょっと働いた

り、地域の人と触れ合えるような活動スペースを設けるだけでも、劇的に健康面で

改善していったような事例などが挙げられているわけですね。 

先ほどの退職高齢者の活用などについて申し上げましたけれども、こちらもやり

がいを感じつつ、かつ所得の増加にもなり、また双方向的な関係性の中で、安心し

て健康に老いていけるという、そういった地域づくり、エイジング・イン・プレイ

ス、こちらにつながる活動だとも思うわけです。 

先日、清風やまがの高橋議員が、例えば企業誘致のことについて、企業誘致とい

うのは結局、持続可能なまちづくりにおいて絶対必要だと、やはり職がきちんとあ

ってこそ、若い方々も残っていけるし、ここでちゃんと暮らしていけるんだという

観点でいろいろ質問をしまして、かつ市長からも執行部からもいろいろ答弁いただ

きました。力強く推進されていくということでお話しいただきましたが、やはり企

業に来てもらうというのももちろん大事なんですけれども、じゃあちゃんと働きや

すい環境をつくるためには、住みやすい環境づくりが必要であり、結局、親が安心

して老いることができるから、子供も安心して働きに行けるとか、そういった本当

に福祉の土壌がきちんとでき上がってないと、基盤ができ上がってないと、結局、

産業の振興策だけしていっても、それは上滑りしてしまうわけですね。ですので、

こういった基盤づくりというのは絶対に大事なことと存じます。それが結局両輪と

なって、山鹿市の持続可能性の向上に資するものとなっていくというふうに考えま

す。 

いずれにせよ、介護の問題は５年後、10年後どうなるかという、本当に長期的な
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プランで、そういう長期的なスパンで検討しつつ、眼前の課題に対して、どのよう

な取り組みを行うかが問われます。先送りというものは、 悪の選択肢であり、結

果として介護崩壊を生じさせます。持続可能な地域包括ケアシステム構築のために、

まず介護分野で早急に取り組むべきと考える課題を、今回質問いたしました。今後

の対応や取組状況については、清風やまがとしても、引き続き伺ってまいる所存で

す。 

それでは、項目を改めて質問を行います。ヤングケアラー問題についてです。こ

このところ話題となっておりますヤングケアラー問題、このヤングケアラーとは、

成蹊大学の澁谷智子教授の図書「ヤングケアラー 介護を担う子ども・若者の現

実」、こちらによりますと、家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うよう

なケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行って

いる18歳未満の子供と定義してあります。つまり、通学や仕事の傍らで、障害や病

気のある家族の介護やケアを担うため、学業の遅れを生じるケース、進学や就職を

断念するケースなどがあり、どうしても家庭内という閉じた環境で発生してしまう

がために、実態の把握が困難とされてきているものでございます。 

先般、熊本県内の学校に通っている中学２年生及び高校２年生を対象に実態調査

が行われましたが、まずは本市の状況について、現状について、当該実態調査の情

報共有などがなされているか、また本市教育委員会では独自に児童を含んだところ

での、先ほど県のほうは中学２年生や高校２年生ということで生徒ですので、小学

生など児童を含んだところでの実態調査や把握がなされているか。特に学校等にお

いては、どのような取り組みがなされているか、こちらについて伺います。 

○服部香代 議長 

村上首席教育審議員。 

［村上清 首席教育審議員 登壇］ 

○村上清 首席教育審議員 

ご質問の、ヤングケアラーの本市における現状について、お答えいたします。 

実態調査は、熊本県より直接、学校に対して行われております。現時点におきま

して、その集計結果の情報提供がないために、教育委員会での把握はできていない

ところです。 

しかしながら、本市におきましては、児童・生徒への丁寧で本気のかかわりを学

校教育指導の重点に掲げ、日々の教育活動に当たっております。具体的に申します

と、各学校におきまして、教職員が子供と向き合う時間を多く生み出し、子供に寄

り添うとともに、心の状態を把握するための学校独自のアンケート等も活用しなが

ら、できるだけ早期に児童・生徒のわずかな変化も見逃さないように努力をしてい
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るところです。 

また、定期的に行われます不登校対策委員会やスクールソーシャルワーカー等の

外部専門家会議の中で、ヤングケアラーの視点を持って対応を練っております。そ

の際、外部専門家とは常に情報を共有し、連携をしながら、児童・生徒及び保護者

からの相談支援を行っております。 

今後も、ヤングケアラーの問題に限らず、不登校児童・生徒の抱える問題等と合

わせて、何でも気軽に相談できる場づくりとプライバシーに配慮しながら、その把

握について慎重に取り組むと同時に、福祉部局と連携をしながら、相談支援の強化

に努めてまいりたいと考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

立山議員。 

［12番 立山大二朗 議員 登壇］ 

○立山大二朗 議員 

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングが2018年末から2019年１月にかけて実施

したヤングケアラーの実態に関する調査研究によりますと、ヤングケアラーとされ

る子供の家族構成として、ひとり親と子供が48.6％で、ほぼ５割ですね。 多とな

っているようで、以前の一般質問でもこれは触れてまいりましたが、教育や所得の

階層固定化につながるような状況がこちらでも見受けられます。どうしてもそうい

った状況が再生産されてしまうということですよね。 

また、この調査で特徴的なのが、ヤングケアラーとして把握されている子供たち

のうちで、子供自身が自分をヤングケアラーだと認識している、こちらが何と

11.8％、１割強ですね。自分はヤングケアラーと認識していないが44.5％、わから

ないが41.1％で、何とヤングケアラーと、要するに大人から見れば認定されるよう

な子供たちのうちで、８割以上の子供が自分自身をヤングケアラーと認識していな

いことがわかっています。 

このことからも、単純なアンケート調査などを、例えば教育委員会とか、また学

校で、児童や生徒に行うだけでは、実は実態把握につながりにくいということが考

えられ、そのアンケートを実施する場合にも、その選択肢や項目上の工夫が非常に

必要になってくることがわかります。 

校務など、いろいろ負荷が拡大して、教職員の時間の捻出が大変難しいと、それ

が課題となっているということがずっと言われて久しいものがあるんですが、その

ＩＣＴの推進であったり、また部活動の地域移行などの取り組みが奏功した結果、

その答弁にあったように、児童・生徒に対して向き合う時間がふえているのであれ
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ば、そしてそれがヤングケアラーなどの問題に対して解消できるような取り組みに

つながるのであれば、それはもう大変幸甚に存じます。 

いろんなＩＣＴの導入に関しても、部活動の地域移管にしても、いろんなご批判

であったり、ご要望であったりがあるのは承知しておりますが、ただやっぱり学校

現場で一番何が大事かというと、子供と触れ合う、児童・生徒と向き合う時間をち

ゃんと教職員が取っていただく、そこが一番大事であろうと思いますので、ぜひそ

この観点で対応していただいて、推進していただいて、その上でこういった問題に

も取り組んでいただきたいと思うんですが、先ほど答弁にもありましたスクールソ

ーシャルワーカーなどの支援も受けながら、より幅の厚い対応策が今後練られてい

くものと存じます。しかし、先ほどの調査にもありますように、その実態把握とそ

の対応は、プライバシーの問題などとも重なり、実に難しいものがあるものと存じ

ます。 

そこで、先ほどの答弁では、福祉部局と連携しながら、相談支援の強化に努めて

まいりたいとありましたが、では福祉部として相談体制やヤングケアラーを把握し

た場合の支援策について、こちらを伺います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。佐藤福祉部長。 

［佐藤アキ 福祉部長 登壇］ 

○佐藤アキ 福祉部長 

福祉部におけます相談や支援策について、お答えをいたします。 

高齢者、障害者、そのほかさまざまな病気を抱える方の介護者に対する相談体制

につきましては、各課の相談窓口のほか、要介護認定や障害認定時の訪問調査員及

びサービス計画の作成を行うケアマネジャーや計画相談員などのかかわりの中で、

介護者の状況についても把握し、それぞれに対応や支援を行っております。 

それらの世帯の中で、18歳以下のいわゆるヤングケアラーが存在する可能性があ

り、ある程度の把握は可能であると考えますが、現在までのところ、そのような事

例の相談は届いておりません。 

ただ、特に子供の場合、親や兄弟、家族の介護をすることが日常化してしまうと、

自分自身のつらさや困難に気がつかなかったり、また周りに理解をしてもらえない

と思い、相談ができないままに潜在化している場合があると言われております。 

全ての関係者が、常にそのような子供がいる可能性を視野に入れてかかわること

が必要だと考えております。各課及び関係者間で共有しながら、家庭訪問等の中で、

ヤングケアラーがいると認識できた場合には、その子供の肉体的・精神的な負担を

取り除くことや、介護が必要な対象者へのサービス及び支援との両面から、家族全
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体を支える体制を整えてまいりたいと考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

立山議員。 

［12番 立山大二朗 議員 登壇］ 

○立山大二朗 議員 

答弁で、現状ではその事例の相談は届いていないものの、さまざまな福祉サービ

スのネットワークによる把握、またヤングケアラーの内面に寄り添った対応などに

ついて言及していただきました。 

肉体的・精神的なフォロー、ケアですね。本当にそういった子供たちにとって、

目の前の身近な大人だけではなく、例えば地域全体での大人であったり、近所であ

ったり、第三者のところから救いの手が伸べられる可能性があるというのは、とて

も心強いことだと思うんです。どうしても子供の世界というのは、自分の身の周り、

家族であったり、学校であったり、小さい単位になってしまいます。なかなかちゅ

うちょされるところもたくさんあると思うんですけれども、やはり教育関係者であ

ったり、行政であったりというのは、しっかりと子供を守る観点から、また地域で

しっかり育てて、また次世代に託していくためにも、積極的な取り組み方、かかわ

り方というのが必要になってくると思います。本当に難しいところが多々あると思

うので、勇み足ではいかん部分もあるんでしょうけれども、ただこういった問題が

ありますので、ご紹介を兼ねて今回伺いつつ、また対応策が練られていくものと考

えております。 

先ほど引用しました三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングの調査書では、まず

ヤングケアラーの概念の周知とヤングケアラーに対する偏見等の払拭、ケアするこ

と自体を否定せず、ヤングケアラーの選択肢を広げられるような支援が必要だと。

あと、ヤングケアラーを含めた家族支援に関する制度上の位置づけが必要だと。ま

た、子供がケアを担わなくても済むような施策・対応の充実が必要だと。そして、

ヤングケアラーの子供のメンタル面のサポートの必要性、さらにヤングケアラーの

支援を多層的に、例えば学校とかだけはなく、行政であったり、地域であったり、

民間であったり、さまざまな諸団体であったりということで、とにかく多層的に行

わないといかんだろうと。こういった提言が調査書の 後に行われています。ヤン

グケアラー問題の取り組みとして、実に参考になる調査書ですので、関心のある方

はネットで読めますのでご一読いただければと存じます。 

このヤングケアラーの前の項目では、介護予防などについて質問を行いましたが、

ただいまの答弁からもわかりますように、実はヤングケアラーの問題も多くは地域
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包括ケアシステムの中で把握され、対応されていく部分が大きくあるものと存じま

す。地域包括ケアの概念は、いわゆる高齢者とかだけのものではなくて、市民の皆

が共有し、地域で共生できる社会の構築を行っていくものであるということを改め

て認識、そして確認しつつ、今後の取り組みに期待しまして、私の一般質問を終わ

ります。 

○服部香代 議長 

以上で、立山議員の一般質問は終了いたしました。 

ここでしばらく休憩いたします。 

午前10時53分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午前11時04分 開議 

○服部香代 議長 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次の通告順により、勢田昭一議員の発言を許します。勢田議員。 

［15番 勢田昭一 議員 登壇］ 

○勢田昭一 議員 

皆さん、おはようございます。 

議席番号15番、勢田昭一です。 

発言通告に従い、質疑を１点、一般質問を２点行います。それぞれに一問一答で

お願いをいたします。 

それでは、質疑の１点目です。12月定例会に議案として上がっております、議案

第68号 金融機関の指定の変更についてであります。合併後、今まで長い間、指定

金融機関としてＪＡ鹿本、鹿本農業協同組合であったかと存じます。今回変更する

とのこと、そこで次の２点について、１つ目が変更の理由、２つ目が変更決定まで

の方法と経過、以上２点についてお尋ねをいたします。 

○服部香代 議長 

これより執行部の答弁を求めます。森会計管理者。 

［森和夫 会計管理者 登壇］ 

○森和夫 会計管理者 

勢田議員の質疑、議案第68号 金融機関の指定の変更についての１点目、変更理

由についてお答えいたします。 

県下14市の指定金融機関は、農業協同組合が、菊池市、合志市、宇城市、上天草

市、山鹿市の５市であり、その他の９市は、株式会社肥後銀行となっております。 

指定金融機関については、本市の公金取扱検討委員会において、合併後10年目に
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総括的検証、その後、３年ごとの定期検証を行っており、その間、特に問題なく承

認されております。 

一方で、長引く低金利政策により、鹿本農業協同組合の公金預金の運用収益等は

減少し、公金出納事務に係る経費が上回っている状況です。そのような中、鹿本農

業協同組合から、会計課窓口経費の負担及び会計課窓口対応時間の短縮の要望があ

りましたので、本市の公金取扱検討委員会の検討結果を踏まえ、鹿本農業協同組合

と協議を行ったところ、令和３年度から会計課窓口経費を本市が負担すること、会

計課窓口対応時間を午前９時から午後４時までに短縮することになりました。 

このように、金融・社会情勢の変化により、他の金融機関との条件の差がほぼな

くなったことから、指定金融機関の選定条件を整理して、公募による選定を行うこ

とが望ましいと、本市の公金取扱検討委員会で判断したものです。 

次に２点目、変更決定までの方法と経過についてお答えいたします。選定の方法

は、指定金融機関候補者選定委員会を設置し、公募型プロポーザル方式により実施

しております。また、その経過は７月14日に第１回選定委員会を開催し、７月19日

に公募の公告を行い、７月28日に説明会を開催しております。そして、８月19日の

第２回選定委員会において、鹿本農業協同組合及び株式会社肥後銀行の２者による

プレゼンテーション審査を行い、選考の結果、株式会社肥後銀行が､本市の指定金

融機関候補者として選定されました。 

なお、今回の指定金融機関の変更後においても、鹿本農業協同組合には、引き続

き、収納事務を担っていただくため、市民の皆様には何ら支障はございません。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

勢田議員。 

［15番 勢田昭一 議員 登壇］ 

○勢田昭一 議員 

今の答弁にもありましたように、変更理由は明快に答えられていると理解できま

した。それから、こういった金融機関を指定する中で、公金取扱検討委員会や選定

委員会が設置されていること、そこで十分な検証・審議をなされていることもわか

りました。 

そして、 後に今までの金融機関が変わっても、市民にとっては何ら支障がない

ということまでわかりました。私たちは細部のことまで聞いて、やっと理解するわ

けですけども、一般の方々は勝手に市役所が農協から肥後銀行に変えたんじゃない

かなという発想をお持ちですので、こういう質問をさせていただきました。 

これまでも、ＪＡ鹿本とは友好な関係にあったはずです。今回のことでお互いに
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共通認識をされ、これからもよりよい関係を築いていってほしいと強く要望いたし

まして、この質疑を終わります。 

次に、一般質問に移ります。 

新型コロナの後の地域振興と活性化対策について伺います。皆さんは、昨年の流

行語大賞、何だったか思い出されますか。三密という言葉です。密閉・密集・密接

の言葉どおり、大変厳しい生活環境でした。ご案内のとおり、各種の祭りやイベン

トの中止を余儀なくされた現実があります。これまでの祭りやイベントをつくり上

げ、支えてこられた方々が高齢になられております。 

そこで、次の３点について質問をいたします。１つ目に、この２年間で地域活動、

特に旧地域の祭りへの影響状況はどうであったのか。２つ目に、その地域活動の再

構築に向けての対策はどうなっているのか。そして、３つ目に、高齢化率の現状に

ついて伺います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。中尾市民部長。 

［中尾雄二 市民部長 登壇］ 

○中尾雄二 市民部長 

ご質問のコロナ禍における地域活動等への影響及び再構築に向けた対策について、

お答えいたします。 

新型コロナウイルス感染症の拡大は、私たちの日常生活、働き方、経済活動など、

社会全体の仕組みを一変させ、これまで当たり前として行ってきた行動が抑制・制

限されることとなりました。感染防止の観点から、閉ざされた空間での人の集まり、

接触する行為が極力避けられ、多くの集会、イベント等の行事、例えば山鹿灯籠ま

つりのように、市外から多くの人々が集まるものから、地区や自治会単位の身近な

ものまで、中止または縮小を余儀なくされました。 

お尋ねの、地域の祭りにおいても、かほくまつりと鹿央まつりは２年連続で中止、

かおう里山まつりは見学のみと縮小され、かもと招魂祭は昨年度が中止で、本年度

は現在協議中であります。また、きくかまつりにおいては、内容の見直しと規模の

縮小を行いながら、昨年度が棚田の灯り、本年度がスカイランタンを使った祭りを

開催されています。 

地域のまつりは、それぞれの特色を生かし、多くの地域住民が参画しながら、相

互の交流や地元経済への貢献、伝統文化の継承など、地域コミュニティーの維持・

活性化に大いに寄与し、重要な役割を果たしております。 

令和４年度に向けましては、十分に感染対策を講じ、コロナ禍においても開催可

能な新しい祭りとして、地域振興の目的に沿ったものとなるよう支援してまいりた
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いと考えております。また、地域の祭りの継承にあっては、その主体となる住民の

高齢化も懸念されるところであります。 

お尋ねの、高齢化率の現状につきましては、令和２年国勢調査におきまして、全

国で28.7％、熊本県31.6％である中、山鹿市全体が38.1％、地域別では、山鹿地域

35.6％、鹿北地域47.4％、菊鹿地域44.7％、鹿本地域36.2％、鹿央地域41.9％とな

っております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

勢田議員。 

［15番 勢田昭一 議員 登壇］ 

○勢田昭一 議員 

今の答弁にもありましたように、地域での祭りの状況は、コロナ禍の中で中止あ

るいは縮小、あるいは違う形で開催されていることなどの現状がよくわかりました。

また、次年度は感染対策を講じ、コロナ禍においても開催可能な新しい祭りをした

いという意気込みを確認することができました。 

後の答弁の中には、高齢化率をお尋ねをいたしました。皆さん聞かれていかが

だったでしょうか。高齢化率の高さに私自身びっくりいたしております。山鹿市全

体としても38.1％、熊本県平均の31.6％を6.5ポイントも上回っております。地域

ごとに見れば、すごい高齢化率になっております。先般、山鹿市社会福祉協議会に

お尋ねをして、山鹿市内における も高い行政区の高齢化率はどれくらいですかと

お尋ねをしました。返ってきたのが78.3％と、本当にびっくりしたところでござい

ます。 

そういった祭りの現状、あるいは高齢化率の現状、では２回目の質問に移ります。

このような状況を認識され、これからの地域振興と活性化対策をどのように考えて

おられるのか、またその方向性を早田市長に伺います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。早田市長。 

［早田順一 市長 登壇］ 

○早田順一 市長 

新型コロナウイルスの感染拡大は、人々の生活様式のみならず、集団行動のあり

方、行事等の手法を根本から見直され、地域組織や自治会における活動も中止・縮

小を迫られるなど、その活動は大きく制限されております。 

一方で、先日公表されました令和２年国勢調査においては、本市人口が４万9025

人と、初めて５万人を切り、前回５年前の調査から6.2％減少という結果でありま
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した。 

地域活動を大きく左右するこれらの要因により、これまで地域住民によって継承

されてきた祭りや伝統・文化、地区のつながりによって維持されてきた生活環境や

福祉・防犯に係る活動など、その存続が危ぶまれている状況です。 

ただ、そのような中にあって、創意工夫を凝らした取り組みにより、明るい兆し

も見えてきています。菊鹿の若者を中心とした有志の集まりによって企画された、

きくかまつり代替イベントは、基本的な感染対策を講じながら、地域住民の行動力

と団結によって幻想的な光景をつくりだし、盛り上がりを見せました。また、全国

各地においても、コロナに負けず地域の活性化に資する取り組みを行っている事例

も数多くあります。 

これらを参考にしながら、地域住民にとって も身近な市民センターがその窓口

となり、これまでの歴史・伝統を引き継ぎながらも、新しい祭りとして再構築して

いけるよう、地元実施団体への支援・協議に努めてまいります。 

第５波収束後、落ち着いていたコロナ感染症でありますが、国内において新たな

変異株が確認され、まだまだ安心できない状況にある中、今回の国勢調査結果は本

市が直面する人口減少、高齢化問題に全力で取り組む必要があると、私自身、改め

て強く危機感を抱きました。 

このような実情を、適切な情報発信と市民の皆様との対話を重ねながら共有し、

地域において生きがいをもって生活し、地域を支える活動が維持できるよう取り組

んでいく所存です。 

○服部香代 議長 

勢田議員。 

［15番 勢田昭一 議員 登壇］ 

○勢田昭一 議員 

人口減少と高齢化問題に全力で取り組むということで、市長の力強い決意をあり

がとうございました。私は、この間、新型ウイルス感染症を踏まえて、戦後1945年

からの地域づくりを基本に、再構築するときだと考えております。 

こんな事例がございます。ワクチンの予防接種、ひとり暮らしの母がなかなか申

し込めないと、身寄りもいないということで、東京から友人が電話をしてくれまし

た。 

それから、２つ目には、集中豪雨のときに、避難所で市民センターまで行くのは

遠い、地区の公民館でできないだろうかということ。 

それから、３つ目は、先ほど立山議員の質問の中にもありましたけども、高齢者

の憩いの場所、サロンですね。こういうことがないので寂しいという声も聞いてお
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ります。 

ここでは３つの事例だけを挙げましたが、そのほかにもたくさんのことがありま

す。私は、その地域づくりの再構築は自治公民館の活用が も有効であると考えま

す。自治公民館にパソコンを設置し、各家庭にはそのパソコンとつながるタブレッ

トを導入することを提案いたします。 

今の時代は、情報をいかに早く正確に、個人または家庭に届けるかです。市長が

来春設置を考えておられる総合戦略室の中で構想を考えられることを希望し、この

質問を終わります。 

次の質問に移ります。本市における文化振興と展望についてであります。私は、

11月28日、熊本市であった鞠智城を考えるシンポジウムに参加をいたしました。こ

れまでも過去３回出席をし、お話を拝聴いたしました。そのシンポジウムで感じる

ことは、鞠智城が歴史的にもすばらしく、とても価値が高いということでございま

す。早田市長は、12月定例会の冒頭挨拶でなされましたが、ご案内のとおり、市内

の児童・生徒の活躍がマスコミややまがメイトで発信されております。その活躍に

感動しているところでもあります。 

そこで、１回目の質問です。2021年において、市内の児童・生徒の活躍と、その

各種大会、九州大会、全国大会に出場する場合の支援体制を伺います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の、児童・生徒の活躍状況について、お答えを申し上げます。 

まず、体育面では、先月開催されました熊本県中学校総合体育大会駅伝競走大会

に、男子は鹿本中学校と山鹿中学校、女子は山鹿中学校と米野岳中学校の男女４チ

ームが出場をいたしております。 

結果は、ご案内のとおり、男子の鹿本中学校、女子の山鹿中学校が、ともに優勝

をし、一昨日開催されました九州大会並びに今月19日に開催されます全国大会へ出

場をいたします。また、男子の山鹿中学校は13位、女子の米野岳中学校は15位と、

後まで粘り強い走りを見せてくれております。なお、一昨日、佐賀市で開催され

ました九州大会では、女子の山鹿中学校が４位、男子の鹿本中学校が２位と、上位

入賞を果たしております。 

続きまして、文化面では、特に合唱関係において、すばらしい成績を残してくれ

ております。まず、山鹿中学校合唱部が、ＮＨＫ学校音楽コンクール熊本県大会で

金賞、同じく九州・沖縄ブロック大会で金賞、全国大会では優良賞を受賞しており
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ます。 

また、山鹿小学校がＮＨＫ学校音楽コンクール熊本県大会で金賞、山鹿小学校及

びめのだけ小学校が熊本県合唱コンクールで金賞、めのだけ小学校が九州合唱コン

クールで金賞、同じく山鹿小学校が銀賞、さらにめのだけ小学校は全日本合唱コン

クール全国大会で銀賞を受賞いたしております。 

このほかにも、熊本県科学展において、平小城小学校３年生全員が熊日ジュニア

科学賞を受賞いたしております。 

次に、大会出場に関する支援体制につきましては、山鹿市立小・中学校の体育活

動及び文化活動遠征費補助金交付要綱に基づきまして、中学校体育連盟が主催する

大会においては、補助対象経費の全額を、各種目競技協会や連盟等が主催する大会

は、補助対象経費の２分の１を補助し、児童・生徒の体育活動及び文化活動に対し、

市といたしまして継続的な支援を行っているところでございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

勢田議員。 

［15番 勢田昭一 議員 登壇］ 

○勢田昭一 議員 

今、答弁にありましたように、児童・生徒の活躍は、市民に元気と勇気を与えて

くれます。また、地域の活性化にかなりの貢献が期待をされます。そして、それは

スポーツ面ばかりでなく、文化面での活躍もあるということです。まさに、スポー

ツ活動と文化活動は、車の両輪のごとくあるべきです。この両輪のごとくを実践し

ているのが市内の児童・生徒たちであると考えます。 

それでは、２回目の質問に移ります。９月定例会での立山議員の質問と重複する

ところもあるかと存じますが、質問をさせていただきます。 

本市における文化課の廃止時期とその理由を伺います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の、文化課の廃止時期とその理由について、お答えを申し上げます。 

本市では、平成26年４月１日付で、組織改編と事務分掌の見直しが行われており

ます。 

当時の改編において、教育委員会関係では、保育園と幼稚園の特性を生かしなが

ら、就学前教育と子育て支援の充実を図るために、子ども課が新設をされておりま
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す。 

あわせて、お尋ねの文化課は、その改編の際、文化振興を生涯学習の分野に位置

づけることで、より相互に連携・強化が図られることから、文化課と社会教育課が

統合され、新たな社会教育課が編成されております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

勢田議員。 

［15番 勢田昭一 議員 登壇］ 

○勢田昭一 議員 

文化課の廃止の時期、その理由の説明をいただきました。平成26年４月に、組織

改編と事務分掌の見直し等で廃止されたことがわかりました。そして、新たな社会

教育課として設置されたことも確認することができました。 

では、３回目の質問に移ります。文化課廃止後の具体的な対策と経過について伺

います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の、文化課統合後において、お答えをいたします。 

平成26年４月の組織改編により、社会教育課に管理係、生涯学習係、文化係が配

置をされ、現在に至っております。 

これにより、課としての機動的かつ一体的な取り組みが可能となり、イベントの

運営や施設管理等に関して体制が強化をされ、文化振興面はもとより、生涯学習分

野での充実が図られてきております。 

例えば、生涯学習講座の歴史部門での企画立案での連携、文化協会の活動支援な

ど、生涯学習や文化団体の育成支援の分野で、特に社会教育と連携した文化行政が

行われるようになり、効果があらわれているところでございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

勢田議員。 

［15番 勢田昭一 議員 登壇］ 

○勢田昭一 議員 

その後の経過も理解できました。執行部としては、文化振興に効果が出ていると

いう評価をされているという判断ですね。どの尺度で点検するか、あるいは評価す
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るかも考える必要があると存じます。この部分については、再度検証を要すると考

えております。 

それでは、４回目の質問に移ります。山鹿の文化・伝統はたくさんあります。今、

浮かんでくるだけでも20個ぐらいはあります。私自身、文化・伝統には素人です。

そこで、執行部が考える山鹿市の文化・伝統を要約すると、どんなふうになるのか

伺います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の、本市の文化・伝統について、お答えを申し上げます。 

ご案内のとおり、本市には国内有数の国指定文化財のほか、熊本県及び市が指定

をいたします各種文化財が、市内随所に多数所在をしております。その数は、国指

定文化財11件、熊本県指定文化財19件、市の指定文化財に至りましては159件の歴

史的遺産を有し、その数は県内でトップクラスで、古代からの当地の繁栄を物語っ

ております。 

中でも、チブサン古墳や弁慶ケ穴古墳などの装飾古墳は、全国で660基が確認さ

れており、そのおよそ１割に当たります63基が本市に集中をし、装飾古墳のメッカ

ともいわれております。 

また、八千代座にあっては、小屋本体はもちろんのこと、附属いたします施設や、

興行記録、決算書などの史料が残る、芝居小屋としては国内唯一で、日本の伝統・

文化を代表する価値ある文化資源でございます。 

さらに、方保田東原遺跡は、これまで全国でも出土例が少ない巴形銅器や家形土

器、出土品では国内唯一の石包丁形鉄器や、吉野ヶ里遺跡をはるかにしのぐ、多数

の青銅製の鏡が発掘されるなど、その調査には国内外から広く注目されている弥生

時代の集落遺跡であります。 

それから、時代が下り７世紀後半の史跡、鞠智城跡に至っては、古代の山城とし

てほかに例がない木簡や、朝鮮半島との交流があったことを裏づける百済系銅像菩

薩立像などが発見をされております。 

そのほかにも、山岳信仰で知られます康平寺にある、平安時代に作られた木造地

蔵菩薩立像などの仏像群や、江戸時代に築造をされた鹿北地区の田中橋などの石橋

も多数残っております。 

一方、伝統文化の分野では、鹿北茶山唄を初め、各地区に伝わる神楽や雨乞い踊

りなどが有形・無形の民俗文化財として、地域住民の方々により大切に保存・継承、
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受け継がれているところでございます。 

これら、他に類を見ない貴重な文化財や伝統文化は、本市の宝であり、これから

も市民の皆様の郷土愛を育み、誇りにつながるよう、教育委員会といたしましても

大切に保存・継承に努めてまいりたいと考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

勢田議員。 

［15番 勢田昭一 議員 登壇］ 

○勢田昭一 議員 

各種団体の指定文化財、それから装飾古墳、八千代座、方保田東原遺跡、鞠智城

跡、それから仏像群、石橋群、伝統芸能という形で、８つに分類するとわかりやす

く、また覚えやすくもありました。今の言葉を聞くと、誰にでも説明ができるよう

な気がいたします。今後は、このような分類をぜひ広報していただくことを希望い

たします。 

後の質問に移ります。私は、12月５日、八千代座で開催された第８回ふるさと

自慢こども祭りを見学してきました。感動したのは、山鹿市内の子供たちの表現力

です。まさに山鹿の文化を守り、つないでいることです。そして、新しい文化をつ

くり出しているということです。守り、つないでいる演舞には、目頭が熱くなりま

した。特に鹿北中学校の全校生徒による合唱、あるいは茶山唄など、目頭が本当に

熱くなりました。そして、ヒップホップなどの新しくつくり出された演舞には、活

力を注ぎ込まれました。このように、子供たちの活動はすばらしいものがあります。 

そこで、質問です。本市における文化振興計画の策定と審議会の設置について、

堀田教育長に伺います。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。堀田教育長。 

［堀田浩一郎 教育長 登壇］ 

○堀田浩一郎 教育長 

ご質問の文化振興計画の策定と審議会の設置について、お答えをいたします。 

本市におきましては、文化振興計画を策定しておりませんが、山鹿市総合計画及

び山鹿市教育基本計画によりまして、教育行政の基本方針を定め、体系的な事業展

開と効率的な行政運営を図っているところでございます。 

今年度策定しました山鹿市教育大綱の中で、基本理念は「古人（いにしへ）に学

び つながり 支えあう“ふるさと山鹿の創造”」としました。これは、長い歴史

に培われた本市の伝統・文化、市民の気質等を礎に、一人一人が地域を担う当事者
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としてみずから行動し、つながり、未来に向かって、活力あふれるふるさと山鹿を

築いていこうというものでございます。 

伝統文化や文化の振興につきましては、基本目標の中でふるさと山鹿に関心を持

ち、探求する学びの推進を掲げております。これは地域の文化財や歴史などに興味

を持ち、深く掘り下げて学んでいこうというものでございます。目標達成に向け、

市民一人一人が郷土を愛し、誇れる文化行政を展開してまいりたいと考えておりま

す。 

ご指摘の文化振興計画の策定と審議会の設置につきましては、今後も調査・研究

の対象として、国や県、県内各自治体の動向等を把握しながら、前向きに対処して

まいりたいというふうに思っております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

勢田議員。 

［15番 勢田昭一 議員 登壇］ 

○勢田昭一 議員 

山鹿市総合計画、山鹿市教育基本計画、教育大綱の中で網羅しているとの答弁で

したが、文化庁や熊本県でも文化振興計画を策定しています。どうぞ執行部で調

査・研究を進められることを要望して、この質問を終わります。 

さて、今回の一般質問は、コロナ禍後の対策として、地域振興と文化振興に絞っ

てお聞きをいたしました。山鹿の子供たちが演舞、パフォーマンスで表現している

守ること、つなぐこと、創り出すことに負けないような施策をお願いをいたします。 

今年の流行語大賞は何だったでしょうか。リアル二刀流、ショータイムでした。

昨年の三密からすると、新しい展開を求めているような言葉であったかと存じます。

プロ野球界の常識を超えた言葉です。来春設置を予定されている総合戦略室で、市

長を初め、職員一丸となって、常識を超える施策の提案を期待して、私の質疑・一

般質問を終わります。 

○服部香代 議長 

以上で、勢田議員の質疑・一般質問は終了いたしました。 

ここで昼食のため休憩いたします。午後１時から再開いたします。 

午前11時46分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午後１時00分 開議 

○服部香代 議長 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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次の通告順により、有働辰喜議員の発言を許します。有働議員。 

［16番 有働辰喜 議員 登壇］ 

○有働辰喜 議員 

皆様、こんにちは。 

議席番号16番、有働辰喜です。 

発言通告に従いまして、スクールバスの発注業務に関して一般質問をいたします。 

私は、山鹿市が市内小中学校７校を対象に行っている遠距離通学対策事業のスク

ールバス運行管理業務委託の発注に関して、２つの問題点があると訴えて質問を続

けています。 

１点目は、貸し切りバスを使用した業務委託の運賃算出のもととなる時間制運賃

が２時間多く計上されており、過大積算であること。２点目が、自家用車である市

所有バス使用案件も、指名型プロポーザルで発注された結果、対象校７校全ての委

託契約が１社であることです。 

そこで、私は２つの問題点の解消に、議会の力を借りて何とか見直しを図るため、

先の９月定例会中において、このままでは貸し切りバス使用の委託業務は１日２時

間分、現在の委託契約では３時間分の時間制運賃が過大に支出され続けること。ま

た、指名型プロポーザルでは、１社独占が続く可能性が高く、仮に委託事業者が行

政処分を受けた場合、スクールバス全ての運行がとまる危険性を含んでいること。

山鹿市が採用目的として掲げる価格競争ではなく、安全安心な運行を確保すること

と納税者である市内事業者に受注機会を提供する目的で導入したと推察する指名型

プロポーザルでの発注は、結果として入札参加事業者数の激減、直近では７件の発

注に参加事業者３社、３件が２社の参加、４件は１者のみの参加という結果を招き、

市内バス事業者の受注機会を奪っていることなどを説明し、この問題解消を目的に

特別委員会の設置を議会に申し入れをいたしましたが、協議の結果、所管の委員会

が事務調査として実施することとなり、特別委員会の設置は見送りとなりました。 

閉会中の去る10月20日、所管事務調査が開かれ、執行部からの説明を受けたと承

知をしていました。そんな中、所管事務調査に対する説明資料と思われる書類が山

鹿市議会より貸与されているタブレットにアップされ、内容を確認しましたが、期

待した所管事務調査でも従来の説明に終始をしています。 

私が、運賃算出が過大積算だと問題提起をし、一般質問を続ける理由は、見直し

をやってもらうために、やれることはそれしか方法がないからです。なぜかと言い

ますと、国が発出した運賃計算を示した公示や事務連絡であっても、その中で違法

行為、いわゆる法違反対象項目は限られています。過大積算と問題視する時間制運

賃２時間分も違法ではないのです。したがって、必要以上の税金が支出されていて
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も、やめなさいとは言えないのです。残念ですが、私にできることは見直しを訴え

続けることだけです。 

そこで、きょうは私が問題視する懸念事項に対しての説明資料であると思われる、

この所管事務調査資料を使用して質問を行いたいと思います。確認ですが、この資

料が今回の所管事務調査の 終回答とその説明資料と捉えてもよろしいのでしょう

か、お伺いをいたします。 

○服部香代 議長 

これより執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

有働議員お尋ねの説明資料につきまして、お答えいたします。 

今回の資料は、10月20日に開催をされました総務文教常任委員会の所管事務調査

において求められた事項について、後日提出したものでございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

有働議員。 

［16番 有働辰喜 議員 登壇］ 

○有働辰喜 議員 

タブレットに添付をされました資料が、所管事務調査で答弁をされました内容の

報告書と確認ができましたので、この資料をもとに質問をいたします。 

タブレットにある資料ですので、タブレット資料１及び２とかいう具合に紹介を

させていただきます。資料が添付されているページにつきましては、タブレットの

サイドブックス、常任委員会、令和３年９月定例会、総務文教、所管事務調査と順

にクリックしますと、資料がアップされたページになります。傍聴席の皆様には申

し訳ございませんが、配付資料ではありませんので、資料が配付できません。ご了

承をお願いいたします。 

それでは、過大だと指摘をしています時間制運賃算出基準について、お尋ねをい

たします。国は平成24年４月に発生した関越道高速ツアーバス事故を受けて、新た

な運賃・料金制度を定め、一般貸切旅客自動車運送事業（以後は貸し切りバス運送

事業と呼ばさせてもらいます）の運賃・料金の変更命令を一部改正し、平成26年３

月26日付で公示をいたしました。それがタブレット資料の２であります。 

その改正内容のうち、ここでは問題としております時間制運賃についてだけ見て

みます。時間制運賃算出方法は、出庫前及び帰庫後の点検・点呼時間として１時間

ずつ、合計２時間と、走行時間（出庫から帰庫までの拘束時間をいい、回送時間を
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含む）を合算した時間に、１時間当たりの運賃額を乗じた額とする。ただし、走行

時間が３時間未満の場合は、走行時間を３時間として計算した額とすると規定をさ

れております。 

その後、発出をされた貸し切りバス使用によるスクールバス運送を行う場合の運

賃計算の考え方が示された事務連絡がタブレット資料３であります。学校教育法の

規定に基づく、学校などの児童・生徒等の登下校時にスクールバス運送を貸し切り

バス運送事業により行う場合の運賃及び料金についての考え方と関係事業者への周

知徹底を求めています。 

この事務連絡の重要なところは２点、まずは項目１のスクールバス運送における

運賃については、１日に行われる当該運送を１つの運送として計算することができ

る。２点目は、項目２として、地方自治体、教育委員会が貸し切りバス運送事業者

との間で締結する年間契約等に対する取り扱いについては、項目１の計算方法が適

用できると書かれております。 

この事務連絡については、その後も国土交通省やバス協会、文部科学省、都道府

県教育委員会などが、新年度の積算に対応してもらうため、平成26年11月から平成

27年１月末にかけて集中的に関係傘下会員や組織に対して、おのおの複数回、周知

徹底を図るよう、事務連絡や依頼文が発出されています。 

山鹿市も、当時既にスクールバス運行の委託業務を行っており、本事務連絡に関

しては、県教委やバス協会などを通して、この内容は当然承知していたと推察をい

たしますが、求められていた教育委員会や学校関係者への周知徹底は、どのように

行われたのかをお伺いいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の、通知の周知方法等について、お答えをいたします。 

通常、国・県からの通達や通知は、県、または県を通じ、基礎自治体のその事務

を所管する部署へ、まずは電子メールで送信される方法が取られております。 

お尋ねの通達についても、所管する部署へ同様に周知が図られていると思われま

すが、既に文書等の保存期限が過ぎておりますので、どのような方法で、いつごろ

周知徹底されたか、確実なところは把握できない状況にございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

有働議員。 
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［16番 有働辰喜 議員 登壇］ 

○有働辰喜 議員 

退職や人事異動で、当時の担当職員がいなくなったり、文書管理規程等で連絡文

などは処理されたということでしょうか。ただ、このタブレット資料３は、タブレ

ット資料２で、１つの運送として計算した運賃よりも、現契約の運行内容で見ます

と、１日の時間制運賃が５時間から 大７時間は安くできる考え方が示された、と

ても重要な事務連絡ですので、勉強会はあったと思いますが、把握できていなけれ

ば仕方ありません。 

次の質問に移ります。私は、当市議会の平成29年６月定例会と令和２年６月定例

会の一般質問で、貸し切りバス使用案件で時間制運賃算出基準を７時間とした根拠

説明をお尋ねをし、次のような答弁をいただきました。平成29年６月定例会では、

同年４月３日開札の入札案件に対する質問への答弁で、運送形態には言及がなく、

通常の安全点検以外にも室内の整理、児童の忘れ物の確認など、点検が多岐にわた

ることから、運行時間を１時間、点検整備時間を６時間として、合計時間を 低７

時間としたとの答弁でありました。 

令和２年６月定例会では、令和元年11月発注案件に対して答弁を求め、午前・午

後を別の運送とする考え方を適用し、 大10時間であるが、必要 小限と考える運

行時間として１日当たり合計７時間を積算根拠としているとの答弁でございました。

そして、今回の所管事務調査への報告では、１つの運送とする考え方を適用し、走

行時間３時間、点検・点呼時間４時間の計７時間との説明であります。令和２年６

月定例会での質問対象案件であるにも関わらず、運送形態が今回の説明では１つの

運送、前回の説明では２つの運送と、全く支離滅裂であります。 

時間制運賃算出の基準となる７時間だけは、なぜかどれも同じですが、根拠説明

に納得できるものは１つもございません。納得できない理由は、どの説明もタブレ

ットの資料２、タブレット資料３に示された時間制運賃の運賃計算方法に合致して

いないからであります。２件の業務は、同じ小学校の児童の登下校送迎を同一内容

での発注にもかかわらず、答弁の都度、時間制運賃算出の積算根拠が変わるのはど

うしてでしょうか。明快な理由をお尋ねいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の積算根拠に対するこれまでの答弁について、お答えをいたします。 

平成29年６月定例会の答弁と、令和２年６月定例会の答弁は、異なる期間の契約
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内容について説明したもので、平成29年度から３年間の契約に対する事業実績等を

精査した上で、令和２年度からの契約に反映した前と後での答弁でありますことか

ら、この２回の答弁の内容には違いがございます。あわせて、令和２年６月定例会

と今回の所管事務調査での説明は違うとのご指摘でございますが、説明の方法、表

現にこそ多少は異なるとは思いますが、時間制運賃の積算に関しましては、同様に

捉えているところでございます。 

根拠といたしまして、令和２年６月定例会では、本市においては、貸し切りバス

が年間を通してスクールバス用として使用されているわけではなく、登下校時間以

外で通常の貸し切りバスとして使用される場合も想定されるため、午前・午後を

別々に運送した場合の考え方を適用した上で、必要 小限と考える運行時間とし、

１日当たり合計７時間を積算根拠としているものと説明をしております。具体的に

は、本市は貸し切りバスのスクールバス契約について、登下校間のバス利用は制限

を設けておらず、日中は営業として貸し切りバスの利用を可能としています。 

また、資料３の自動車局旅客課長通達の参考資料、スクールバスの時間制運賃を

低５時間とできる場合の考え方は、スクールバスが登校後から下校前の間は、帰

庫していることを前提としているもので、日中のバス利用までは拘束していない本

市との契約内容において、この計算方法は適用とはなりません。 

なお、 も長くなる場合で10時間とする積算の仕方もございますが、本市の場合、

10時間は実情に合わず、登下校を１つの運行とした場合の考え方を採用し、点検・

点呼が４時間、走行時間が３時間の合計７時間としたものでございます。所管事務

調査でも、これを根拠にご説明をしており、資料４の下段の表、今回の設計の欄に

お示しをしているとおりでございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

有働議員。 

［16番 有働辰喜 議員 登壇］ 

○有働辰喜 議員 

答弁をお伺いしますと、そもそもが私と運賃計算の考え方の認識が違います。貸

し切りバスの運賃計算方法、タブレット資料２と、スクールバスとしての計算方法、

タブレット資料３が混同をされております。説明すると長くなりますので、ここで

は 大10時間ということは、タブレット資料２、運賃計算方法に書かれた時間制運

賃は、１つの運送は 小で５時間ですので、午前と午後の２つの運送として運賃計

算をしたということになります。それを７時間にすることは、国の示した貸し切り

バスの運賃計算方法に反しております。 
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また、経費削減のため、１つの運送とした場合を採用し、点検・点呼時間４時間、

走行時間３時間で７時間としたとの答弁ですが、点検・点呼を４時間とするならば、

２つの運送という考え方になりますので、10時間になります。答弁のもう１つの運

送であるなら、点検・点呼時間２時間と、出庫から帰庫までを拘束をいたしますの

で、例えば朝の７時から夕方17時までの10時間が走行時間となり、合計12時間の時

間制運賃となります。この時間も７時間にしますと、公示された運賃計算方法のル

ールに反しております。貸し切りバスによるスクールバスを１つの運送として計算

をすると、タブレット資料３の 小５時間になるということと、その登校と下校時

間の間の空き時間は拘束をされてないということだけを申しておきます。 

次に、山鹿市の積算の考え方が書かれておりますタブレット資料４に関して、質

問をいたします。この貸し切りバス積算の時間制運賃の考え方として、一番上の枠

に 低限スクールバス特例と表記をされ、タブレット資料３の事務連絡、つまり貸

し切りバス事業者により、スクールバス運送を行う場合における運賃の計算方法を

使用しての考え方が書かれております。中央の枠、２枠目には 大限と表記をして、

タブレット資料２に基づき、午前と午後の運送を別々とした運賃の計算方法が書か

れております。 後の枠、３枠目には今回の設計見積上限額と表記をされ、山鹿市

が令和元年11月にプロポーザルで発注し、現在支払っている運行管理業務委託費の

積算の考え方が書かれております。 

まず、お尋ねをいたしますのは、今回発注をいたしました業務委託は、貸し切り

バスをスクールバスとして使用し、登校時運行１回、下校時運行２回の運送業務を

年間230日運行し、委託期間が３年の運行管理業務委託で間違いないでしょうか、

お伺いをいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の、業務委託の内容につきまして、お答えを申し上げます。 

貸し切りバスをスクールバスとしての使用に係る業務委託は、令和２年４月から

スクールバス運行管理業務を行い、登校時運行１便、下校時運行２便、年間230日

運行とし、委託期間３年間で実施をいたしております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

有働議員。 

［16番 有働辰喜 議員 登壇］ 
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○有働辰喜 議員 

ただいま答弁をいただきました、発注業務委託の内容は、貸し切りバスによるス

クールバス運送の年間契約ということです。そういたしますと、運賃の算出計算方

法は、タブレット資料３に記載された方法で算出できることになり、タブレット資

料４の一番上の枠の考え方が該当し、時間制運賃対象時間は５時間ということにな

ります。私がこの４年間、時間制運賃の算出時間は５時間あればよいと言い続けて

いる根拠であります。でも、山鹿市は７時間が必要として、その根拠を 後の枠で

説明していますので、山鹿市の時間制運賃の考え方を検証して、疑問点についてお

尋ねをしたいと思います。 

まず、走行時間の考え方ですが、運行を１つの運送として計算することにより、

走行時間が３時間となることは、タブレット資料２及びタブレット資料３の時間制

運賃の計算方法に合致をいたしますので、問題はございません。 

次に、点検・点呼時間の考え方ですが、タブレット資料２、タブレット資料３の

どちらにも出庫前及び帰庫後の点検・点呼時間として１時間ずつ、合計２時間を計

上すると書かれております。今回の設計では、１つの運送とすると書かれているの

で、２時間の計上でよいはずであります。山鹿市の４時間計上には疑問が生じます。 

黄色で着色された部分の米印に書かれた登下校以外の時間については拘束してお

らず、営業運行の可能性もあるので、登下校の前後にそれぞれ点検・点呼を計上し

ていますという文言が、４時間計上の根拠説明だと思います。私は、この説明にも

疑問がありますので、お尋ねをいたします。山鹿市の説明どおり、受託事業者が他

の注文者と空き時間に別の運行契約を締結した場合、タブレット資料２の運賃の計

算方法で算出をいたしますので、その契約された運送で時間制運賃２時間分として

点検・点呼時間を計上し、貸し切りバス事業者から注文者に請求をされます。つま

り、山鹿市が支払う必要のない点検・点呼時間であります。にもかかわらず、時間

制運賃２時間分、設計単価、車種別時間制運賃上限額で求めますと、税込みではあ

りますが、１日２万8028円を年間230日で644万6440円、委託期間３年で1933万9320

円を計上する必要性の根拠はどこにあるのか、お伺いをいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の、点検・点呼の時間の必要性について、お答えをいたします。 

登下校を１つの運行とするのに、なぜ点検・点呼を４時間設けるのかについては、

先ほどの答弁でも触れましたが、国の通達どおり考えますと、本市の契約形態では､
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午前と午後が別々の運行になり、 大10時間での計算となります。ただし、10時間

では本市の実情に合わず、走行時間は登下校を１つの運行として捉え、積算時間を

見積もっております。日中の営業利用が可能であることから、点検・点呼は別々の

輸送として、登下校の前後に設けております。 

また、資料４には、登下校以外の時間については拘束しておらず、営業運行の可

能性もあるので、登下校の前と後にそれぞれ点検・点呼を計上していると記載をし

ておりますとおり、営業運行に備えるための点検・点呼を指しているものではござ

いません。 

このようなことから、登校後の点検・点呼は、登校後の車内の清掃・消毒、忘れ

物などの確認、学校との連絡調整などのため、下校前の点検・点呼は、走行前の安

全点検や学校との連絡調整などのために設けております。安易に営業時間の前後に

点検・点呼が行われているだろうから、登校後、下校前の点検・点呼は受託者の任

意とするという対応は、子供たちの安全安心を第一に考えた場合、その責任は行政

が負うべきことを明確にしておく必要があると考えております。 

万一、点検・点呼を省略した場合、近県で起こりました園児の置き去り事件の発

生や、バス車内にある児童の忘れ物等により、授業に支障を来すようなことも想定

されます。したがいまして、登校後、下校前の点検・点呼の費用を支払う必要性に

つきましては、営業利用のためのものではなく、登下校送迎のために必要な点検・

点呼であるため、本市が負担すべきものと考えているところでございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

有働議員。 

［16番 有働辰喜 議員 登壇］ 

○有働辰喜 議員 

山鹿市が行う登下校の送迎の前後の点検・点呼の重要性を主張され、上乗せ２時

間分の費用負担の正当性を述べられ、本市が行う登下校の送迎の前後には、その必

要な点検・点呼を実施しているところですとの答弁でございますが、同じ業務内容

を行っております市所有バスの積算根拠では、点検・清掃時間を２時間としている

と住民監査請求の監査結果に記載をされております。つまりは、出庫前・帰庫後点

検・点呼の２時間ということで、登校時運行後、下校時運行前の点検・点呼時間は

市所有バスには不要で、貸し切りバスについてのみ必要ということになってしまい

ます。私は、ちょっとおかしいのではないかというふうに考えを持っております。 

それでは、次に同じくタブレット資料４、 後の枠の黄色で着色をされました部

分の２つ目の米印に書かれた文言について、お尋ねをいたします。業者の見積の際
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の時間設定を、この時間に設定するものではありません。見積の際は、規定の範囲

内（上記の下限から上限の間）で任意に設定して見積もっていただきますと書かれ

ております。現在、私の手元にあります貸し切りバスを使用してスクールバスの年

間業務委託を発注する、他の地方自治体の設計図書では、仕様書、１日単価を添付、

それがない場合は、提出書類の項目に示された見積書・見積内訳書、任意様式に対

する指示内容といたしまして、例えばタブレット資料の２であります一般貸切旅客

自動車運送事業の運賃・料金の命令変更についての別紙１及び別紙２に基づき算出

することなどと書かれており、入札者全員が同一内容の積算基準で競争が行われる

ものだと考えておりました。事実、山鹿市でも平成29年４月の貸し切りバス使用案

件入札では、仕様書として１日単価が添付されております。山鹿市はみずからが時

間制運賃７時間を必要な時間として積算をした以上、仕様書、１日単価として配付

し、必要と考えた時間制運賃時間を示して発注をすれば、５時間から10時間の間で

任意な時間で見積もればよいというような発注にはならないと思いますが、今回は

なぜ、前回は配付した仕様書、１日単価を添付しなかったのか、またはそれにかわ

る計算方法の指示をしなかったのかお伺いをいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の、仕様書の記載の仕方につきまして、お答えを申し上げます｡ 

まず、資料４に示しました７時間の積算等がプロポーザルの実施要領や仕様書に

記載されていないという点につきましては、旅客運送事業者は定められた法規の中

で見積もりをするものであるため、記載をしておりません｡ 

次に、なぜ１日単価の仕様書を示していないのかというお尋ねにつきましては、

平成29年に添付をされた１日単価において示されている内容は、乗車往復距離、出

庫前・出庫後点検時間、乗車往復時間の３点です。出庫前・出庫後点検時間は、出

庫前・帰庫後点検時間の表記の違いでありますが、現在のプロポーザルでもこの３

点のうち、乗車往復距離、乗車往復時間につきましては、統一された項目であるた

め、全ての業者に明示をしています。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

有働議員。 

［16番 有働辰喜 議員 登壇］ 

○有働辰喜 議員 
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乗車往復距離、乗車往復時間は明示をしておりますが、出庫前・帰庫後点検点呼

時間は明示をしていないとの答弁でありますけれども、点検・点呼時間として山鹿

市が４時間とお示しをされれば、乗車往復時間と出入庫回送時間から求めた走行時

間を加えて、時間制運賃を算出し、７時間で見積もりをいたします。５時間から10

時間の間で任意な時間で見積もればいいというのは、積み上げた時間ではなくて、

見積上限額から逆算した時間でもよいということになりはしませんでしょうか。 

さらに、５時間から６時間で見積もり、落札候補者になった場合、市が安全安心

確保のため必要と力説され、上乗せをされた２時間の点検・点呼時間が含まれてい

ないことになりますが、安全性が確保できるのでしょうか。明示していなければ、

平成29年４月の入札のときのように、失格にはできないと思いますが、たらればで

すので、見解はお尋ねをいたしません。 

現在、問題視している業務委託の契約額は、税込み8427万9360円です。受託事業

者が入札に提出をされました見積内訳書から求めた使用単価、使用キロ数の数値を

使用し、山鹿市がるる説明をされる積算の考え方もあるでしょうけれども、国が示

したタブレット資料３の考え方、つまり貸し切りバスでスクールバス運送をする場

合の運賃計算方法で、時間制運賃は５時間となり、それで計算をいたしますと、現

契約額の約54％、4560万720円（税込み）となります。実に3867万8640円（税込み）

の差額が生じます。年間約1290万円の税金が過大に支出されても積算基準見直しを

実現させることができず、市民の皆様に対して、この問題を追及している議員とし

て、本当に申し訳ないと思っております。 

自治体財政は、住民全員のお金ですから、議員である私は使い道を精査する必要

があり、同様に市の執行部は財源である税金の使い方は 小の経費で 大の効果を

上げねばいけないと考えております。この問題では、 小の経費で 大の効果を上

げる方策は単純明快です。貸し切りバスでスクールバスを運行するのが目的ですの

で、国が示した児童・生徒の登下校時に運行されるスクールバスの年間運送契約を

貸し切りバス事業者と締結する場合、時間制運賃を 小５時間で計算でき、さらに

キロ制・時間制運賃単価も下限値でよいとする考え方、タブレット資料３を採用す

ることだと思います。 

次に、もう一つの問題視のプロポーザル発注に関して、お伺いをいたします。今

回の調査で、タブレット資料１として、輸送の安全を確保するための貸し切りバス

選定利用ガイドラインが添付をしてあります。その14ページに、黄色で網掛けをさ

れました（３）入札等の契約方法部分を山鹿市が採用する発注方式プロポーザルの

根拠として挙げてあります。このガイドラインは、平成24年４月に関越自動車道で

発生をいたしました高速ツアーバス事故を受けて、旅行業者、地方自治体、学校関
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係者などの利用者に、貸し切りバス事業者の選定に際して、運行の安全面のポイン

トをわかりやすく示すことにより、単純な価格比較のみで選ぶのではなく、より安

全にも留意した選定を促すことを目的の一つとして策定をされまして、平成24年６

月29日付で国土交通省自動車局から発出され、その後、新しい運賃制度に移行した

ことを受けて、平成26年４月１日付で一部改正、さらに平成28年１月15日、長野県

軽井沢町で起きたスキーバス事故を受けまして改定をされ、一部改正版として平成

28年12月20日付で発出されたものであります。 

山鹿市は、自家用車である市所有バスに関しても、平成30年11月以降の７小中学

校、８案件の発注は、貸し切りバスの調達と同様の観点が必要としてプロポーザル

で実施し、全案件を１事業者が受注する結果となりました。導入されたプロポーザ

ルとは、企画、提案の意味と、私は理解をしております。市所有バス使用の場合に

は、車両の安全装置、駐車場所、業務の基本方針、業務内容、保険内容等は、全参

加事業者同じであります。また、安全性確保に関しましても、許可事業者である以

上、法令の遵守などは許可時の審査でクリアをしていますし、日本バス協会が実施

している貸切バス事業者安全性評価認定制度、いわゆるセーフティバスの審査に対

応するため、ほぼ同一内容の書類と組織体制を確立したバス事業者がほとんどだと

思いますし、派遣されるドライバーも同じ資格取得者です。参考見積以外のどこで

大きな優劣がつくのでしょうか。事業者の規模や施工実績、保有車両等で優劣がつ

けば、規模の小さな事業者は絶対に不利だと思います。 

そこで、お尋ねをいたします。プロポーザル導入後、小中学校７校で貸し切りバ

ス使用案件１件、市所有バス使用７件で、合計８件、20路線の入札が行われ、市所

有バス18台、貸し切りバス２台が運行されておりますが、安全性に対する実際の審

査では、どんな内容の企画・提案がなされたのか、また企画・提案によって、安全

性確保するための計画、仕様書の見直しをされたことがあればお答えください。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問のプロポーザル方式について、お答えをいたします。 

ご案内のとおり、国のガイドラインは貸し切りバスの契約を想定したものとなっ

ております。したがいまして、貸し切りバス契約の安全確保のためのガイドライン

であれば、市所有のバスに準拠した場合であっても、当然、安全を確保できるもの

であり、所有バス契約においても採用をいたしております。 

そこで、プロポーザル方式では、事業実績だけでなく、安全性や緊急時の対応な
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ど、さまざまな項目について審査するとされております。その中で、安全性に対す

る企画提案の内容は、運転士に対する教育や研修の実施、健康管理などが主に提案

されております。 

提案された企画書を採用し、契約するものであるため、採用された企画提案書は、

契約条項にある設計図書、いわゆる仕様書等と同等のものとして取り扱っておりま

す。この要件に基づき契約を履行する必要があり、もともと作成している仕様書は

業務の基本的なことを記載しているものであるため、見直しは行っていないところ

でございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

有働議員。 

［16番 有働辰喜 議員 登壇］ 

○有働辰喜 議員 

以前、ガイドラインに沿ってプロポーザルを導入したいという考え方の答弁がな

されまして、私も貸し切りバス案件のことであり、導入には賛成をいたしました。

しかし、市所有バス案件が先に導入をされまして、その審査表を見てみますと、事

業者に関する項目でのポイントの差が全体の中で大きなウエイトを占めているなと

いうことを感じました。プロポーザルでは、この差を埋めるのは大変だと、そのと

き感じました。 

山鹿市は、時間制運賃計算方法では、文言ができるにとどまっており、しなけれ

ばならないとは書いていないという主張で、安価な計算方法を採用しないのに、ガ

イドラインでは対象の貸し切りバスでさえ、お勧めしますにとどまっているにもか

かわらず、ガイドラインを根拠としての安全を確保できるものと考えて採用したと

の答弁ですが、文章の解釈をするのに、なぜこんなに違うのか釈然といたしません。 

山鹿市では、平成24年４月のスクールバス運行開始以降、プロポーザル導入まで

の７年間で、小中学校６校で21路線を指名競争入札で実施をしております。貸し切

りバスが延べ11台、市所有バスが延べ37台運行いたしました結果は、全て無事に業

務を履行しています。それでも、指名競争入札では安全安心な運行とは言えないの

でしょうか。答弁にあった提案内容の運転士教育や研修の実施、健康管理などは、

指名競争入札で実施したら、事業者は提案して採用されていないからとして、やら

ないのでしょうか。そんなことを考えていますと、本当に市所有バス使用案件にプ

ロポーザルが必要なのか、私には疑問でありますが、やるのであれば、エリア別や

受注数量制限などを考慮した発注内容で実施をし、リスク分散と市内事業者の受注

機会をふやしてほしいということを申し上げまして、次の質問に移ります。 
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タブレット資料の９について、お伺いをいたします。この資料には、県内14市の

スクールバスに関する入札方式の調査結果が書かれています。そのほかに参考とし

て記録されている熊本県と和水町も加えますと、８自治体が価格競争のみによらな

い選定方式を導入しております。内訳として、１自治体が総合評価方式導入で、７

自治体が公募型または指名型プロポーザルを導入、そのうち山鹿市と合志市を除く

５自治体が公募型です。 

調査をされていますので、お尋ねをいたします。総合評価とプロポーザルで発注

している８自治体のうち、自治体所有バスを使用するスクールバス運行契約を対象

としている自治体の数と時間制運賃の積算基準に、タブレット資料３の計算方法、

つまり午前と午後の運送を１つの運送として点検・点呼時間２時間と、スクールバ

ス運送の走行時間が３時間未満の場合は、走行時間を３時間として計算するを採用

していない自治体の数をお伺いいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。渡邊教育部長。 

［渡邊義明 教育部長 登壇］ 

○渡邊義明 教育部長 

ご質問の、県内14市の状況に関し、お答えをいたします。 

県内14市のうち、価格競争によらない業者選定方式をしている８市の中で、市所

有バスを運行している自治体は、本市を含めて２市でございます。 

次に、登下校を１つの運送とし、点検・点呼を２時間と走行時間を 低３時間と

する計算方法を採用していない自治体数については、それぞれの自治体の状況や考

え方により異なりますが、８市の中で本市を含め３市でございます。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

有働議員。 

［16番 有働辰喜 議員 登壇］ 

○有働辰喜 議員 

私の認識では、調査結果にはございませんけれども、貸し切りバス使用自治体に

公募型プロポーザル導入が多く、スクールバス運賃計算採用も多いと思います。ま

た、採用していないとされる山鹿市を除く２市の中には、単価契約や実績精算の市

が含まれていると思います。問題視をしている市所有バス使用は直接雇用、指名競

争入札が多いと思いますので、この観点から整理をしてみますと、何を対象とした

プロポーザルや指名競争入札かの導入傾向がわかるのではないかと思います。 

山鹿市では、平成24年４月のスクールバス運行開始以降、プロポーザル導入まで
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の７年間で小中学校６校で21路線を指名競争入札で実施、貸し切りバス延べ11台、

市所有バス延べ37台を運行した結果は、全て無事に業務を履行しています。 

それでは、 後に入札参加関連でお尋ねをいたします。冒頭に、スクールバス運

行管理業務委託の問題点といたしまして、１社独占の問題を申しましたが、既に事

業者のホームページでもみずから発表されていますので、ご存じの方もおられると

思いますけれども、委託事業者が輸送施設の使用停止60日車の行政処分を受けまし

た。処分日が夏休み期間中であったのと処分対象営業所が本社営業所、対象車両は

緑ナンバーの事業者所有バスであり、自家用車である市所有バス運行業務は、対象

外のため、実害は発生をしておりません。 

余談にはなりますが、この事実は貸し切りバス事業者を所管する国土交通省運輸

局が、当然ではありますけれども、営業車である貸し切りバスと自家用車である市

所有バスの運送業務は別物であるとはっきりとした答えをくれました。プロポーザ

ル運用の考え方にも一石を投じるのではないかと思います。 

話を戻して、今回の処分では危惧をしていた全てのスクールバスの運行停止など

の問題は起きませんでしたが、行政処分を受けたということは、例えばこれが建設

業者であれば指名停止や指名回避といったペナルティが各自治体で定められており

ます。今回のようなバス事業者による行政処分の場合の委託業務への参加資格に関

する例規の有無と、どちらの場合にもその対応をお伺いいたします。 

○服部香代 議長 

執行部の答弁を求めます。大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

有働議員のご質問にお答えをいたします。 

本市には、市が発注する建設工事その他の調達に係る契約の適正な履行を確保す

るため、競争入札参加者の資格を有する者に指名停止処分に該当する行為があった

場合の市の措置について、必要な事項を定めた山鹿市工事等契約に係る指名停止等

の措置要綱がございます。 

指名停止処分とする行為として、届け出の虚偽記載、過失による粗雑工事、契約

違反、公衆損害事故、工事関係者事故、賄賂、独占禁止法違反、競争入札妨害、談

合、暴力団及び暴力団関係者の利用、建設業法違反、業務に関する不正または不誠

実な行為がございます。この不正または不誠実な行為は、暴行、脅迫、傷害のほか、

代表役員または一般役員が法令違反等により逮捕、書類送検された場合が該当しま

す。 

なお、今回の委託業者に対する行政処分は、道路運送法による運賃料金事前届け
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出、運賃料金変更事前届け出違反であり、先に申し上げた指名停止処分とする行為

には該当いたしません。また、指名停止に至らないものについても、書面または口

頭で警告または注意喚起を行うことができることとなっております。 

そのため、本市としましては、委託業者に対して、行政処分がなされたことを重

く受けとめ、旅客自動車運送事業の適正な履行を確保するために、口頭により注意

喚起を行ったところでございます。 

今後も、本要綱を厳正に運用し、本市と契約を締結する業者に対し、適正な契約

の履行を求めてまいります。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○服部香代 議長 

有働議員。 

［16番 有働辰喜 議員 登壇］ 

○有働辰喜 議員 

山鹿市には、業務委託事業者に対する例規はないけれども、所管省庁の行政処分

を受けたという事実を重く見て、現規則の中でやれる口頭による注意喚起で対処さ

れたとのことでございますが、やはり私といたしましては、市の仕事を受注してい

て、直接の受注案件ではないかもしれませんけれども、履行中に行政処分を受けた

ときに、どんなペナルティがあるのかわかりませんでしたので、お尋ねをいたしま

した。 

これで、私の一般質問を終わります。 

○服部香代 議長 

以上で、有働議員の一般質問は終了いたしました。 

これをもちまして、通告による質疑・一般質問は全て終了いたしました。 

これにて、質疑・一般質問を終結いたします。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○服部香代 議長 

お諮りいたします。議案第79号から議案第82号までの人権擁護委員の推薦につい

ての４案件は、会議規則第37条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

ご異議なしと認めます。よって、議案第79号から議案第82号までの４案件は、委

員会付託を省略することに決しました。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 
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日程第２ 委員会付託 

○服部香代 議長 

日程第２、委員会付託を行います。 

議案第58号から議案第78号までについては、お手元の付託表のとおり、それぞれ

の常任委員会に付託いたします。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

散 会 

○服部香代 議長 

以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

本日は、これにて散会いたします。 

午後１時57分 散会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月１５日(水曜日) 
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令和３年（第５回）山鹿市議会12月定例会会議録 

 

議 事 日 程（第５号） 

 

令和３年12月15日（水曜日）午前10時開議 

第１ 議案第58号 山鹿市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 

議案第59号 山鹿市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

議案第60号 令和３年度山鹿市一般会計補正予算（第８号） 

議案第61号 令和３年度山鹿市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第62号 令和３年度山鹿市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第63号 令和３年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第64号 令和３年度城北財産区特別会計補正予算（第１号） 

議案第65号 令和３年度山鹿市水道事業会計補正予算（第２号） 

議案第66号 令和３年度山鹿市病院事業会計補正予算（第１号） 

議案第67号 令和３年度山鹿市下水道事業会計補正予算（第２号） 

議案第68号 金融機関の指定の変更について 

議案第69号 公の施設の指定管理者の指定について 

（山鹿市山鹿老人福祉センター等） 

議案第70号 公の施設の指定管理者の指定について 

（山鹿市菊鹿健康福祉センター「ひまわり館」） 

議案第71号 公の施設の指定管理者の指定について 

（山鹿市鹿央生産物直売所等） 

議案第72号 公の施設の指定管理者の指定について 

（山鹿市特産工芸村等） 

議案第73号 公の施設の指定管理者の指定について 

（山鹿市水辺プラザかもと等） 

議案第74号 公の施設の指定管理者の指定について 

（山鹿市道の駅小栗郷等） 

議案第75号 公の施設の指定管理者の指定について 

（岳間研修センター） 

議案第76号 公の施設の指定管理者の指定について 

（椎持研修センター） 

議案第77号 公の施設の指定管理者の指定について 

（山鹿市農村集落多目的共同利用施設下分田センター） 
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議案第78号 山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の一

部変更について 

議案第79号 人権擁護委員の推薦について 

議案第80号 人権擁護委員の推薦について 

議案第81号 人権擁護委員の推薦について 

議案第82号 人権擁護委員の推薦について 

（委員長報告） 

討   論 

採   決 

第２ 議案第83号 令和３年度山鹿市一般会計補正予算（第９号） 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議事日程のとおり 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

出席議員（20名） 

１番  関 口 和 良 

２番  永 田 壮 拡 

３番  深 牧 大 助 

４番  原   芳 郎 

５番  隈 部 賢 治 

６番  高 橋 龍 一 

７番  豊 田 新二郎 

８番  山 下 誠 治 

９番  古 川 和 博 

10番  金 光 一 誠 

11番  松 見 真 一 

12番  立 山 大二朗 

13番  小 川 榮 二 

14番  芋 生 よしや 

15番  勢 田 昭 一 

16番  有 働 辰 喜 

17番  服 部 香 代 

18番  冨 丸 洋一郎 

19番  北 原 昭 三 
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20番  永 田 紘 二 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

説明のため出席した者 

市 長    早 田 順 一 

副 市 長    阿蘇品 貴 司 

教 育 長    堀 田 浩一郎 

総 務 部 長    大 林 秀 樹 

市 民 部 長    中 尾 雄 二 

福 祉 部 長    佐 藤 ア キ 

経 済 部 長    石 井 耕一郎 

経済部首席審議員    池 田 淳 志 

建 設 部 長    古 江 光 拡 

教 育 部 長    渡 邊 義 明 

消防本部消防長    中 原 茂 昭 

総 務 部 次 長    木 村 隆 男 

市 民 部 次 長    白 石 浩 二 

福 祉 部 次 長    山 﨑 寿 雄 

建 設 部 次 長    松 尾 正 都 

水 道 局 長    阿蘇品   健 

教 育 部 次 長    園 田 正 尚 

総 務 課 長    永 田 健 一 

環 境 課 長    森   賢 治 

福 祉 援 護 課 長    原   幸 徳 

農 業 振 興 課 長    鶴 川 浩一郎 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

事務局職員出席者 

議 会 事 務 局 長    小 山   天 

局長補佐兼議事係長    中 村 武 志 

書 記    木 村 隆 寛 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 
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午前10時00分 開議 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○服部香代 議長 

おはようございます。 

これより本日の会議を開きます。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第１ 議案第58号～議案第82号 

○服部香代 議長 

日程第１、各常任委員会に付託してありました議案第58号から議案第78号、議案

第79号から議案第82号までの全案件を議題といたします。 

各常任委員長の報告を求めます。冨丸建設経済常任委員長。 

［冨丸洋一郎 建設経済常任委員長 登壇］ 

○冨丸洋一郎 建設経済常任委員長 

おはようございます。 

建設経済常任委員会からご報告を申し上げます。 

本定例会において当委員会に付託されました案件は、議案９件であります。 

去る12月８日午前10時から、本庁５階501会議室におきまして、委員全員出席、

執行部に関係職員の出席を求め、委員会を開催いたしました。 

その結果についてご報告いたします。 

議案第60号 令和３年度山鹿市一般会計補正予算（第８号）中所管、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

議案第62号 令和３年度山鹿市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第64号 令和３年度城北財産区特別会計補正予算（第１号）、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

議案第65号 令和３年度山鹿市水道事業会計補正予算（第２号）、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

議案第67号 令和３年度山鹿市下水道事業会計補正予算（第２号）、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

議案第71号 公の施設の指定管理者の指定について（山鹿市鹿央生産物直売所

等）、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第72号 公の施設の指定管理者の指定について（山鹿市特産工芸村等）、原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第73号 公の施設の指定管理者の指定について（山鹿市水辺プラザかもと
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等）、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第74号 公の施設の指定管理者の指定について（山鹿市道の駅小栗郷等）、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

以上、建設経済常任委員会の報告を終わります。 

○服部香代 議長 

小川市民福祉常任委員長。 

［小川榮二 市民福祉常任委員長 登壇］ 

○小川榮二 市民福祉常任委員長 

皆さん、おはようございます。 

市民福祉常任委員会から報告をいたします。 

本定例会におきまして、当委員会に付託されました案件は、議案９件であります。 

去る12月９日午前10時から、501会議室において、委員全員出席、執行部に関係

職員の出席を求め、委員会を開催いたしました。 

議案審査に先立ち、山鹿市環境センター及び有限会社クリーン健康社内の資源ご

み中間処理施設の２カ所を現地調査をいたしました。 

現地調査終了後、午前11時15分から委員会を再開し、慎重に議案の審査を行いま

した。その結果について、ご報告いたします。 

議案第58号 山鹿市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第59号 山鹿市国民健康保険条例の一部を改正する条例、原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

議案第60号 令和３年度山鹿市一般会計補正予算（第８号）中所管、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

議案第61号 令和３年度山鹿市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第63号 令和３年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）、原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第66号 令和３年度山鹿市病院事業会計補正予算（第１号）、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

議案第69号 公の施設の指定管理者の指定について（山鹿市山鹿老人福祉センタ

ー等）、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第70号 公の施設の指定管理者の指定について（山鹿市菊鹿健康福祉センタ

ー「ひまわり館」）、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第78号 山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の一



－ 154 － 

部変更について、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

以上、市民福祉常任委員会の報告を終わります。 

○服部香代 議長 

勢田総務文教常任委員長。 

［勢田昭一 総務文教常任委員長 登壇］ 

○勢田昭一 総務文教常任委員長 

おはようございます。 

総務文教常任委員会より報告をいたします。 

まず、閉会中の所管事務調査として、去る９月30日と10月20日に委員会を開催し、

遠距離通学対策事業の入札及び積算方法の現状、並びに今後のあり方について、執

行部に説明を求めました。 

遠距離通学対策事業は、これからも続く事業でありますので、引き続き委員会と

してのチェック機能を果たすべく、審査していくことといたしました。 

次に、本定例会において当委員会に付託された案件は、議案５件であります。 

去る12月10日午前10時から、501会議室において、委員全員出席、執行部に関係

職員の出席を求め、委員会を開催をいたしました。 

議案審査に先立ち、２カ所の現地調査を行いました。 

最初に、鹿本小学校において、教育情報化推進事業の説明を受けた後、各学年の

ＩＣＴ授業の状況を見学をいたしました。 

次に、山鹿市農村集落多目的共同利用施設下分田センターにおいて、担当者から

施設状況の概要説明を受けました、 

帰庁後、午後１時より委員会を再開、初めに教育部所管の審議を、その後、総務

部及び消防本部の所管の議案を審議いたしました。その結果について報告をいたし

ます。 

議案第60号 令和３年度山鹿市一般会計補正予算（第８号）、委員より、議案第

57号の反対討論同様に、新型コロナウイルス感染症対策や災害対応などに従事され

ている職員の期末手当減額が含まれているので、賛成できないとの反対討論があり、

挙手採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第68号 金融機関の指定の変更について、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

議案第75号 公の施設の指定管理者の指定について（岳間研修センター）、原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第76号 公の施設の指定管理者の指定について（椎持研修センター）、原案

のとおり可決すべきものと決しました。 
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議案第77号 公の施設の指定管理者の指定について（山鹿市農村集落多目的共同

利用施設下分田センター）、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

以上、総務文教常任委員会からの報告を終わります。 

○服部香代 議長 

以上で、各常任委員長の報告を終わります。 

これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

これより、討論を行います。討論の通告があっておりますので、発言を許します。

芋生よしや議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

皆さん、おはようございます。 

議席番号14番、日本共産党の芋生よしやです。 

私は、議案第57号 山鹿市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例について、職員の期末手当は引き下げるべきではないと反対をしておりました。

この条例改正に伴い、職員の期末手当約3000万円減額が行われる補正予算７議案、

議案第60号、議案第61号、議案第62号、議案第63号、議案第65号、議案第66号、議

案第67号について、反対の立場から討論を行います。 

１つ目の理由は、人事院勧告に最終的な拘束力はなく、自治体としての判断が求

められているものだからです。労働基本権制約の代償措置としての人事院の給与勧

告ですが、公務員の労働権制約は先進国では見られません。ＩＬＯ世界労働機関は

日本政府に対して、ＩＬＯ条約違反という勧告を繰り返し行っています。地方公務

員法第24条２項に、職員の給与は生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並び

に民間事業の従業者の給与その他の事情を考慮して決めなければならないとされて

いますが、同第14条には勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するよ

うに、随時適当な措置を講じなければならないとしています。つまり、自治体の職

員の勤務状況などを加味して考えるべきだと書かれています。 

２つ目は、新型コロナウイルス感染症対策、ワクチン接種、豪雨災害などの対応

で、これまでにない業務を担ってきた職員の労働が正当に評価されるべきだと考え

るからです。青森県のむつ市では、市長が新型コロナ対応とワクチン接種、大雨、

災害対応などで、業務負担が大きい中、職員は卓越した働きをしてくれた。今はコ

ロナ禍からの景気浮揚の局面で消費マインドを下げる言及は考えられない。勧告に
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準じる義務はないとして、期末手当の据え置きを決めています。他の自治体でも、

今の時期、引き下げはならないと声を出している自治体もあります。 

３つ目は、公務員の賃下げは、公務員の生活を破壊するだけでなく、民間の賃下

げと相まって、日本の労働条件を引き下げる要因にもなってきました。私は、民間

保育園の保育士として長く働いてきましたが、やはり人勧によって影響されてきま

した。本来、給与額の低い保育士などに、公務員の引き下げが直接影響を受けるの

です。日本の労働者の賃金は1990年から30年にわたって上がっておらず、ますます

地域の給与水準に影響を与えます。賃金は今や、お隣韓国のほうが最低賃金も平均

賃金も上回っています。30年間で韓国は1.9倍上がり、世界の主要国もそれぞれ上

がっているのに、日本だけは30年間、賃金が上がらない国となっています。公務員

の引き下げが賃金引き下げの負の連鎖となるものです。 

４つ目は、市職員の給与を引き下げるのは、消費力を引き下げるものだからです。

今やＧＤＰ世界ランキングで何と５位に下がってしまった日本ですが、ＧＤＰ国内

総生産の６割は個人消費が占めます。30年も賃金が上がらず、消費が伸びない状況

になっているのは当然のことではないでしょうか。山鹿市でも、コロナ禍の中、消

費喚起を促そうとプレミアム商品券第３弾を発売しているところです。そんな中で、

市内で最も雇用者の多い市職員の期末手当3000万円を引き下げることは、消費を引

き下げ、地域経済に影響を及ぼすのではないでしょうか。 

以上の理由で、職員の期末手当の減額が含まれている７議案に対して、反対とい

たします。 

○服部香代 議長 

以上で、芋生議員の討論は終了いたしました。 

これをもちまして、通告による討論は終了いたしました。 

ほかに討論はありませんか。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

討論なしと認め、討論を終結いたします。 

これより、採決を行います。 

議案第58号及び議案第59号の２案件を一括採決いたします。 

議案第58号及び議案第59号の２案件に対する委員長報告は可決であります。委員

長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

ご異議なしと認めます。よって、２案件は原案のとおり可決することに決しまし
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た。 

次に、議案第60号に対する委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり決

することに賛成の議員の起立を求めます。 

［賛成者 起立］ 

○服部香代 議長 

起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

次に、議案第61号に対する委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり決

することに賛成の議員の起立を求めます。 

［賛成者 起立］ 

○服部香代 議長 

起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

次に、議案第62号に対する委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり決

することに賛成の議員の起立を求めます。 

［賛成者 起立］ 

○服部香代 議長 

起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

次に、議案第63号に対する委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり決

することに賛成の議員の起立を求めます。 

［賛成者 起立］ 

○服部香代 議長 

起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

次に、議案第64号に対する委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり決

することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

次に、議案第65号に対する委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり決

することに賛成の議員の起立を求めます。 

［賛成者 起立］ 

○服部香代 議長 

起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

次に、議案第66号に対する委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり決

することに賛成の議員の起立を求めます。 

［賛成者 起立］ 
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○服部香代 議長 

起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

次に、議案第67号に対する委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり決

することに賛成の議員の起立を求めます。 

［賛成者 起立］ 

○服部香代 議長 

起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

次に、議案第68号から議案第78号までの11案件を一括採決いたします。議案第68

号から議案第78号までの11案件に対する委員長報告は可決であります。委員長報告

のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

ご異議なしと認めます。よって、11案件は原案のとおり可決することに決しまし

た。 

次に、議案第79号から議案第82号までの人権擁護委員の推薦についての４案件は

原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

ご異議なしと認めます。よって、４案件は原案のとおり同意することに決しまし

た。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第２ 議案第83号 

○服部香代 議長 

日程第２、議案第83号を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。大林総務部長。 

［大林秀樹 総務部長 登壇］ 

○大林秀樹 総務部長 

議案第83号 令和３年度山鹿市一般会計補正予算（第９号）につきまして、ご説

明申し上げます。 

今回、追加提案申し上げます補正予算につきましては、長期化する新型コロナウ

イルス感染症の影響を踏まえ、子育て世帯に対して臨時的な支援策として給付金を

支給するための経費に係るものであります。 

１ページをお願いいたします。 

第１条、歳入歳出予算の補正額は７億5320万円です。補正後の総額は308億7405
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万6000円であります。 

予算の内容につきまして申し上げます。 

７ページをお願いいたします。 

（款）民生費、（目）児童福祉総務費の補正額７億5320万円は、子育て世帯臨時

特別給付金及びその支給に係る事務費であります。 

平成15年４月２日から令和４年３月31日までの間に出生した児童を養育する子育

て世帯に対し、児童１人当たり10万円を支給するものでございます。 

財源は、全額、国庫補助金です。 

以上で、説明を終わります。 

○服部香代 議長 

以上で、提案理由の説明を終わります。 

ここで議案審査のため、しばらく休憩します。 

午前10時27分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午前11時18分 開議 

○服部香代 議長 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

これより、ただいま議題となっております案件について、質疑を行います。発言

の通告があっておりますので、発言を許します。芋生よしや議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

議席番号14番、日本共産党の芋生よしやです。 

今回、子育て世帯臨時特別給付事業の提案がされました。これについて、市民の

方からさまざまな声が来ております。ここで少し確認させていただきたいと思いま

す。 

１つ目が、子育て世帯臨時特別給付事業なので、他の生活困窮者の皆さんには出

ないのか。２つ目は、出生時、またＤＶなどで主たる生計者のところにいらっしゃ

らない児童さんもいらっしゃるのではないかと思います。そういう方に支給が漏れ

ることはないのか。その配慮ですね。３つ目、支給対象者、どういう方が対象から

外れることになるのか。また、今回は現金支給ということで、山鹿市では提案がさ

れておりますので、考えられないのかもしれませんが、もしクーポンにする場合は

どれくらいの事務費がかかると考えられるのか。また、そのかかる経費については

どこから支給されるのかがわかりましたら、お尋ねしたいと思います。 

以上４点、よろしくお願いいたします。 
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○服部香代 議長 

これより、執行部の答弁を求めます。佐藤福祉部長。 

［佐藤アキ 福祉部長 登壇］ 

○佐藤アキ 福祉部長 

ただいまの芋生議員のご質疑にお答えいたします。 

まず１点目、他の生活困窮世帯に対しましては、現在、臨時国会で審議をされて

いるところでございますが、予定されている内容としましては、住民税非課税世帯

及び家計急変世帯に対しまして、臨時の給付金を支給するものとして、今後実施さ

れる見込みでございます。 

２点目、今後これから出生する児童、またＤＶ被害者等への配慮でございますが、

今年度内、３月31日までに出生される子供さんにつきましては、出生届の際にご案

内をし、申請書を提出いただくことで、順次、給付をしてまいる予定でございます。 

また、ＤＶ等で避難され、また申し出をされている方につきましては、個人情報

の保護を留意しつつ、給付の手続きをしてまいる予定でございます。 

３点目、今回の支給につきましては、児童手当の制度を活用しておりますことか

ら、世帯全体の所得を合算するのではなく、保護者のうち主たる生計維持者お一人

の所得によって判定をすることとなっております。 

４点目、クーポンを活用した場合の費用でございますが、昨年度のプレミアム商

品券事業の実績としまして、商品券販売額１億2000万円に対しまして、事務費が約

3000万円を超えているところでございます。今回、３億7500万円のクーポンといた

しますと、少なくともそれ以上の事務費がかかるものと見込んでおります。 

また、その財源につきましては、全額、国からの財源となっております。 

○服部香代 議長 

芋生議員。 

［14番 芋生よしや 議員 登壇］ 

○芋生よしや 議員 

終わります。 

○服部香代 議長 

以上で、芋生議員の質疑は終了いたしました。 

これをもちまして、通告による質疑は終了いたしました。ほかに質疑はありませ

んか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 
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お諮りいたします。ただいま議題となっております案件につきましては、会議規

則第37条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

ご異議なしと認めます。よって、委員会付託は省略することに決しました。 

これより、討論を行います。討論はありませんか。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○服部香代 議長 

討論なしと認め、討論を終結いたします。 

これより、採決を行います。議案第83号について、原案のとおり決することに賛

成の議員の起立を求めます。 

［賛成者 起立］ 

○服部香代 議長 

起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

閉 会 

○服部香代 議長 

これをもちまして、本議会に付議されました案件の審議は全て終了いたしました。

よって、令和３年（第５回）山鹿市議会12月定例会を閉会いたします。 

午前11時24分 閉会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 
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